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もも  うう  ひひ  とと  つつ  のの
「「わわがが家家づづくくりり」」ををめめざざししまますす



２．ご利用者を尊重した支援
①ご利用者に呼び止められたら必ず立ち止まり話を聞きます
②職員主体の環境作りは行いません
③ご利用者中心の言葉遣いをし否定語は使いません

尊厳の保持

３．ご利用者の自立（自律）支援
①ご利用者を信頼し常に話し了解をもらって行います
②ご利用者に生活の中で役割を持って頂けるかかわり方をします
③ご利用者が自ら選び決定できるよう情報を伝えます

自立支援

【社会福祉法人　桜井の里福祉会　法人理念】

～もうひとつのわが家～　に込められた意味
❀桜井の里福祉会が運営する全ての事業所が、ご利用者・ご家族・
地域住民にとって、安心・安全な場（居場所）である

❀居場所とは「習慣や役割が発揮できる場」という意味を持つ
❀セカンドハウスとしての役割が果たせる場である
❀人と人との繋がりを大切にした集える場である
❀自分自身を表現でき、安心して過ごせる場（いたい場所・居心地の
良い場所）である

❀ご利用者とスタッフが新たな関係性を大切にし、少しずつ築いていき、
一歩ずつ自己実現を行っていける場である

①社会福祉法人桜井の里福祉会は、社会福祉法人として、
地域の共有財産であることを使命とし、地域住民、
ご利用者、ご家族の利益を第一とします

②私たちは、ご利用者とご家族の尊厳と権利を守り、
「人として当たり前の生活」を保障します

③私たちは、法人職員としての自覚と全体を考えた行動を
行い、専門性を大切にし、必要な資格の修得に努めます

【基本的考え方】

【まず大切なサービス】
○どなたにも心からの温かい挨拶を行います
○感じの良い受入れとお見送りを行います
○人として自分がされて嫌なことは行いません

１．ご利用者の人として当たり前の生活支援

【職員の信条】

①ご利用者に障がいがあっても当たり前に行っている生活が送れるようにします
②障がいを見るのではなく「生活者としての人」を見ていきます
③ご利用者がいつでも外に出かけられるよう配慮します

権利擁護

４．ご利用者の安心・安全な生活支援
①ご利用者を家族のように受け入れます
②いつもご利用者の傍らにいることを大切にします
③ご家族にご利用者の生活を共に考えるパートナーになって頂けるよう常に働きかけます

安心・安全

をめざします
もうひとつのわが家づくり
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１．ご利用者の人として当たり前の生活支援
１―①　ご利用者に障がいがあっても当たり前に行っている生活が
送れるようにします
（私たちが当たり前に行っている生活の営み（自分で生活の過ごし
方を決め、実行すること等）が誰もが（障がいがあっても）できるよ
うに支援すること）
１－②　障がいを見るのではなく「生活者としての人」を見ていきます
（障がい（出来ないところ）に視点をあてるのではなく、ご本人に視
点をあてる。生活の主体者である「人」に焦点をあて、かかわりを
持つこと）
１－③　ご利用者がいつでも外に出かけられるよう配慮します
（外に出かけられることとは単に行事やイベント的外出だけでなく、
ご本人の嗜好習慣等を大切に、自由に出かけられる生活を大切に
すること）

２．ご利用者を尊重した支援
２－①　ご利用者に呼び止められたら必ず立ち止まり話を聞きます
（利用者に呼び止められたら、「ちょっと待って下さい」とは言わず、
まずご利用者の傍らに行きお話を聞くことが大切なことです。すぐに
伺えない時は、理由をお伝えし、その後必ず伺うこと）
２－②　職員主体の環境作りは行いません
（掲示物はご利用者が見やすい字の大きさや目線にわかるように掲
示し、ご利用者が使用するコールボタンやリモコン、新聞等の生活
物品はご利用者が使えるように置くこと。また、ご利用者の生活環
境内に、職員の都合での物は置かないこと）
２－③　ご利用者中心の言葉遣いをし否定語は使いません
（ご利用者が主体的に決定できる言葉かけをすること。「～して下さ
い」といった命令・指示する言葉ではなく「～してもいいですか」「～
しませんか」といった言葉かけを行うこと）

３．ご利用者の自立（自律）支援
３－①　ご利用者を信頼し常に話し了解をもらって行います
（ご利用者がわからないだろうと職員が判断するのではなく、ご本
人に対し誠意をもって向き合い、常に情報を伝え、了解をいただく
こと）
３－②　ご利用者に生活の中で役割を持って頂けるようなかかわり
方をします
（「生活の主体者」として、生活の場面や家事等の役割等、できる
ことを行っていただくこと。その際、お手伝いをしていただくという視
点ではなく、ご本人が生活の主体者として行うことに対して、職員が
支援するという視点が大切）
３－③　ご利用者が自ら選び決定できるよう情報を伝えます
（ご利用者が自分で決定できるように、情報は全てお伝えすること。
日々の予定や外出外泊、職員の勤務状況や異動、献立、行事、
施設見学者や業者の出入り等々。また、ご利用者に問われたことは、
きちんと答えること）

４．ご利用者の安心・安全な生活支援
４－①　利用者を家族のように受け入れます
（ご利用者を自分の家族のように大切に、親しみを込めてかかわること）
４－②　いつもご利用者の傍らにいることを大切にします　
（ご利用者の傍らに座り、お話を聞いたり、お茶を飲んだりすること
を大切にします。ご利用者の想いや体調等を気にかけ安心感をもっ
ていただくこと）
４－③　ご家族にご利用者の生活を共に考えるパートナーになって
頂けるよう常に働きかけます
（ご家族に会いに来ていただく、電話をかける、一緒に話し合い
を行う等を常に行い、パートナーとしてかかわって頂けるようにす
ること）

【職員の信条】（具体的例）

－ 3－



１．ご利用者の人として当たり前の生活支援
１―①　ご利用者に障がいがあっても当たり前に行っている生活が
送れるようにします
（私たちが当たり前に行っている生活の営み（自分で生活の過ごし
方を決め、実行すること等）が誰もが（障がいがあっても）できるよ
うに支援すること）
１－②　障がいを見るのではなく「生活者としての人」を見ていきます
（障がい（出来ないところ）に視点をあてるのではなく、ご本人に視
点をあてる。生活の主体者である「人」に焦点をあて、かかわりを
持つこと）
１－③　ご利用者がいつでも外に出かけられるよう配慮します
（外に出かけられることとは単に行事やイベント的外出だけでなく、
ご本人の嗜好習慣等を大切に、自由に出かけられる生活を大切に
すること）

２．ご利用者を尊重した支援
２－①　ご利用者に呼び止められたら必ず立ち止まり話を聞きます
（利用者に呼び止められたら、「ちょっと待って下さい」とは言わず、
まずご利用者の傍らに行きお話を聞くことが大切なことです。すぐに
伺えない時は、理由をお伝えし、その後必ず伺うこと）
２－②　職員主体の環境作りは行いません
（掲示物はご利用者が見やすい字の大きさや目線にわかるように掲
示し、ご利用者が使用するコールボタンやリモコン、新聞等の生活
物品はご利用者が使えるように置くこと。また、ご利用者の生活環
境内に、職員の都合での物は置かないこと）
２－③　ご利用者中心の言葉遣いをし否定語は使いません
（ご利用者が主体的に決定できる言葉かけをすること。「～して下さ
い」といった命令・指示する言葉ではなく「～してもいいですか」「～
しませんか」といった言葉かけを行うこと）

３．ご利用者の自立（自律）支援
３－①　ご利用者を信頼し常に話し了解をもらって行います
（ご利用者がわからないだろうと職員が判断するのではなく、ご本
人に対し誠意をもって向き合い、常に情報を伝え、了解をいただく
こと）
３－②　ご利用者に生活の中で役割を持って頂けるようなかかわり
方をします
（「生活の主体者」として、生活の場面や家事等の役割等、できる
ことを行っていただくこと。その際、お手伝いをしていただくという視
点ではなく、ご本人が生活の主体者として行うことに対して、職員が
支援するという視点が大切）
３－③　ご利用者が自ら選び決定できるよう情報を伝えます
（ご利用者が自分で決定できるように、情報は全てお伝えすること。
日々の予定や外出外泊、職員の勤務状況や異動、献立、行事、
施設見学者や業者の出入り等々。また、ご利用者に問われたことは、
きちんと答えること）

４．ご利用者の安心・安全な生活支援
４－①　利用者を家族のように受け入れます
（ご利用者を自分の家族のように大切に、親しみを込めてかかわること）
４－②　いつもご利用者の傍らにいることを大切にします　
（ご利用者の傍らに座り、お話を聞いたり、お茶を飲んだりすること
を大切にします。ご利用者の想いや体調等を気にかけ安心感をもっ
ていただくこと）
４－③　ご家族にご利用者の生活を共に考えるパートナーになって
頂けるよう常に働きかけます
（ご家族に会いに来ていただく、電話をかける、一緒に話し合い
を行う等を常に行い、パートナーとしてかかわって頂けるようにす
ること）

【職員の信条】（具体的例）
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ⅡⅡ..社社会会構構造造のの変変化化、、社社会会のの福福祉祉ニニーーズズとと桜桜井井のの里里福福祉祉会会  

１１．．社社会会構構造造のの変変化化  
１）・人口減少と人口構造の急変 

・生産年齢人口、年少人口の急減による労働力確保が今以上に困難化 
・高齢者とりわけ 85 歳以上高齢者の急増と要介護者の増加 
・世帯構造と地域社会の変化 

①  人口減少と人口構造の急変               （図１） 

  
新潟県内市町村の将来推計人口（抜粋）    （図２） 

 
市町村 

 
総人口（人） 

2015 年から
の減少率（％） 

 
高齢化率（％） 

 2015 年 2045 年 2045 年 2015 年 2045 年 
新潟県 2,304,264 1,698,989 ▲26,3 29,9 40,9 
新潟市 810,157 688,878 ▲15,0 27,0 38,6 
長岡市 275,133 208,572 ▲24,2 28,9 39,4 
燕市 79,784 59,191 ▲25,8 28,5 39,2 
弥彦村 8,209 6,004 ▲26,9 27,7 41,9 

出典：日本の地域別将来推計人口（社人研） 
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②  生産年齢人口、年少人口の急減による社会活力の低下（保育園・学校など   
のない地域の増加、地域活動の担い手不足など） 
生産年齢人口が減少することにより、あらゆる分野での労働力確保が 
困難になる 

③  85 歳以上人口が急増する中で、要介護者が 2040 年代まで増えていく 
要介護状態の人は、80歳代から急増する（図 3） 

          （図 3） 

 
     出典：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング岩名氏作成資料 
④ 世帯構造と地域社会の変化 
  ・世帯人数現象平均 2.３人以下、世帯別では一人世帯が一番多い 
  ・未婚・非婚と晩婚化などが進んでいる。家族単位から個人単位に変化 
  ・家族単位を中心とした、介護問題を考えることから脱却が必要と 

なってきている 
  ・従来の地域を基盤とした地域活動の限界（消防団、町内会など） 
  ・地域社会との関係が脆弱な人の増加 
  ・新たな価値に基づく家族関係と地域づくりが必要  
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（図４） 

  
      出典：２０２３年国民生活基礎調査 
  

（図５） 

 
 出典：２０２３年国民生活基礎調査 
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（図６） 

  
２） 社会構造の変化まとめ 
ⅰ日本の人口は２００８年をピークに減少が続き、2015年から 2040年

にかけて 1617万人減少。年齢階層別にみると、高齢人口が 534万人の
増加、内 85歳人口が 607万人急増。生産年齢人口は 1750 万人急減、
年少人口は 401万人急減します。（図１） 
新潟県は少子高齢化及び生産年齢人口減少の波がより高くなります。 
（図２） 
2024年はコロナ禍の影響が続き、出生者数が７２万人（速報値）と過去
最低を記録しています。国の推計値より 20 年近く早いペースで少子化が
進行しており、若い世代が安心して生み育てる社会構築と、結婚だけを前
提とした家族システムを変えていく必要があると思います。 

   生産年齢人口が急激に減っており、労働者の確保が難しくなってきてお
り、より高い年齢まで働くことが必要になってきます。医療介護分野の
人材不足は顕著ですが、同様にバス・タクシー、宅配などの交通物流イ
ンフラ、警察、消防、教員、公務員なども不足し、住民サービスの維持
が難しくなることが予測されます。 

  ⅱ日本の世帯は、一人暮らし世帯が一番多くなっており、平均世帯人数は
2.3 人を切っています。生活の多くの部分で家族単位から個人単位への
変化が進んでおり、社会の仕組みも私たちの価値観も変える必要があり
ます。介護分野においては家族イコール介護者の価値観は捨てなければ
いけないのではないでしょうか。 

   地域においては、従来の地域共同体が崩れ、自治会加入率は急激に低下
しています。町内会長、民生委員などの担い手不足は、深刻な問題で、
「新たな地域」作りが必要です。（図４・図５） 
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２２．．社社会会のの福福祉祉ニニーーズズとと桜桜井井のの里里福福祉祉会会  
１１））新新型型ココロロナナウウイイルルスス禍禍ににおおけけるる法法人人運運営営及及びび私私たたちちのの仕仕事事  
  2020（令和２）年からの新型コロナ禍から５年、社会活動の多くがコロナ禍
以前の状態に戻りました。しかし介護医療分野は、まだコロナ禍の影響を強く残
しており、マスク着用や時々感染者が発症すると以前のような厳重な対応が必
要です。何より、常に新型コロナのことを念頭にケアや運営を行う緊張感には、
その困難さを感じています。 
 桜井の里福祉会の各事業所は、「ご利用者ができるだけ普通にお過ごしいただ
くこと」を念頭に、居室での面会、外出、自宅への外泊、ボランティア活動の再
開、地域住民との交流や地域行事参加などを進めています。 
 職員間の交流も長らく途絶えてきましたが、今までとは違った形での互助会
活動などを再開しています。 
 
２２））介介護護保保険険制制度度及及びび高高齢齢者者保保健健福福祉祉のの動動向向  
介護保険制度の開始から２５年余りが経過し、利用者は急拡大し、私たちの

日常にしっかり定着しました。本制度は我が国の社会保障施策の歴史で、国民
皆保険、国民皆年金制度以来の大ヒット作となりました。 
なぜ介護保険の利用者が急激に増加したのでしょうか？高齢化の進行、家族

形態及び就労形態の急激な変化等、背景要因はありますが、最大の要因は介護
支援専門員が核となり、サービスを一体的・総合的に、契約に基づき、権利と
して利用できるようになり、利用者にとって利用しやすくなったことだと思い
ます。（（ササーービビススののワワンンスストトッッププ化化・・一一体体化化）） 
 現在は、増加する高齢者と家族の暮らしを支えるために、医療・介護・予
防・住まい・生活支援を、地域で包括的に確保することを目的とした「地域包
括ケアシステム」が展開されており、地域住民、行政、介護保険事業者などあ
らゆる人たちの取り組みが進められています。そこでは、小規模多機能型居宅
介護を中心として、地域の同じ事業所で、多様なサービス（介護保険だけでな
い）を利用できるサービス機能の一本化が進められています。単品サービス・
介護保険サービスのみでは、ご利用者の多様なニーズが満たされません。 
（（ササーービビスス機機能能のの一一体体化化）） 
そして今後は、対象者を限定するのでなく、高齢者や、障がい者、子ども、

生活困窮者など、地域で多様なニーズを抱えた人が多様なサービスを使い、地
域で生活していけるよう相互に支援する仕組み作りが求められます。サービス
の担い手とサービスの受け手が区別固定化されるのではなく、内容によってサ
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ービスの担い手受け手が変わる必要があります。分野を問わず困っている人
が、ワンストップで相談や生活支援を受けられる地域作りを進めていく必要が
あります。 （共共生生型型ササーービビスス・・共共生生型型地地域域福福祉祉） 
国は 2017（平成 29）年度に「我が事・丸ごと」の地域福祉の推進を示

し、その具体的展開に着手しました。2018（平成３０）年度は介護保険サー
ビスと障害福祉サービスの相互乗り入れが一部始まりました。現在はより広い
分野で、本人を中心として伴走する意識を持ち、具体的な課題解決とつながり
続けることを支援の両輪とする考え方が推進されています。しかし、これまで
の対象者別アプローチの壁は大きく、行政、住民、福祉実践者それぞれの力量
が試されます。  
現代は、「私たちが生まれ持った寿命がまっとうできる社会（豊かな社会）」

になりました。より年齢の高い人が増えることにより、障害を持った高齢者や
認知症の人が今後も増えていきます。 
2023（令和 5）年 6 月 14 日「共生社会の実現を推進するための認知症基

本法」が成立し、2024（令和 6）年 1 月 1 日施行されました。この法律は
認知症の人の基本的人権の明記、共生社会の実現を推進する法律であり、今後
の日本の社会福祉の方向性を示しています。 
これらの国の施策に大きな影響を与えた動きとして、認知症の人当事者たち

の活躍があります。認知症の人たちが当事者団体（日本認知症本人ワーキング
グループ）を設立し、政策提言、さまざまな学会やマスコミ、市民への講演会
などで自身の言葉で、体験や考えを語っています。これらの活動が大きく社会
を動かしつつあり、価値観を変えつつあります。 
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33..  桜桜井井のの里里福福祉祉会会のの取取りり組組みみ  

11))  22002255 令令和和７７年年度度重重点点方方針針  

①①  収収益益構構造造のの改改善善  

②②  職職員員体体制制ののススリリムム化化とと生生産産性性向向上上  

③③  職職員員のの負負担担軽軽減減ととごご利利用用者者のの自自立立をを支支援援すするるケケアアのの両両立立  

  
22))    重重点点的的取取りり組組みみ  
①① 法法人人組組織織関関係係  
ⅰ 職員への情報開示をより高め、職員が主体的に各事業所運営にかかわる

運営を継続していきます 
ⅱ 法人の各事業は地域の共有財産であり、地域に信頼され、活用される事

業所運営を行っていきます 
ⅲ 組織の世代交代を進めるため、管理職、役職者への若手、女性の登用を 

積極的に行っていきます 
ⅳ 法人の安定的経営の継続していくために、全ての分野での「生産性向   

上・合理化」を図り改革を継続的に行い、より少ない人数で職員負担を軽
減し、ケア及び運営を行う仕組み作りを行っていきます 

ⅴ  20０９（平成 2１）年度より取り組んでいる「働き方改革」を進め、目
標を達成します 

ⅵ 人材確保とサービス向上のために、法人が持続可能な中で、職員の待遇
改善に取り組んでいきます 

ⅶ  法人にとって「職員が何よりの財産」であり、職員のキャリア形成、研
修の充実に取り組み続けます。具体的には、映像を用いた研修システム
の活用と既存研修の充実、外部の研修への積極参加、資格取得のための
費用や学びの機会の提供などを行い、職員の学びを日常化していきます 
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②②    物物価価高高騰騰とと経経費費のの増増大大にによよるる収収支支のの悪悪化化  
ⅰ  物価高騰により経費が急増しています。光熱費を始めとして食材料費、

リネン関係等全てが増加しており経営を圧迫しています 
ⅱ 今まで以上に各事業所が稼働状況の管理をしっかり行い、ご利用者の利
便性を高めつつ、収入を増やす必要があります 

③③ 事事業業所所関関係係  
ⅰ 開設から７年余り、赤字で苦しんできたケアプランセンター桜井の里・
あかつか、さくらい◇ダイニングは収支目標を定め取り組むことで、事
業収支差額の黒字が見えてきました。 

ⅱ 新設の小規模多機能ホームこいけの家の利用が当初伸び悩みましたが、
利用者が増え、事業収支差額の黒字化しました。 

ⅲ 既存の事業所の大規模修繕や老朽化した設備・機器等の更新を計画的  
に進めます。 

ⅳ 利用の地域ニーズを的確に捉え、事業所の新設や廃止、定員、サービス
内容等を適時見直していきます。 

④④  ケケアア関関係係  
ⅰ 今までの慣習にとらわれず、人員体制をスリム化することとケアの質 

向上を両立すべくケアモデルを確立していきます。 
ⅱご利用者が「日常生活のあらゆる場面で、自分のことを自分で決めて 

いく自立支援」を実践していきます。（自立支援） 
ⅲ 地域の中に事業所が存在することの意味を高め、各事業所が地域の中 

で出来ることを具体的に実践していきます。（地域に意味ある事業所） 
ⅳ ご利用者が納得してサービスを受けること、自らの生活を高めること 

を支援するサービス提供をしていきます。（権利擁護、利用者主体） 
  ⅴ 利用者の生活の質の向上及び職員の負担軽減のために新しい福祉 

機器 、介護ロボット等の導入に積極的に取り組みます 
ⅵ Wi-Fi 環境整備による記録の一元化、インカム活用による職員間の 

情報共有の簡便化と労働負荷軽減等の検証を進めていきます。 
⑤⑤    職職員員のの定定着着化化のの促促進進とと新新規規雇雇用用 
ⅰ 情報の開示、丁寧な説明と納得を図りながら運営を行っていきます 

  ⅱ 個々の職員の意向を定期的に聞いていき、適材適所の配置に心がけ 
ます 

  ⅲ 職場風土向上委員会、生産性向上委員会などの活動を通じて、 
職員の働きやすさを高めていきます 

  ⅳ 法人の情報発信力を高め、学生、求職者に当法人を選んでもらえる 
よう進めていきます 
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⑥⑥  外外国国人人労労働働者者（（在在留留資資格格介介護護、、在在留留資資格格医医療療、、特特定定技技能能、、技技能能実実習習））  
令和７年度年初は、外国人介護福祉士１２名、看護師 1 名、技能実習生３
名、特定技能３名、介護福祉士養成校学生アルバイト５名になります。ひ
とり一人を大切に就労、就学、生活支援を行っていきます。 

ⅰ 養成校を卒業した介護福祉士（在留資格介護）は１期生が就職５年目、５
期生までが卒業就職し各事業所で活躍しています。昨年度から婚姻が５名
（３組）、 子どもさんの誕生などおめでたいことが続いています。私たち
の支援も多様になっています。面接や意見を聞くなど担当者を配置しより
細かな支援を行っていきます。  

ⅱ 介護福祉士養成校６期生、７期生の生活支援、学業支援、当法人の 
アルバイト時の支援等を行います。 

ⅲ 技能実習生で来日し、日本の看護師資格を取得した人が、ようやく 
在留資格医療として出入国管理事務局で認められ、看護師と働くことが出
来ました。看護師として働くことと技術向上の支援を行っていきます 

ⅳ 特定技能５名の就労、介護福祉士取得に向けた学習支援を行っていき 
ます 

  ⅴ 技能実習生３名の生活支援、就労支援を行っていきます。 
⑦⑦  地地域域活活動動  
ⅰみんなの居場所ふらっと 

令和６年度 4 月よりフードバンク、地域食堂、子育て応援スペース、相談
機能などを持つ「みんなの広場ふらっと」の活動を行ってきました。少し
づつ利用の輪が広がってきています。当法人の地域活動の拠点として、住
民ニーズに沿った活動を行っていきます 

ⅱ 災害支援活動 
  令和６年１月１日に発生した能登半島地震被災時要所に１月３日より 
７月まで災害時緊急介護派遣チーム（DCAT）を被災地に派遣しま 
した。その他日本介護支援専門員協会の要請に基づく派遣、２月末 
実情把握及び今後の支援についての意見交換に責任者が被災地支援に 
行ったり、行政との議論に参加しています。 
また、令和７年３月「大船渡市山林火災」の避難所被災者支援を行って 
きました。今後も被災地からの要請に基づき派遣を行うと同時に、研修 
訓練を行っていきます。この活動は、被災地支援のみならず、当法人の 
災害対策強化のためにも行っています。 
 
 
 

－ 13－



ⅲ 消防団活動 
 職員の地域消防団への積極的加入と参加支援制度の継続 
（消防団活動手当等） 
ⅳ 地域の場づくり活動 
「毎日カフェ」「認知症カフェ」などを始めとした「地域の場づくり」 
（全ての事業所）を進めます 
2019（令和元）年度より開始した「子どもカフェ」（西区赤塚地域）を始
めとする地域での場づくりを積極的に進めます 

 
33))  継継続続ししてて行行っってていいるる取取りり組組みみ  
①①  組組織織改改革革及及びび組組織織強強化化  
2017（平成 29）年度に社会福祉法人制度改革が行われました。 
主な内容は以下の通りです。 

ⅰ経営組織のガバナンスの強化 
ⅱ事業運営の透明性の向上 
ⅲ財務規律の強化、地域における公益的な取り組みを実施する責務 
当法人では同年度組織改革を行い、理事会、監事会、評議員会の役割の
明確化を行い、また、業務執行会議、事務局会議の位置づけ、法人内横
断の会議等を整理し、今まで以上に公益性を重視、職員参加型で透明性
の高い法人運営を進めています。 

②②  働働きき方方改改革革、、ケケアアのの質質向向上上、、職職場場環環境境向向上上等等のの取取りり組組みみ  
    当法人では、「職員の働きやすさを進め、ケアの効率化・質の向上を高

める取り組みを継続して行ってきています。 
ⅰ職場風土向上委員会（働き方改革） 
2009（平成 21）年度より取り組んでいる職員代表と管理職で構成する
「職場風土向上委員会」を中心に、職員が自らの職場をよくするために、  
広範な職員の意見をくみ取り活かす活動を行っています。2010（平成 22）
年よりいち早く「計画年次有給休暇制度」を導入し、徐々に増やし現在６
日取得を行っています。 
現在は、働き方改革の具体的なこととして、・年次有給休暇の８０％以上
取得、・残業の減少、・心身を大切にする取り組み・生産性向上と合理化
等を重点に行っています。年次有給休暇や男女共の育児休暇取得、残業を
なくすことが当たり前になる職場風土づくりを進めています。 
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男性の育児休暇取得にも積極的に取り組んでおり、ほぼ全員が取得するよ
うになりました。今後は取得期間を長くできるよう取り組んでいきます。 
休日の増加、勤務時間の多様化にも着手しており、特別養護老人ホームの
介護職員は 1 日 10 時間勤務,週休 3 日制を一部導入し、年間休日日数が
最大で１６５日になります。令和６年度は管理部門の一部にも導入しまし  
た。大きな方向性としての週休３日制拡充を行っていきますが、多様な働
き方を大切にする観点から８時間労働も併存させていきます。 

  ⅱ生産性向上委員会 
   2018（平成 30）年度より生産性向上の取り組みを進めており、現時

点での達成状況と今後の推進について 
  ア 勤怠管理、勤務表作成・申請等の IDカード、クラウド管理による合理

化と見える化 
  イ 会議の削減、オンライン会議の推進 
  ウ ケアのタイムスタディ、職員の歩行距離の計測等から、Wi-Fi 環境の整

備とインカムの導入により肉体的負担の軽減（はな広場、桜井の里、
生きがい広場地蔵堂、分水の里で導入） 

  エ 特別養護老人ホーム桜井の里は全室「眠りスキャン」を導入し、利用
者の眠りや心身の状態把握、職員の労働負担軽減を行っており、その
評価によって他の入居系事業所全体に導入を図っていきます。 

オ 利用者家族との連絡にスマートフォンの活用を中心にしています 
カ Wi-Fi、Bluetooth、タブレットと電子ケース記録システムを活用し記

録の一元化、伝達事項のペーパーレス化等の推進 
キ リネン類の刷新によるリネン交換の簡便化 
ⅲ 研修・キャリアパスの体系整備 
ア キャリアパスの整理と職能等級フレーム表の改定 
イ 研修をより日常的に行えるようにするため、職員一人ひとりに ID、   

パスワードを付与し「動画研修システム」を使い、研修効率の向上 を
図っている 

ウ 定年延長等の就業規則・給与規定等の改正 
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2019（令和元）年度に職員の働きやすさを高めるため、職員区分の整
理、定年の 65 歳延長、男性の育児休暇取得促進及び法律に先駆けて行
ってきました。計画年休の拡充など就業規則改正と給与規程改正、退職
金規程の制定等も同時に改正しました。今後も働き方の変化、さらなる
働きやすさ、満足度が高まるための規則改定を行っていきます 

エ 改善の見える化とその還元 
改善状況の見える化をし、職員に開示を行いさらに進め、そこで得た利
益を職員に還元していきます 
 

４４））  近近年年のの法法人人事事業業展展開開  
桜井の里福祉会は、事業開始から３０年が経過しました。2023（令和

５）年度、小規模多機能ホームこいけの家オープン、分水の里トイレ改修
工事・分水健康福祉プラザ大規模改修を行いました。 
利用ニーズの変化により２０２３（令和５）年度 6 月、デイサービスセ

ンター分水の里もみじの閉鎖を行い、２０２４（令和６）度末にデイサー
ビスやひこの閉鎖を行います。今後も必要なサービスの拡充と、役割を終
えた事業の閉鎖などを行っていきます。 
弥彦村の指定管理者として運営している「認知症グループホームこい

て」が2022（令和 4）年 11 月 8 日 9 時 35 分頃落雷による火災により
建物が焼失してしまいました。その後避難生活を強いられましたが、弥彦
村の多大なご支援、ご利用者ご家族の協力があり2023（令和 5）年 7 月
30 日「新グループホームこいて」が完成し、皆さん引っ越すことがで
き、皆さま元気に生活をされています。 
 2024（令和６）年「みんなの居場所ふらっと」がオープンし、今まで
のフードバンクに加え「地域食堂」「子育て応援スペース」の運用が始ま
り、すこしづつ利用される住民も増えてきました。より一層拡充していき
ます。 

 
                    （文責 理事長 佐々木勝則） 
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４４．．令令和和７７年年度度  桜桜井井のの里里運運営営方方針針  
                              

（（１１）） ははじじめめにに  
令和７年３月３１日をもって平成１７年２月に開設してから約１９年間営業

を続けてきたデイサービスやひこを事業閉鎖させていただくことになりました。
これまで沢山のご支援をいただき、ありがとうございました。桜井の里を取り巻
く状況も年々変化しております。時代の変化に適応しながらも大切にしてきた
法人理念に基づいたご利用者主体の実践は絶対に変えてはいけない根幹の部分
として、働く職員の世代が変わっても継承し、継続していきます。 
新型コロナウイルス感染症が流行してから約５年が経過しました。昨年度よ

り当法人では事業所内で複数の感染者が発生していないことを原則として、お
部屋までの面会とご自宅への外出・外泊を年間通して行わせていただいており
ます。またコロナ禍で途切れてしまっていたお祭りやボランティアの受け入れ
等も形を工夫しながら再開してきました。新型コロナウイルス感染症は現在も
断続的に流行の波がきておりますが、桜井の里福祉会としてずっと大切にして
きたご家族や地域とのつながりを令和７年度は更に深めていきます。 
昨年４月に人口構造や社会経済状況の変化を踏まえた介護報酬改定が実施さ

れました。介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図る為、処遇
の改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた取り組みを推進していかな
ければなりません。桜井の里でも介護ロボットや ICT等の導入をすすめており、
令和７年１月に特別養護老人ホーム桜井の里（ショートステイフロア２０名含
む）と特別養護老人ホーム・絆に合わせて90 台の見守りベッドセンサーを導入
しました。活用を今後も推進していき、ご利用者の生活の質の向上を第一としな
がら、職員の働き方改革も同時にすすめていきます。 
私達は何よりもご利用して下さるご本人の声を大切にしなければならないと

考えています。桜井の里をご利用して下さる全ての人が桜井の里を利用して良
かったと言っていただけるよう、ご本人の声に耳を傾け、その声に対して応えて
いけるよう、ご利用者が主体性をもって参加できる場面を増やしていきます。 
 

（（２２）） ケケアアのの基基本本的的考考ええ方方  
① ご利用者お一人おひとりの声に耳を傾け、その声に応えます。 
② 生活の主体者であるご利用者お一人おひとりの生活リズムに合わせたか

かわりを行います。 
③ ご利用者と共に地域に出て行きます。 
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④ 抱えない介護（ノーリフティング）を日常的に行います。 
⑤ 介護ロボットや ICT機器の活用を推進していきます。 

 

（（３３）） 今今年年度度のの重重点点方方針針  
①① 法法人人理理念念にに基基づづいいたた実実践践をを行行っってていいききまますす。。  

職員一人ひとりが法人理念を再確認し、理念に沿った実践ができるよう
にしていきます。 
 

②② 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの感感染染防防止止にに努努めめつつつつ、、地地域域ととののつつななががりりをを
更更にに深深めめてていいききまますす。。  
新型コロナウイルス感染症の対策を継続しながら、お祭りの開催や地域
活動等を形を工夫しながら更に発展させていきます。 
 

③③ ごご利利用用者者ややごご家家族族のの想想いいをを受受けけ止止めめ、、そそのの想想いいにに応応ええてていいききまますす。。  
サービス向上の為のアンケートの実施や、ご利用者の会、ご本人参加の
サービス担当者会議においてご利用者やご家族の想いを受け止め、その
想いに応えていきます。 
 

④④ ユユニニッットトケケアアのの推推進進をを図図っってていいききまますす。。  
ユニットフロア絆をはじめとし、再度ユニットケアの理念を職員全体が
共有し、理解を深めることと併せて実践をすすめていきます。 
 

⑤⑤ 介介護護ロロボボッットトのの導導入入やや IICCTT化化ををすすすすめめてていいききまますす。。  
介護人材不足の中で、更なるサービスの質の向上を図る為、導入した見
守りベッドセンサーの活用をはじめ、介護ロボットの導入や ICT機器の
導入など、生産性向上委員会と協働し、すすめていきます。 
 

⑥⑥ 桜桜井井のの里里にに来来ててくくだだささるる全全ててのの方方々々をを心心よよりりおお迎迎ええししまますす。。  
職員の表情、言葉、振る舞い、そして環境を暖かみのある場所にし、桜
井の里にお越しいただいた全ての方に感じの良いお出迎えを行うとと
もに、「桜井の里に来て良かった。」と言っていただけるようにします。 
 

⑦⑦ 職職員員一一人人ひひととりりをを大大切切ににしし、、そそれれぞぞれれのの成成長長がが促促進進ででききるるよよううににししまますす。。  
職員の一人ひとりがお互いに相談し合え、良い意味で指摘し合うことが
出来きる、お互いを高めていける風土をつくっていきます。また、新た
に仲間に加わってくれる職員を丁寧に教育し、育てていきます。 
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５５．．職職員員のの基基本本倫倫理理  （（老老人人福福祉祉施施設設倫倫理理綱綱領領よよりり））  
老人福祉施設は、わが国を豊かでやすらぎのある高齢化社会とするために大

きな役割を担っており、そこに働く私たちは、全ての国民から、大きな期待が寄
せられています。この期待に応えるためには、関係法令を遵守するだけにとどま
らず、ご利用者に対しノーマライゼーションと人権尊重の理念に基づき、専門的
サービスを提供する義務があり、社会の信頼に応えるために、公平・公正なサー
ビスの実現に努める必要があります。私たちは、このような自覚と決意をさらに
強固なものとするため、老人福祉施設で働くすべての人々が厳守するべき『老人
福祉施設倫理綱領』をここに定めます。 
 
（１）施設の使命 
老人福祉施設は、地域社会の支持を受けて、高齢者が地域で安心して生活を 
送る事出来る拠点施設となることを使命とします。 
 

（２）公平・公正な施設運営の遵守 
老人福祉施設で働く私たちは、高齢者の生活と人権を擁護するため、自己点検
を強化し、公平・公正な開かれた施設運営に努めます。 
 

（３）利用者の生活の質の向上 
老人福祉施設で働く私たちは、利用者一人ひとりのニーズと意思を尊重し、 
可能性の実現と生活の質の向上に努めます。 
 

（４）従事者の資質・専門性の向上 
 老人福祉施設で働く私たちは、常に誠意をもって質の高いサービスが提供で
きるよう、研修・研究に励み、専門性の向上に努めます。 

 
（５）地域福祉の向上 
 老人福祉施設で働く私たちは、地域社会の一員として自覚を持ち、保健・医療
等関連分野との連携を強化し、地域福祉の向上に努めます。 

 
（６）国際的視野での活動 
 老人福祉施設で働く私たちは、諸外国との交流を促進し、国際的視野にたち、
相互の理解を深め、福祉の推進に資するよう努めます。 
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６６．．令令和和７７年年度度各各部部署署のの重重点点方方針針・・取取りり組組みみ及及びび令令和和６６年年度度取取りり組組みみ評評価価  
  

①①   介介護護老老人人福福祉祉施施設設  ≪≪特特別別養養護護老老人人ホホーームム桜桜井井のの里里≫≫  
長長期期入入居居フフロロアア「「ななででししここ」」「「ひひままわわりり」」  

  
「「ななででししここ」」  
  ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
  ◆楽しみをもって生活が出来るように支援していきます。  
  ◆ご利用者の生活を把握し、チームで支援していきます。 

  
ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
  ・言葉遣いに気をつけ関わっていきます。 
・楽しむ機会をつくり、お一人おひとりが笑って過ごせるように支援します。 

 ・「気づき」を大切に、体調変化などの情報を声を掛け合って共有し、多職種と連
携して支援していきます。 

 ・ご利用者、ご家族が望む生活を実現できるケアプランを作成していきます。 
 

 ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
  ・時間をみつけ、レクリエーションや手作業、会話などの機会を作り、ご利用者

の傍らに居るように努めましたが、ゆっくりと過ごせる時間を作る事ができま
せんでした。 

  ・ご利用者の声や、情報を多職種と連携し共有するように努めました。担当ご利
用者だけではなく、お一人おひとりの情報を踏まえ、より良いケアに繋がるよ
うにチームで関わりました。 

  ・看取りケアとして関わる中で、ご本人の想い、ご家族の想いを汲み取り関わら
せて頂きました。日頃のケアを見つめ直し、多職種と連携して行う事の大切さ
を改めて実感しました。 

  ・今後も実現性のあるケアプランを作成できるように、継続して取り組んでいき
ます。 
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「「ひひままわわりり」」  
 ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
  ◆ ご利用者のお気持ちを尊重した生活を支援します。 

◆ 季節を感じることを大切にします。 
  ◆ 「気づき」を共有し、統一したケアを行います。 
 

ⅱⅱ．．取取りり組組みみ    
・ご利用者に寄り添い、柔らかい言葉掛けを行います。 
・ご家族へ共にパートナーになっていただけるよう働きかけます。 
・ご利用者が安心して楽しく過ごせる環境づくりを行います。 
・ご利用者やご家族の想いを受け止め、その人らしい生活について情報を共有し、
チームで取り組みます。 

・身近に季節を感じられるものとして装飾や食べ物を中心に、時々外出もしなが
ら一緒に楽しめるものを提供します。 

・小さな気づきも声に出し、ご利用者の立場で考えてケアを行います。 
・スライディングボードやフレックスボード等を使用し、ノーリフティングケア
を継続して行います。 

  
ⅲⅲ．．令令和和66年年度度のの取取りり組組みみ評評価価 
・ご利用者の想いに寄り添い、コミュニケーションを大切にしたケアを実践する
ことができました。 

・ご利用者、ご家族の要望をお聞きし、その人らしいケアプランを作成し多職種
で支援することができました。 

・フロアの装飾づくりや野菜づくり、調理等、ご利用者と一緒に行い、季節を感
じていただける取り組みができました。ご利用者の笑顔が増え、来年度はさら
に力を入れて取り組みたいと思っています。 

・小さなことでも意見を出し合い、ケアの内容の見直しや統一したケアを目指し
ました。時間がかかるケースもあるので今後の課題になります。 
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②②  地地域域密密着着型型介介護護老老人人福福祉祉施施設設  ≪≪特特別別養養護護老老人人ホホーームム桜桜井井のの里里・・絆絆≫≫  
長長期期入入居居ユユニニッットトフフロロアア「「花花時時」」「「花花衣衣」」 

 
「「花花時時」」  
 ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
  ◆ユニットケアの考えのもと、ユニットごとの特徴を取り入れた家庭的な雰囲気

を作っていき、ご利用者が自宅のように安心して過ごしていただけるようお手
伝いしていきます。また家族との関係をより蜜にし、協力して生活を支えてい
きます。 

  ♦個別ケアを充実するために、ご利用者の「声」に耳を傾け、職員は「気づき」
を大切にし、お一人おひとりに合った過ごし方、ケアを行っていきます。 

 
 ⅱⅱ．．取取りり組組みみ 

・花時ユニットでのご利用者の生活を見直し、その方の役割や楽しみを一緒に見
つけられるような関わりを大切にしていきます。 

・ご家族と共に支援を行っていけるよう、積極的にＬＩＮＥの活用をしていき、  
面会・外出時などご家族との時間を大切にし、より信頼してもらえる関係を築
いていきます。 

   
   

ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
  ・ご利用者への声のかけ方など職員は意識をして行い、寄り添って丁寧な関わり

を行うことができました。またご利用者の「声」を受け、すぐに対応すること
も実践することができました。 

  ・各担当のご利用者の２４時間シートの見直しを行いましたが、ご利用者お一人
おひとりの生活を職員みんなで見直し、再検討するにはまだまだ不十分でした。
今後も２４時間シートの重要性、必要性を踏まえて取り組みを継続していきま
す。        

  ・各ユニット（花時・花衣）での生活、環境を見つめ直し、職員はユニットケア
について考え、ご利用者への支援、業務改善を図り、実践することができまし
た。 

  ・ＬＩＮＥやメールを活用し、ご利用者の日々の様子をお伝えすることを継続し
つつ、今年度は久しぶりに制限なく、多くのご家族に会うことができました。 
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「「花花衣衣」」 
ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
  ◆ユニットケアの考えのもと、ユニットごとの特徴を取り入れた家庭的な雰囲気

を作り、ご利用者が自宅のように安心して過ごしていただけるようお手伝いし
ていきます。また家族との関係をより蜜にし、協力して生活を支えていきます。 

  ♦個別ケアを充実するために、ご利用者の「声」に耳を傾け、職員は「気づき」
を大切にし、お一人おひとりに合った過ごし方、ケアを行っていきます。 

 
ⅱⅱ．．取取組組みみ  
・花衣ユニットご利用者の個々に目を向け、生活の中でやりがいや楽しみを見つけ、
自分らしく生活ができるよう、ご家族とはより一層情報の共有を密に行い楽しく生活
できるよう一緒に考えていきます。 
・日々の関わりの中で、よりご利用者との時間を大切にし、なにげない会話の中から
「声」を気づきに変え、職員間で共有し支援に繋げていきます。 
 
ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
・ご利用者との対話の中から、その時の気持ちをくみ取り、言葉かけや寄り添い、で
きるだけ気持ちに添えるよう支援することが出来ました。 
・日々の体操や、ご利用者の得意なこと好きなことを理解し、食事の支度、洗濯物た
たみなど個々が役割をもって生活することが出来ていたと思います。24 時間シート
については各担当のご利用者の見直しを行いましたが、再検討までは至っていません
でした。今後は定期的に見直しをお行い活用していきたいと思います。 
・フロア会議の中でユニットケアの考えを繰り返し行い、各ユニットでミーティング
を行うようになり日々の気づきを話し合い、情報共有することで、ご利用者お一人お
ひとりの生活を考えた環境や、安心して過ごせるお手伝いが出来ました。 
・ご家族の面会時は最近の様子をお話しさせていただき、ご相談などをお聞きするこ
とを心掛けました。LINE でも行事等の写真を送らせていただきましたが、生活の中
での一コマ写真なども添付するなど今後はより活用していきます。 
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③③  短短期期入入所所生生活活介介護護事事業業  ≪≪特特別別養養護護老老人人ホホーームム桜桜井井のの里里≫≫  
短短期期入入所所フフロロアア「「ああささががおお」」  
  
ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
  ◆ご利用者中心の関りとケアを行います。  
◆ご利用者・ご家族の要望や想いが実践できるケア・関わりを行います。 
 

ⅱⅱ．．取取りり組組みみ 
・ケアプラン作成時ご本人やご家族の要望を取り入れ実践できるよう努めます。 
・ご利用者の生活習慣や心身の状況に合わせたケアを行います。 
・眠りスキャンを活用したご利用者お一人おひとりに合わせた食事・排泄・就寝 
 等のケアを行います。 
・ご利用者の会「あさがおの会」を月1 回開催し、ご意見・ご要望をお聞きして 

実現します。 
 

ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
・ご利用者・ご家族の要望を反映したケアプランを作成することができました。 
・リハビリにプランについても、ご利用者の住宅環境や生活歴、要望に沿った 
 内容を作成し、継続して行うことができました。 
・月 1 回の「あさがおの会」を開催し意見や要望をお聞きし、ドライブなど外出

を行うことができました。 
・個別の外出支援や要望を実践し、ご利用者の皆様へお話を伺いながら関りを持
つことができました。  
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④④  看看護護  
  

ⅰⅰ．．重重点点目目標標    
 ◆ご利用者の健康維持・増進のため、日々の全身状態に注意し、異常の早期発見

に努めます。 
♦適切な治療が受けられように、ご利用者・ご家族や専門職との連携を図ります。 
♦感染症等の予防に励みます。 
♦満足の得られる生活が送れるように、日頃からご利用者やご家族の希望を伺い
嘱託医との連携を図ります。 

 
ⅱⅱ．．具具体体的的取取りり組組みみ  

・ 週３回（月曜、火曜、水曜）の嘱託医の診療の充実に努めます。 
・ 入居時と年２回（上半期、下半期）の入居者の健康診断を実施します。 
・ 長期入居者と職員希望者にインフルエンザや新型コロナウイルスの予防接

種を実施します。 
・ 嘱託医以外の医療機関との連携にも努めていきます。 
・ 施設内の感染予防に努めます。また、職員に対し感染予防について研修会を

行い啓蒙活動に努めます。 
・ 専門職として研修に参加し、自ら情報収集に努め自己啓発を継続します。 
・ 入居中の治療に際しては、ご家族と嘱託医師との面談の場面を設け、ご利用

者・ご家族の選択を最大限尊重していきます。 
・ 健康管理のため年２回の歯科検診、月１回の体重測定を継続して行います。 

 
ⅲⅲ．．令令和和66年年度度のの取取組組みみのの評評価価  

・ 健康管理のための年２回の入居者の健康診断、歯科検診、月１回の体重測定
を継続的に実施し、必要時には家族と相談し治療に繋いでいきました。 

・ 田村歯科医院や大橋歯科医院と連携し、定期的なブラッシングや往診により
ケアスタッフへの指導も含め口腔ケアに努めました。  

・ 感染症に対しては、職員一人ひとりが感染症予防に努めました。今後も個人
で出来る感染症対策を継続し、環境整備や啓蒙活動を行い感染症対策の徹底
に努めます。  

・ 令和6 年度も施設での看取りを希望されるご家族も多く居られました。嘱託
医とご利用者・ご家族の希望に寄り添い、出来る限り納得の行く終末を迎え
て頂けるように取り組みました。 
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⑤⑤  機機能能訓訓練練  
  
ⅰⅰ．．重重点点目目標標    
 ◆ご利用者にとって充実した生活が送れるように生活場面での環境整備、余暇活

動を通して楽しく生活を送れるように支援いたします。 
♦多職種連携のもと、情報交換を密にしてご利用者・ご家族の意向が反映された
機能訓練を提供いたします。 

♦福祉用具や福祉機器を導入し介護現場と検討しながらその人に合った食事姿勢
やノーリフティングケアを導入いたします。 

♦短期入所ご利用者で個別機能訓練を希望されている方は、ご自宅の環境に合わ
せた機能訓練を提供いたします。 

 
ⅱⅱ．．具具体体的的取取りり組組みみ  

・ 身体機能や動作能力の維持・向上を目的とした個別機能訓練の提供、安全に
生活が送れるようにお一人ずつに合った環境整備、福祉機器、福祉用具を提
供いたします。 

・ 可能な限り散歩や外出、季節ごとの催し物やクラブ活動などの余暇活動の充
実も図ります。 

・ 長期入居・短期入所ご利用者に食事が安楽にできるようにその人に合った姿
勢調整を含めた嚥下評価や、客観的な指標で褥瘡予防としての評価の姿勢調
整も行っています。 
 

ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取組組みみのの評評価価  
・ 新型コロナウイルスの状況に合わせてクラブ活動等の催しものの提供が難

しい時もありました。制限がかかった状況の中でも工夫をして映画上映会や
作品展示会などの活動は行う事が出来ました。 

・ 長期入居・短期入所の各フロア居室にノーリフティングケアを基本とした道
具の整備や介護機器をトイレに整備、職員の負担軽減につながる移乗道具等
を用いて労働生産性の向上に努めて来ました。 

・ 長期入居・短期入所ご利用者で臥床を余儀なくされている方には、SR ソフ
トビジョン評価（体圧分布分布センサー）を利用してノーリフティングケア
の正しい使用に役立てたり、褥瘡予防の評価に努めてきました。 

・ 今年度も技術・ポジショニング等研修を実施し長期臥床の必要な方に褥瘡予
防の為の安楽な姿勢提供を各フロアの協力を仰ぎながら実施しました。 

・ 長期入所・短期入所のご利用者様の嚥下評価、姿勢評価を実施し実際に食べ
られる食形態やトロミの程度など、ご利用者に合わせた食事の提供に努めて
きました。 
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⑥⑥  通通所所介介護護事事業業  ≪≪デデイイササーービビススセセンンタターー桜桜井井のの里里≫≫  
  

「「デデイイササーービビススセセンンタターー桜桜井井のの里里」」  
ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
◆気持ちの良い挨拶と丁寧な対応を心掛け、「来てよかった」「今日も楽しかった」
と思って頂けるような関わりをします。 

 
ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
  ・ご利用者の「できる事」「やってみる」を大切にし、役割や、やりがいを持って

頂ける関りをします。 
 ・安心出来る雰囲気作りが出来るようにご利用者お一人おひとりに寄り添ったケ

アを行います。 
 ・職員同士はお互いに協力し、助け合えるチーム作りを行います。 
 
 
ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
  ・明るい挨拶を心がけました。 
 ・フロアの装飾やたたみ物、雑巾縫いなど役割を持っていただけるように働きか

け、積極的に取り組んでいただけました。 
 ・ご利用者と関わる時間を持てるようにフロア会議などで話合いを行いました。

業務内容を組み立てて関わる時間を増やせるようにしました。関わる時間が以
前より増えた職員とそうでない職員がいました。 

 ・ご利用者に寄り添った関わりや分かりやすい声掛けの工夫を行う事でご利用者
が出来なかった事ができるようになり、またその事を一緒に喜ぶ事ができまし
た。 

 ・ご利用者の「できる事」「やってみる」を大切にし、ご本人がいままでやってき
た得意な事をデイサービスで取り組めるように対応できていましたが、もっと
引き出す事ができたのではないかと思います。 

・ 前年度より声の掛け合いや連携は改善できていましたが、不十分でした。今後
もフォローし合えるチーム作りを継続して行って行きます。 
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⑦⑦  小小規規模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護事事業業所所  《《小小規規模模多多機機能能ホホーームムややひひここのの家家》》  
  

ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
◆弥彦村地域の皆様から「やひこの家があって良かった」との声を多く頂けるよ
うな事業所を目指します。 

◆ご利用者の今までの暮らしが続けられるように、弥彦村地域の皆様や関連機関
と一緒になって支えます。 

 
ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
・地域へ向けての積極的な情報発信を実施していくと共に、多くの方にやひこの
家を知っていただく工夫を行っていきます。 

・ご利用者皆様の暮らしがより活き活きとしたものになるように、地域の方々や
身近にある地域包括支援センター、関連機関と連携や協働し取り組んでいきま
す。 

・以前のように地域の方々と事業所との直接的な交流の機会が持てるようにして
いきます。 

・科学的な根拠を持ってケアの質の向上を図り、ご利用者とご家族からの信頼を
深められるようにします。 

 
 ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度  取取りり組組みみ評評価価  

・地域へ向けての情報発信については運営推進会議などを通して事業所の様子や
情報をお伝えすることができました。 

・ご利用者の方からのご希望や要望をお聞きし取り組むほかに、必要な方には地
域包括支援センターや関連機関と連携・協働で取り組みことができました。 

・昨年度に引き続き、地域の方にも避難訓練に参加していただいています。また、
ご友人や知人の方が事業所に来られ、久しぶりに交流が再開するきっかけにな
っています。 

・ご利用者だけでなく、ご家族ともコミュニケーションを繰り返しとることで、
信頼関係を少しでも深められるように顔の見える関係作りに努めました。 
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⑧⑧    認認知知症症対対応応型型共共同同生生活活介介護護事事業業  《《ググルルーーププホホーームムここいいてて》》 
 
ⅰⅰ．．重重点点方方針針 
◆サービス担当者会議やご利用者の会など、ご利用者の声をお聞きし、その声を大
切にした支援をチームで行います。 

◆理念「もうひとつのわが家づくり」を行動規範として、お一人おひとりが安心で
き、地域の中で楽しく生活が出来る様チームで支援します。 

  
ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
・お一人おひとりと向き合い、専門性のあるケアを実践するため、ケアプランの

内容の検討やサービス担当者会議へのご本人参加による意向の反映を行い、本
人の望む生活を支援していきます。 

・ご利用者がお住まいになっていた地域行事へ参加し、馴染みの関係の再構築を
行います。また地域の方が気軽にこいてに来ていただける取り組みを行います。 

・「もうひとつのわが家づくり」において、地域住民として、ご利用者が主体と
なり、豊かで楽しみのある生活のため、ご家族と共に支援していきます。 

 
ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度  取取りり組組みみ評評価価  

・ご利用者の会や日常の中でご利用者が行きたい、やりたいことをお聞きし、そ
れに基づき外出や馴染みの美容室への外出などを行う事が出来ました。 

・ご自宅まで必要な物を一緒に取りに行ったり、買い物がしたい、出掛けたいと
希望のあった際は、希望にそえる様、一緒に買いに出掛けたり、こいての愛犬
菜々と散歩したりと個別の支援が出来ました。 

・日常生活を送る中で居室環境が移動しにくい状況や障害となる物があった際に
居室環境を整備することにより、ご本人が過ごしやすい環境を作ることができ
ました。 

・こいてが現在の場所に戻り、住居地域である矢作の春祭り、夏の盆踊りなど地
域の行事に参加し、また弥彦燈籠まつりにも初めて参加することができました。 

 弥彦神社菊祭りや分水おいらん道中、弥彦神社初詣など地域の一員として地域
行事にも積極的に参加することができました。 

・うさぎ庵や走出のサロンへ参加することができ、ご利用者の知人にお会いする
ことで会話が弾んでいました。今後も自宅のある地域のサロンや行事にも参加
ができるように働きかけていきます。 

・新型コロナウィルス感染症が流行後、初めてご家族を交えたバーベキューを行
う事ができました。地域の踊りや太鼓のボランティア様にもご参加いただき、
盛大に開催することができました。 
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⑨⑨  居居宅宅介介護護支支援援事事業業所所  《《ケケアアププラランンセセンンタターー桜桜井井のの里里》》 
  

ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
◆私たちは、ご利用者とご家族の気持ちをよくお聴きし、信頼し、一緒に考え、
住み慣れた地域で自分らしく生活を送ることができるように支援します。 

◆私たちは、お一人おひとりが生活していく上で、必要な支援を適切に受けるこ
とができるように、事業所内をはじめ市町村や各事業所・医療機関等との連携
を大切にしていきます。 

 
 
ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
・ ご利用者、ご家族の想いをお聴きし望む生活を確認した上で、その人らしく生
活できるよう地域の様々な社会資源を活かしながら、支援を行っていきます。 

・事例検討会等に積極的に参加し、個々のケースを様々な視点から支援する力や
気づきの力を高めていきます。 

・地域の課題を含むケースを意図的に地域ケア会議へ上げていきます。 
・地域の課題の解決方法をご利用者のニーズに学び、提案していく力をつけられ
るようにします。 

・安心して在宅での療養生活が送れるように、医療と介護の連携を強化します。 
・介護支援専門員としての資質向上を目指し、事業所内での会議や外部研修等に
計画的に参加し自己研鑚に努めます。 

 
 
 

ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度  取取りり組組みみ評評価価  
・ご利用者、ご家族の想いをお聴きし、望む生活が送れるよう、そして住み慣れ
た地域で安心して過ごせるように共に考え、支援を行いました。 

・コロナは５類に移行したとはいえ入院中にご家族でもご利用者本人に会えな
い状況が続いています。医療機関との連携に努め、ご利用者、ご家族が退院を
不安なく迎えることができるようにケアマネジメントを行いました。退院後は
生活に課題が生じていないかを確認するため、訪問するように意識しました。 

・各地域包括支援センターが開催する地域ケア会議に参加し、地域の課題を知り、
その解決に向けてのアプローチ方法を学び、部署内で共有しました。 

  ・他法人や事業所内での事例検討、ケアプラン点検を通し、自らのケアマネジメ
ントを振り返る機会を持ちました。外部研修は主にオンラインで参加し、伝達
研修を行う事で、事業所としてのケアマネジメント力が向上するように努めま
した。 
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⑩⑩  弥弥彦彦村村地地域域包包括括支支援援セセンンタターー  
 

ⅰⅰ．．重重点点方方針針    
◆障がい、児童、困窮、健康づくり分野等と連携し、世帯としての困りごと解決 
 に向けて取り組みます。 
◆高齢者の権利を守るために、高齢者虐待・成年後見制度相談対応に関して、他
機関と連携し円滑に進めていきます。 

◆介護保険の理念である「自立支援」に基づいたサービスやケアマネジメント等
について、住民、行政、関係機関等と視点や考え方を共有していきます。 

◆介護保険事業所との連携をより強化し、地域課題の把握と整理、その解決に取
り組みます。 

 
ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
・・地域住民、関係機関と連携し、地域の総合相談所としての機能を果たしていけ

るよう努めます。そのためにはセンターとして多職種の力を発揮するため、自
己研鑽に努め、チームで業務にあたります。 

  ・地域ケア個別会議、自立支援サポート会議、事例検討会を継続的に開催し、地
域の課題を抽出し課題解決に向けて取り組みます。地域課題解決に向けては、
関係機関と連携していきます。 

・介護保険の理念である自立支援を意識した介護予防ケアマネジメントに取り組
みます。 

・「認知症の人や家族の思いがくみ取られて、住み慣れた地域で活躍しながら明
るく暮らすことができる」よう取り組みます。 

・医療や介護が必要な状態になっても、住民が望む生き方（逝き方）を表明でき、
専門職と共に考え、人生最期まで暮らすことができるよう取り組みます。 
 

ⅲⅲ．．令令和和66年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
◆地域包括支援センターの運営 
・年間の総合相談件数は昨年度と同程度でした。高齢者の生活の困りごとの背景と

して世帯としての課題を抱えている相談ケースが多くあり、役場住民福祉課や障
がい分野と連携し、高齢者の生活困りごと、世帯の課題解決に取り組みました。 

・地域ケア個別会議を開催し、役場住民福祉課、障がい分野、その他、関係機関と
複合的な課題をもつケースの課題の解決に向けた対応策について検討しました。
また、会議を通して関係機関との連携の体制づくりに取り組みました。 

・自立支援サポート会議では、できるだけ健康な生活を長く続けられるよう、個別
ケースの課題解決に向けて多職種で検討し、支援に取り組みました。また、弥彦
村生活支援コーディネーターと協力し、地域での運動ができる身近な通いの場の
支援を行いました。 
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・介護保険の理念である自立支援を意識した介護予防ケアマネジメントに取り組み、
その人が望む生活に向けて適したサービスの提案、支援に取り組みました。 

・役場住民福祉課、健康推進課と連携・協働し、サロン、老人クラブなどでフレイ
ルの予防、消費者被害の防止等に関する啓発活動に取り組みました。 

・高齢者虐待の支援件数が昨年度より増え、会議数も増えました。高齢者虐待は、
ケースに応じて役場住民福祉課、障がい分野など関係機関と都度、地域ケア個別
会議を開催して検討し、連携しながら解決に向け取り組みました。また必要に応
じて弁護士へ相談し、課題の解決に取り組みました。 

・成年後見制度中核機関運営協議会に参加し、周知・啓発、相談機能、利用促進等
について検討するとともに、関係機関との連携体制の構築に取り組みました。ま
た、成年後見制度の利用に向け、ケースの支援を行いました。   

 
◆◆認認知知症症総総合合支支援援事事業業  
・・認知症総合支援検討会において、認知症の人や家族の思いを確認しながら各取

組みをおこなっていくことを確認しました。当事者の声（思い）や情報を誰も
が得やすくなるようにするためのホームページ等の改修はできませんでした。 

・・認知症についての正しい理解の促進や、認知症の人とのかかわりを地域の方々
に知っていただくための認知症サポーター養成講座を中学校1 年生を対象に行
いました。 

・・認知症サポーター養成講座で学んだ地域住民が、より実践力を身につけて認知
症の人や家族のやりたいことに一緒に取り組む「チームオレンジ」の設置に向
けて、事業所と共同でステップアップ講座を開催しました。 

・認知症初期集中支援チームにて個別の支援を行いました。さらに、より機能す
るチーム体制の構築に向けて燕市と協働し活動しました。 

・認知症の人を含む、行方不明リスクのある方の早期発見のための「おでかけ応
援おかえり支援ネットワーク体制」の充実に向けて、周知をおこなうとともに、
行政や警察等の関係者と現状の確認と今後に向けた意見交換を行いました。実
際には 1 ケースの捜索と情報発信について行政と協同しました。 

・家族同士の情報交換やリフレッシュの場になるように、介護者のつどいを毎月
開催しました。 

  
◆◆在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携推推進進事事業業  
・燕・弥彦医療介護連携合同会議にて「住民の方々にとって分かりやすく、記入

しやすい意思決定支援ツールとは」「どのように周知していけばよいか」を医
療・介護従事者と共同して検討し「わたしの気持ち」手帳が完成しました。多
くの方に手に取って頂けるよう燕市・弥彦村の住民福祉課窓口に設置するほか、
地域包括支援センター、介護事業所への設置を推進し、燕市、弥彦村のホーム
ページ、広報誌への掲載を行い、周知しました。 
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・R6 年県央基幹病院の開院に伴い、県央圏域の医療再編に向けて動きだしている
なかで、医療と介護の入退院連携、救急医療の現状の把握のために「病院」「介
護事業所」「県央圏域の在宅医療推進センター」「行政」とともに意見交換を行
いました。 

・「認知症の方への意思決定支援」と「住民への意思決定支援の普及啓発」を促進
するため、認知症総合支援事業と協働し「つばめ・やひこ医療介護・認知症 合
同フォーラム」を開催しました。このイベントを通じて、多くの人々が「意思
決定」について考えるきっかけとなりました。 

  ・専門職への勉強会として「意思決定支援研修 4 回コース」「意思決定支援フォ
ローアップ研修」「スキルアップセミナー」を開催しました。 
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⑪⑪  弥弥彦彦村村短短期期集集中中予予防防ササーービビスス事事業業、、地地域域リリハハビビリリテテーーシショョンン活活動動支支援援事事業業 
  
 短短期期集集中中予予防防ササーービビスス事事業業  通通所所型型ササーービビススＣＣ「「健健幸幸アアッッププ教教室室」」  
  ⅰⅰ．．重重点点方方針針  

◆短期集中予防サービス事業の対象となる人により多く利用して頂けるよう体制
を整えていきます。健幸アップ教室の効果や成果を含め、役場住民福祉課、健
康推進課等関係機関と連携して、周知していきます。 

◆ご利用者の生活の中の課題を改善し、望む生活を送ることができるよう、健幸
アップ教室の内容を見直し、向上に努めます。 

◆教室卒業後は、集いの場や社会参加につながるよう検討し、ご本人の役割発揮
を支援していく体制を整えます。 

  
  ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
  ・「自立支援」「セルフマネジメント」を意識した教室運営に継続的に取り組み、

卒業後のフォローアップの体制を整えていきます。家庭・社会への参加、ご本
人が望む役割発揮の実現に結びつくよう、毎月カンファレンス(自立支援サポ
ート会議)を開催し、多職種で支援していきます。 

・地域のいきいきサロンや老人クラブお楽しみ会等へ参加し、健幸アップ教室体
験会などを通して教室の内容の周知を継続していきます。そして、「介護予防」
「自立支援」について地域住民へ啓発していきます。 

・介護予防支援計画作成者と協働し、医療機関、弥彦村生活支援コーディネータ
ーとの連携を図ります。 

・ご利用者が生活の中の課題を改善し望む生活が送れるよう支援するため、介護
予防ケアマネジメント計画作成者との連携の強化を図ります。情報共有の仕組
みを見直し改善します。 

   
 ⅲⅲ．．令令和和 66年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  

・できるかぎりその人が望む生活ができるよう「自立支援」「セルフマネジメント」
を意識して、生活の中の課題解決に向けて自立支援サポート会議（自立支援・
介護予防のための地域ケア個別会議）で多職種での検討を行いました。健幸ア
ップ教室を通して、参加者の生活の中の課題解決を多職種で協働して、支援に
取り組みました。 

・短期集中予防サービス事業の対象となる人が、健幸アップ教室の参加につなが
るように役場住民福祉課と連携し、老人クラブ、図書館で住民向けに、フレイ
ル予防の啓発と健幸アップ教室の体験会を開催しました。また、役場健康推進
課とも連携し、いきいきサロンでのフレイル予防啓発と合わせ、健幸アップ教
室の周知を行い、3 名の方がご利用につながりました。 

・ご自身で取り組んだことの成果を画像や数値を通して具体的に分かり、実感で
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きるよう促し、ご利用者が修了後も自ら健康状態の維持、向上に取り組むこと
ができるよう支援をしました。 

  
 
 

 短短期期集集中中予予防防ササーービビスス事事業業  訪訪問問型型ササーービビスス CC「「健健幸幸アアッッププ訪訪問問」」  
  ⅰⅰ．．重重点点方方針針  

◆ご利用者の生活の中の課題とその課題の解決のために、自宅を訪問し、自宅で
できる取り組み（方法、道具、環境など）を提案します。  

◆◆健幸アップ教室と連動して、課題解決状況の自宅での確認、解決策の提案、教
室開始前または終了後のフォローアップに活用し、ご本人が望む役割発揮、社
会参加を支援します。 

      
  ⅱⅱ、、取取りり組組みみ  
    ・生活の課題の解決のため、自宅を訪問し、生活動作および道具や環境などを見

立て、ご本人ご家族との合意形成、生活行為の改善のための相談、提案等を実
施します。 

  ・健幸アップ教室の卒業後に継続した関わりが必要な方に対して、期間を決めて
訪問し生活課題の解決や社会参加につながる関わりを行います。 

 
 ⅲⅲ、、令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
  ・ご利用者のご自宅に訪問して、自宅での動き方や運動の仕方、道具の工夫など

をご提案し、実際に一緒に行うことで、生活の中の課題の改善に取り組みまし
た。 

  ・健幸アップ教室のご利用者に対し訪問し、生活の中の課題の解決に向けて、自
宅での生活活動の動き方や道具、環境の工夫など提案しました。健幸アップ教
室での心身の向上が生活の中で活かされるように取り組みました。 

 
 
 
  地地域域リリハハビビリリテテーーシショョンン活活動動支支援援事事業業  

ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
    ◆健幸アップ教室を卒業後された人たちが、できる限り自ら健康な状態を維持、

向上できるように集える場の醸成を支援します。  
  ◆自立支援の視点でフレイルの予防、重度化の予防のための視点や方法について、

介護サービス事業所等への支援を行います。 
 ◆自立支援の視点でリハビリ専門職が見立てを行い、ケアマネジメントの支援を

行います。 
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ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
 ・生活の中の課題について、動作や道具の活用（福祉用具の適応）、環境の調整（住

宅改修制度の利用適応）など見立て、ケアマネジメントを支援します。また、
本人と合意が形成できるよう相談し、支援します。 

 ・活動を知ってもらうために周知を継続して行います。また日常の活動の必要性
について介護保険の理念である「自立支援」をふまえて啓発します。 

 
ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  

  ・健幸アップ教室を卒業された人たちが、有志で開催している運動のできる集い
の場の支援を行いました。運動のできる集いの場の運営や運動プログラムなど
について相談し、よりよくなるよう提案しました。  

 ・地域リハビリテーション活動支援事業について、活用促進に向け目的や内容に
ついて介護保険事業所に説明を行いました。  

 ・ケアマネジャーに同行してご利用者の自宅を訪問し、身体と動作能力、環境等
についてアセスメントを行い、困りごとの改善に向けて、より良い動き方やご
自身での運動の仕方などについて、ご本人とケアマネジャーに提案をしました。 

 ・通所介護事業所で、フレイルの進行予防で大切なことや方法について講話を行
いました。事業所と相談し、要介護者の重度化予防について事業所で取り組め
ることなどについても講話、提案をしました。 
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⑫⑫  厨厨房房・・調調理理部部門門  
  

ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
◆ ご利用者に喜んでいただける安全でおいしい食事作りに努めます。 
◆ おやつ作りや食事作りを通じてご利用者との関わりを深めていきます。 
◆ 日々の衛生管理を徹底し、安全安心な食事作りに努めます。 
◆ 栄養媒体の掲示や栄養成分の表示などご利用者自身が健康への意識を高めら

れるよう情報の提供に努めます。 
◆ 配食サービスでは、さくらい◇ダイニングと連携し、ご利用者に３６５日お弁

当を届けていきます。 
◆ 職員食を通じ、働く職員の福利厚生にも貢献していきます。 

  
ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
・ご利用者の声を聞き、ご利用者お一人おひとりに合った食事をお出しできるよ
うに努めます。 

・見た目も美味しく、食べても美味しく、また桜井の里を利用して食事をしたい、
と思って頂けるような食事作りに努めていきます。 

・家庭的雰囲気を大切に、おやつ作りなどを通してご利用者が季節や旬を感じて
楽しんでいただけるように努めます。 

・各フロア職員や食事環境委員会と連携して、情報交換を行い、食事の充実を目
指します。 

・日常の業務の中でも常に衛生管理について意識を持ち、食中毒予防を念頭に衛
生的な調理作業を行うよう取り組みます。 

・栄養媒体の掲示や栄養成分の表示を行い、ご利用者に栄養の情報をお伝えしま
す。 

・配食サービスではさくらい◇ダイニングと連携しご利用者安否確認等の対応を
丁寧に行っていきます。  

 
ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  

・ご利用者の声を聞き、希望に沿ったものをお出しできるよう努めました。 
・ご利用者の状態に合わせた食事をフロアと連携しながら行うことができまし
た。 

・盛付けには十分心配りを行い、美味しく食べて頂ける食事作りに努めました。 
・季節や旬を感じていただけるようフロアにておやつ作りを行いまいた。 
・おやつ作りを通してご利用者と交流を持ち、ご利用者と時間を共有すること
が出来ました。 

・検食簿や嗜好調査を通じ、召し上がるご利用者、職員から食事に関する情報
を収集し、食事の充実に努めました。 
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・衛生管理の意識を持ち、食中毒を起こさないようお互いに声を掛け合いなが
ら業務に取り組みました。 

・栄養媒体の掲示や献立表に栄養表示を行い、ご利用者へ栄養情報の提供に努 
めました。 

・ 配食サービスではさくらい◇ダイニングとの連携をとりスムーズな運営を
行う事ができました。 

・ご利用者と同じ内容の食事メニューを職員食として提供し、栄養バランスの
とれた食事を食べてもらうことで、働く職員への福利厚生・健康増進に貢献
することができました。 
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⑬⑬  管管理理・・事事務務部部門門  
  

ⅰⅰ．．重重点点方方針針  
◆私たちは、皆様と積極的に関わり、信頼関係が築けるよう心の通ったコミュニ
ケーション作りに努めます。 

◆私たちは、皆様に情報を素早くわかり易くお伝えするよう努めます。 
◆私たちは、皆様が安全で快適に過ごしていただける施設管理に努めます。 
◆私たちは、皆様の送迎等、安全で快適な車の運転に努めます。 
◆私たちは、皆様が安心できる災害及び緊急時の対応に努めます。 
◆私たちは、職員全員が働きやすい職場作りに努めます。 
 

ⅱⅱ．．取取りり組組みみ  
・ご利用者、ご家族、ボランティアの皆様、地域の方々との交流やコミュニケー
ションを大切に、馴染みの関係や信頼関係が築けるように努めます。 

・施設内外での予定や各種提示物等、わかり易い情報の提供に努めます。 
・ご利用者、ご家族、外来者の皆様を笑顔で心からお迎えします。また、職員一
人ひとりが自ら気付き行動し、温かく安心できる環境作りに努めます。 

・定期的な設備点検や施設内外の整理整頓を日々行い、安全安心で快適な生活環
境で過ごしていただけるように努めます。また全ての浴槽で水質検査を実施し、
適切な衛生管理のもとより安全快適な入浴が提供できるようにしていきます。 

・常に意識して交通ルールを遵守し、安全運転を行うことで、ご利用者への配慮
や、ゆとりある安全な運行を実施します。また、送迎車輌の点検管理を行い、
安心して乗車いただけるように努めます。 

・笑顔と優しい言葉を大切に職員の声に丁寧に対応し、より働きやすい職場環境
となるよう努めます。 

 
ⅲⅲ．．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
・ご利用者、ご家族とより良い信頼関係を築くため、コミュニケーションを図る
ように努めました。また、ご利用者や桜井の里に来られた方に気持ちよく過ご
していただけるよう、ロビーの空間作りを意識し季節感を感じて頂けるような
装飾を工夫しました。 

・ご利用者が自ら選択できるよう施設内外の情報を毎日提供しています。また、
朝会の申し送りや朝会用紙を通し、職員同士が情報を共有することで、施設全
体の行事を把握し、ご利用者と積極的に関わることができました。 

・送迎車輛等の始業点検及び終業点検管理を行い、より安心安全な運行を心がけ
事故防止に努めました。又、職員同士の声掛けにより、ご利用者に安心して頂
けるような運転業務を遂行できるように意識しました。 

・非常災害時のための自家発電装置や灯油・生活用水等の場所や使い方の具体的
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な研修を実施しました。 
・感染症拡大防止対策として、面会用にワイヤレスインターホンやパーテーショ
ンを用意しました。また、法人での対応を元に、ご利用される方や来園される
方々に対し、現在の状況や面会の状況等のお知らせを作成し、玄関等に掲示を
行いました。 
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７７．．ケケアアププラランンににつついいてて  
  

セセンンタターー方方式式アアセセススメメンントト・・ラライイフフササポポーートトワワーーククににつついいてて  
 

私たち社会福法人桜井の里福祉会は平成２４年度より「センター方式」のアセス
メントと「ライフサポートワーク」のケアプランの書式を用いて、ご利用者が可能
な限り自宅や住み慣れた地域の中で、暮らし続けていくための支援を行っておりま
す。 
 「センター方式」とは、ご本人と家族を中心として、支援する関係者が共通のシ
ートを使い、情報や意見を共有しながら、「ご本人と家族のより良い暮らし」を一
緒に目指していく方法です。「ライフサポートワーク（地域生活支援）」とはご本人
の課題を克服するための策を練るのではなく、希望を実現するための手段を考え、
必要なことを支援し、みんなで支えていくという支援方法です。 
 日々の生活の関わりの中からご本人の想いを知り、「～したい」という前向きな
思いを引き出します。ご本人と向き合いながら、個別の対応を検討し、より自立
したご本人らしい生活を過ごすことができるように実践を続けます。ご家族や、
地域の人々、多様な専門職がチームとなり、ご本人の想いや願いを叶えるにはど
うすればよいのかを検討します。「ここにきてよかった」と皆様から言って頂ける
ように、支援していきたいと考えます。 
 
＊以降センター方式アセスメント・ライフサポートワークは、ケアプランとして 
記載します＊ 
 
 

  ケケアアププラランンのの立立案案ににつついいてて 
  
  ライフサポートワークの考え方を理解し、担当職員が中心となり、ご本人の生

活に寄り添いながら、施設サービス計画を立案します。 
「その人らしい生活の実現」「ご本人が一番したい事」など、ご本人の「生活」「人
生」といったことを視野に入れ、日常を暮らす一人の生活者として考えます。 
その人が必要としている事（ニーズ）を多面的に捉え、介護、看護、栄養士、相

談員、機能訓練指導員 などの複数の専門職がチームとなり、ケアプランの立案を
します。具体的なサービス内容について、その実施状況を参考に、ご利用者の想い
や情報を分析（アセスメント）、現状のサービス提供で良いかを確認（モニタリン
グ）、関係する様々な職種の職員とご利用者本人に参加して頂き検討（カンファレ
ス）し、望む生活の実現のためのケアプランを作成します。 

  目標・サービス期間は、更新日に合わせ１年間とします。尚、ご利用者の状態
変化などでサービス内容が変わる場合はその都度変更したプランを作成します。 
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実実施施計計画画表表  

計画作成の手順 サービス実施期間 カンファレンス参加者 
①暫定プラン 
②モニタリング  
③アセスメント 
④カンファレンス 
⑤ケアプラン作成 
⑥プラン実施 
⑦モニタリング    

長期入居・短期入所及びデイ
サービスご利用者を対象と
し、サービス期間は１年間と
します。但し、１年未満に介
護認定更新日を迎える場合
は更新日までとします。 
 

ご本人とご家族又代理人 
担当職員 
総括、主任 
フロアリーダー 
看護職員 
生活相談員 
管理栄養士 
機能訓練指導員 
介護支援専門員 

実施方法 
・「センター方式アセスメント」「ライフサポートワーク」の書式を活用して、   
ご利用者お一人おひとりの生活と想いを知ります。 

・ご利用者及び入居者の生活と想いを尊重し、お一人おひとりのニーズを把握し 
ご本人の生活を第一に考え、その人の生活がより豊かになる様に計画を立て実 
施します。 

・ケアプランの目標は、ご利用者及びご家族の想いや実現したい生活を第一に  
考えます。 

・デイサービスとショートステイのご利用者については、居宅支援事業所と連携 
を図り事前訪問やケースによって利用されているサービス機関からも情報を得
て、現在の状態を把握したプランを作成します。 

・サービス内容について毎日実施できたかどうかを確認します。 
・作成したケアプランは、ご本人やご家族又は代理人に説明し同意を得ます。 
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８８．．桜桜井井のの里里ににおおけけるる「「看看取取りり支支援援」」とと「「介介護護職職員員にによよるる喀喀痰痰吸吸引引等等」」  
「「職職員員健健康康診診断断のの取取りり扱扱いい」」ににつついいてて    

  
診診療療体体制制  ～～  嘱嘱託託医医師師及及びび協協力力病病院院ににつついいてて  
【【嘱嘱託託医医師師】】  

      ＊＊週週３３回回診診察察  
診察日 時  間 名        前 電話番号 

月曜日 １３：３０～ 湧 井 医 院 
湧 井  智  医師 

０２５６－ 
 ９３－２２２０ 

火曜日 １３：0０～ たけうち内科クリニック   
竹 内   亮   医師 

０２５６－ 
６３－６９１２ 

水曜日 １３：3０～ 
( 医 務 室 管 理 者 ) 
はすいけ整形外科 
 蓮 池 尚 文 医師 

０２５６－ 
４７－６６８８ 

  
【【協協力力医医療療機機関関】】  

病   院   名 電話番号 
新 潟 県 立 吉 田 病 院  ０２５６－９２－５１１１ 
田 村 歯 科 医 院 ０２５６－９４－２５６１ 
 

①① 桜桜井井のの里里ににおおけけるる看看取取りりのの支支援援ににつついいてて  
   施設で最期まで生活されることをご利用者とご家族が望まれ、医師が施設での

対応が可能と判断し、施設長が了解した場合に看取りの支援を行います。 
ご利用者が最期までその人らしい生活ができるように、出来る限りの援助を行
います。ご利用者が尊厳を持つ一人の人として安らかな最期を迎えることがで
きるように支援します。 

・ 施設では医師が常時配置されていないこと、医師とは協力医療機関・近隣の医
療機関とも連携し必要に応じ対応する可能性があること、夜間は看護職員がオ
ンコール体制であること等の施設での医療体制のご理解をいただきます。 

・ 看取りケアに対するご家族の同意をいただき、その介護方針に沿って介護を行
います。 

・ 病状の変化等に伴う緊急時の対応については看護職員が医師と連絡を取り判 
断します。夜間においては夜勤職員が『夜間における連絡・対応体制の確保に
関する取り決め』に基づき看護職員と連絡を取って終末期対応を行ないます。 

・ 施設はご家族と２４時間の連絡体制を確保します。  
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【【桜桜井井のの里里のの看看取取りりのの体体制制ににつついいてて】】  
ⅰⅰ．．自自己己決決定定とと尊尊厳厳をを守守るる看看取取りり介介護護  
・ ご本人またはご家族に対し意思確認を行います。 
・ 看取りの支援にあたり医師との情報共有による看取りの支援の協力体制を築き、

ご本人またはご家族に対し必要時に意志確認を行います。 
・ 看取りの支援にあたり、ご本人とご家族に対し、嘱託医から十分な説明を行い、

ご本人とご家族の同意を得ます。（インフォームドコンセント） 
・ 看取りの支援においてはその支援に携わる多職種が協働し、看取りの支援に関

する計画書を作成し、定期的にご本人・ご家族への説明を行い、同意を得て適切
に実施いたします。尚、必要に応じて適宜、計画内容を見直し、変更いたしま
す。 

 
ⅱⅱ．．医医師師･･看看護護職職員員体体制制  
・ 看取りの支援にあたり、医師との情報共有による看取りの支援の協力体制を築

いています。 
・ 看護職員は医師の指示を受けフロア担当看護師のもとで、ご利用者の疼痛緩和

等安らかな状態を保つように状態把握に努め、ご利用者・ご家族の状況を受け
止めます。また、日々の状態等について適宜、ご家族に説明を行い、その不安を
受け止め対応します。 

・ 医師による看取り支援の開始指示を受けて、カンファレンスを行い多職種によ
る看取り支援の計画書を作成しご家族から了承を得て実施、見直しを継続しま
す。  

  
ⅲⅲ．．看看取取りり支支援援のの施施設設環環境境  
・ 尊厳ある安らかな最期を迎えるために、個室または静養室の環境整備に努めそ

の人らしい人生を全うするための施設整備の確保を図ります。 
・ 施設での看取りに関して、ご家族の面会、付き添い等を多くするよう努めま 
  す。個室または静養室の提供を積極的に行ない、ご本人とご家族の有意義な時

間を過ごしていいただきます。 
 

ⅳⅳ．．看看取取りりにに関関すするる職職員員教教育育  
特別養護老人ホーム桜井の里における看取り支援の目的を明確にし、死生観教
育と理解の確立を図ります。 
・ 看取り支援の理念と理解 
・ 死生観教育 死へのアプローチ 
・ 看取り期に起こりうる機能的･精神的変化への対応 
・ 夜間･急変時の対応 
・ 看取りの支援実施にあたりチームケアの充実 
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・ ご家族への援助法、グリーフケア 
・ 看取りの支援についての検討会 

 
  ②② 桜桜井井のの里里介介護護職職員員等等ににおおけけるるごご利利用用者者ののたたんん吸吸引引等等のの実実施施ににつついいてて 
 【【介介護護職職員員等等にによよるる喀喀痰痰吸吸引引等等のの実実施施ににつついいてて】】   
   平成２４年４月１日から、「社会福祉及び介護福祉士法」の一部改定により、介

護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療と看護との連携に
より安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為
を実施できることになります。 
＊上記、制度改定を受けて桜井の里では介護職員等によるご利用者のたんの吸引

等の研修を実施します。＊ 
 

ⅰⅰ．．対対象象ととななるる範範囲囲ににつついいてて   
・ 今回の制度で対象となる範囲は、たんの吸引（口腔内、鼻腔内）と経管栄

養（胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養）の一部となります。 
 

ⅱⅱ．．桜桜井井のの里里のの取取りり組組みみ 
・ 桜井の里では入居されているご利用者にかかわる介護職員は平成２４年

１月から２月に開催した桜井の里福祉会内の研修を受講（平成２４年２月
現在入居フロアの介護職員）し安全を確保した中で行なっています。 

・ 平成２７年度より桜井の里福祉会では、喀痰吸引等の研修を行う機関とな
り、職員の研修参加を随時行い喀痰吸引等の行為を実施できる職員を増や
していきます。 

ⅲⅲ．．たたんんのの吸吸引引にに頼頼ららなないい安安楽楽なな排排痰痰にに向向けけててのの取取組組 
・ 令和７年度も桜井の里に勤務する看護職員及び機能訓練指導員（言語聴覚

士・理学療法士・作業療法士）の指導のもとで、吸引器に頼らない安楽な
自力での排痰やポジショニングの研修会を開催し、介護職員等は受講して
技術向上に努めます。 
 

③③  職職員員健健康康診診断断のの取取りり扱扱いい  
・ 就業規則第５9 条により下記の通り職員健康診断を取り扱います。 
・ 職員の健康診断は、夜勤を伴う職員にあっては 6 ヶ月以内に 1 回、宿直者

は希望により実施、その他の職員は毎年 1 回以上行うものとし、健診結果
は施設長が管理します。 

・ 禁忌者以外の希望者に対しインフルエンザワクチンやコロナウイルスワク
チンの予防接種を行っています。 

・ 厨房職員は毎月 1 回以上、直接調理する職員については 3 ヶ月に１回の検
便を実施します。 
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・ 健康診断の結果は産業医と相談し、必要な場合にはその健康状態に応じ、そ
の就業を制限又は停止することがあります。また、場合により業務の転換、
労働時間の変更など職員の健康保持に必要の措置を講じることがあります。 

・ メンタルヘルスについては、ライフサポートマネジメント研究所に委託
し、メンタルヘルスチェックを行い、必要な職員には受診を勧めていきます。 
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９９．．  食食事事ににつついいてて  
  

ⅰⅰ．．献献立立作作成成ににつついいてて  
・ 食事はクックチル方式にて提供します。（クックチル方式とは外部業者 

に食事作りを委託し、厨房で盛り付け作業のみ行う方法です。） 
・ ご利用者の声を聞きながら、喜んでいただける食事を第一に考えます。 
・ 行事等季節ごとに旬の食事を楽しんでいただけるよう取り組みます。 
・ 定期的におやつ作りを実施し地元で採れた旬の食材を使用し、飽きのこな

い郷土色豊かなおやつを作ります。 
  
ⅱⅱ．．食食事事のの提提供供方方法法ににつついいてて  

・ 朝食は８時、昼食は１２時、夕食は１８時を目処に食事の準備をいたしま
すが、ご本人の要望に沿うように配慮いたします。 

・ 週１回、昼食またはおやつで選択食を実施します。 
ご利用者に目で見て、その場で選んでいただきます。 
（副菜・小付け、おやつのいずれかを日替わりで行います。） 

・ 家庭的雰囲気を大切にし、おいしく食事のできる環境を整えます。 
・ フロアに出向き、ご利用者と一緒に食事作りや、おやつ作りを継続的に行

なっていきます。 
・ 食事・環境整備委員会を開催し、嗜好調査や各フロアでの食事の問題点等

を話し合い、改善します。 
・ ご利用者の体調に合わせて、食事内容をフロア職員と相談しながらお出し

していきます。 
  
ⅲⅲ．．行行事事食食及及びびレレククリリエエーーシショョンンににつついいてて  

・ 年間を通じて行事食を実施します。 
行事食予定 

４月 春御膳 12 月 忘年会御膳 
５月 端午の節句御膳 １月 お正月御膳 
７月 七夕御膳 ２月 節分会御膳 
９月 敬老会お祝い御膳 ３月 ひな祭り御膳 

 
・ 旬の食材を用い、ご利用者と一緒におやつなどを作り、季節感を感じなが

ら召し上がっていただきます。 
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７月の土用の丑の日はうな丼を 
お出ししました。 

元旦のおせち盛り合わせ 

冬限定メニューのふき寄せ鍋です。 

おお食食事事紹紹介介  
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１１００．．各各事事業業のの年年間間計計画画 
※※新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの発発生生状状況況にによよりり随随時時、、検検討討いいたたししまますす。。  
①①  生生活活支支援援課課  

 合同行事 なでしこ ひまわり ショートステイ 
あさがお ユニットフロア・絆 

４月  お花見 お花見 お花見 お花見 
５月  牡丹園外出 牡丹園外出 牡丹園外出 牡丹園外出 
６月  運動会 運動会 運動会 運動会 

７月  
七夕飾り  

弥彦灯篭祭・ 
花火見学 

七夕飾り 
弥彦灯篭祭・ 

花火見学 

七夕飾り 
弥彦灯篭祭・ 
花火見学 

七夕飾り 
弥彦灯篭祭・ 
花火見学 

８月  盆供養・墓参り 
花火 

盆供養・墓参り 
花火 花火 盆供養・墓参り 

花火 

９月 
敬老会   

秋祭り  
敬老会 敬老会 敬老会 敬老会 

１０月  展示用作品作り 展示用作品作り 展示用作品作り 展示用作品作り 

１１月 作品展示会 菊祭り外出 
紅葉外出 

菊祭り外出 
紅葉外出 

菊祭り外出 
紅葉外出 

菊祭り外出 
紅葉外出 

１２月 忘年会 忘年会 忘年会 忘年会 忘年会 

１月  新年会 
まゆ玉飾り 

新年会 
まゆ玉飾り 

新年会 
まゆ玉飾り 

新年会 
まゆ玉飾り 

２月  豆まき（節分） 豆まき（節分） 豆まき（節分） 豆まき（節分） 
３月  ひな祭り ひな祭り ひな祭り ひな祭り 

月 
（随時） 

 

喫茶 
（月2 回） 

 
外出(自宅、地域、
買い物等)、ドライ
ブ 
調理活動（フロア
で食事やおやつを
調理する） 
なでしこの会 
誕生日会 
（月1 回） 
 
 

 
外出(自宅、地域、
買い物等)、ドラ
イブ 
調理活動（フロア
で食事やおやつ
を調理する） 
いちごの会 
誕生日会 
（月1 回） 
 
 

外出(地域・外食・ 
買い物等)、ドライブ 
調理活動（フロア
で食事やおやつを
調理する） 
あさがおの会 
（月1 回） 
 
 
 

 
外出(自宅、地域、
買い物等)、ドライ
ブ 
調理活動（フロア
で食事やおやつを
調理する） 
お好み献立 
（月2 回） 
誕生日会 
よろづの会 
（月1 回） 
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年年  間間  業業  務務  計計  画画  
  

月 健康管理 設備・安全管理 事務・管理 

４月 
入居者健康診断（胸部レン
トゲン・心電図・採血・採

尿・血圧・体重等） 
ノーマルタイヤ交換 新年度準備 

５月 夜勤・宿直従事者 
健康診断  法人監事会 

６月 食中毒予防啓発 床定期清掃 
（業者委託）  

７月  特殊浴槽点検  

８月  水質検査  

９月  
消防設備点検 
床定期清掃 

（業者委託） 
 

１０月 入居者健康診断 
（採血・採尿・血圧等）  法人監事会 

１１月 インフルエンザワクチン接種・ 
感染症予防啓発・職員健康診断 スタッドレスタイヤ交換  

 

１２月   年末調整 

１月    

２月  消防設備点検  

３月  
グリストラップ清掃 

床定期清掃 
（業者委託） 

新年度予算編成 
年度末事務処理 

毎月 
（随時） 

体重測定・歯科検診 
医療ガス点検・入居時健康診断 
新型コロナウイルスワクチン接種 

 
介護保険請求事務 

利用料請求 
月次発注・外部研修等手配 
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②②  在在宅宅支支援援課課  

 合同行事 デイサービスセンター 

桜井の里 
小規模多機能ホーム 

やひこの家 

４月  
バスハイク 

又は調理活動 お花見 

５月  バスハイク 

又は調理活動 
お茶会 

６月  運動会 
調理活動 運動会 

７月  
七夕会（七夕飾り） 

バスハイク 

又は調理活動 

七夕 
お茶会 

８月    
バスハイク 

又は調理活動 夏祭り 

９月 秋祭り 敬老会 
調理活動 

敬老会 
お茶会 

１０月  バスハイク 

又は調理活動 
 

１１月 作品展示会 バスハイク 

又は調理活動 
お茶会 

１２月  忘年会 
調理活動 忘年会 

１月  新年会 調理活動 
まゆ玉飾り 

新年会 
お茶会 

２月  豆まき（節分） 
調理活動 豆まき（節分） 

３月  調理活動 
ひな祭り 
お茶会 

毎月 
（随時） 

 

喫茶 
移動販売 

（週１回） 

お出かけ定期便 

(買い物・食事・ 

バスハイク等) 

地域の行事、 
催しに随時参加 
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③③  ググルルーーププホホーームムここいいてて  

 桜井の里と 
合同行事 グループホームこいて 

４月  お花見会 おいらん道中 

５月  矢作春祭り 外出ツアー 

６月  こいて運動会 

７月  七夕会（七夕飾り） 

８月 盆供養  矢作夏祭り 

９月 敬老会 
秋祭り こいて敬老会 

１０月  こいて納涼祭（利用者と家族の会交流会） 

１１月 作品展示会 外出（紅葉狩り・菊祭り） 

１２月 忘年会 こいてクリスマス忘年会 
年越し料理の準備 

１月  
お正月 

（まゆ玉飾り） 
（七草） 

２月  節分・バレンタイン 

３月  雛祭り 
お彼岸おはぎ作り 

毎月 
（随時） 

 
 

誕生日会  
買い物、ドライブ 

こいて茶屋         
（5 月、6月、7月、9月、11 月、1 月、3 月） 

 
  

※   燕燕市市弥弥彦彦村村ググルルーーププホホーームム交交流流会会（（年年 11回回）） 
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ボランティア 余暇活動・クラブ活動

４月

５月 草取り
やひこ保育園壁面装飾

６月

７月 草取り

８月 ひかり保育園壁面装飾

９月 秋祭り
草取り

１０月

１１月 ボランティアの集い

１２月 二松保育園壁面装飾

１月

２月

３月

毎日 配食ボランティア

毎週 喫茶ボランティア
たたみ物ボランティア

　しています。
※尚、書道、季節の花を楽しむ会、映画上映会は感染予防対応をしながら実施

④④ボボラランンテティィアア、、余余暇暇・・ククララブブ活活動動

＜余暇活動＞
◎三味線歌の会　講師　深海藤吉先生
　木曜日：10～11時　絆フロア
　　　　　14～15時　デイサービスやひこ
　金曜日：10～11時　特養各フロア
　　　　　　　　　　　やひこの家

◎映画上映会
　毎月1回不定期　1３時30分～
　　　　　　　　　　　　特養機能訓練室

＜クラブ活動＞
◎書道クラブ　講師　細谷賢司先生
◎季節の花を楽しむ会　講師　鈴木テル先生

※感染症の発生状況により、受け入れについては随時検討し対応しています。
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【通年】

他法人との事例検討会

新潟県介護支援専門員協会主催研修会

燕・　西蒲原地区介護支援専門員協会研修会

弥彦村地域包括支援センター主催研修会
（地域ケア会議含む）

分水地区地域包括支援センター主催研修会
（地域ケア会議含む）

岩室地域包括支援センター主催研修会
（地域ケア会議含む）

各行政主催の研修会

事例検討会
コミュニケーションスキル研修

ケアプラン点検
自己点検（自己評価）
メンタルヘルス研修

部署会議

ケアプラン点検
災害に係るBCP研修②訓練②

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

事例検討会
認知症及び認知症ケアに関する研修
衛生管理研修

ケアプラン点検
自己点検（自己評価）
プライバシー保護の取り組みに関する研修
交通安全研修

事例検討会
感染症に係るBCP研修②・訓練②
ハラスメント防止に係る研修
身体拘束を行わないケア/高齢者虐待防止研修②

ケアプラン点検
感染症及び食中毒の予防まん延防止研修②

事例検討会

随時

２月

３月

毎週

⑤⑤ケケアアププラランンセセンンタターー桜桜井井のの里里
／

４月

５月

６月

部署内研修

事例検討会
倫理及び法令遵守に関する研修
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止研修①

ケアプラン点検
身体拘束の排除のための取り組みに関する研修①
高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修
①

事例検討会
非常災害時の対応に関する研修

外部研修

１月

ケアプラン点検
感染症に係るBCP研修①・訓練①
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／ 随時参加の会議等

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

時期未定
・地域ケア個別会議
・虐待防止支援個別ケア会議
・事例検討会
・訪問法律相談

・自立支援サポート会議

・自立支援サポート会議

・おでかけ応援おかえり支援ネットワー
ク事業会議
・自立支援サポート会議

・弥彦村キャラバンメイト連絡会議
・自立支援サポート会議

⑥⑥弥弥彦彦村村地地域域包包括括支支援援セセンンタターー関関係係年年間間予予定定表表

・弥彦村地域包括ケア推進会議
・弥彦村認知症総合支援検討会
・弥彦村在宅医療・介護連携推進事業検討会
・県央基幹病院と行政との懇談会
・地域看護検討会
・転ばぬ先の医療推進会議
・地域のふれあいサポートやひこ（生活支援
体制整備事業協議体）
・弥彦村認知症初期集中支援チーム員会議
・民生児童委員協議会定例会
・生活困窮者自立支援事業調整会議
・桜井の里運営推進会議
・グループホームこいて運営推進会議
・小規模多機能ホームやひこの家運営推進会
議
・デイサービスセンターきらめき運営推進会
議
・桜井の里入居判定会議
・弥彦村健康相談、いきいきサロン
・弥彦村老人クラブ連合会ゲートボール大
会、スポーツ大会、スカットボール大会
・三島病院認知症疾患医療センター連絡会議
・県央地区認知症疾患医療センター地域連携
会議
・障がい分野との情報交換会
・成年後見制度中核機関運営協議会

・自立支援サポート会議

包括主催の会議・研修等

・自立支援サポート会議（介護予防自立
支援のための地域ケア個別会議）

・自立支援サポート会議

・自立支援サポート会議

・自立支援サポート会議

・自立支援サポート会議

・自立支援サポート会議

・自立支援サポート会議

－ 55－



１１１１．．桜桜井井のの里里のの地地域域活活動動ににつついいてて  
 
①① 基基本本的的なな考考ええ方方  

◆法人の基本的考え方である「社会福祉法人として、地域の共有財産である
ことを使命とし、地域住民、ご利用者、ご家族の利益を第一とします」を、
具体的な取り組みをもって地域との交流や地域の方々に必要とされる活動
をします。 
 

②② 具具体体的的なな取取りり組組みみ  
・ 「二松保育園」「ひかり保育園」「弥彦保育園」の園児との繋がりを継続

し、できる取り組みを行います。 
・ 「桜井の里納涼祭」を「桜井の里秋祭り」に名称を変更し、新型コロナ

ウイルス流行後数年ぶりに桜井の里入居者、ご利用者、ご家族、地域の
方との交流を行えるお祭りを実施することができました。「こいて祭り」
も含め、今後より一層皆様に還元できる行事を実施していきます。 

・ 地域のボランティアの方々と配食サービスの配達を継続し、地域の見守
り支援を行います。 

・ 運営推進会議の際に地域のニーズについて、桜井の里ができる地域貢献
を具体的に考えます。運営推進会議の開催につきましても、対面での開
催を基本とし、新型コロナウイルスの感染状況に応じてリモート型、書
面での開催と致します。 

・ 災害時には地域の福祉避難所として、行政、地域と連携し地域の方々の
支援を行います。 

・ グループホームこいて「こいて茶屋」、小規模多機能ホームやひこの家「や
ひこの家茶会」を開催します。感染症対策を講じながら、事業所のご利
用者のみならず他フロアご利用者、地域の方に来ていただけるよう実施
します。またご利用者に役割を持って取り組む機会、交流の場とします。 

・ ご利用者の送迎やご自宅への訪問時など、地域の方々のさりげない見守
りやサポートを行います。 

・ 職場として職員の地域消防団への参加支援を継続し、地域貢献を行いま
す。 

・ 令和３年８月より開始した「フードバンク燕・弥彦」の活動を継続し、
食の支援が必要な方へ還元していきます。 
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１１２２．．非非常常災災害害対対策策ににつついいてて 

 
①① 非非常常災災害害対対策策ににつついいててのの考考ええ方方 

災害時のＢＣＰ（事業継続計画）を基に、災害発生時は職員が冷静沈着に行動
できるように日々の訓練を行い、ご利用者が安心して生活できるように職員が一
丸となって対応します。 
 

  【【災災害害時時行行動動ママニニュュアアルル】】 
・ 火災が発生した場合、初期消火と同時にご利用者の安全確保を図り、非常口

より迅速に避難していただき、各消防機関及び緊急連絡網により速やかに応
援要請を行います。 

・ 地震災害時、弥彦村が震度５以上の情報があった場合、職員は自発的に施設
へ来て､災害の対応とご利用者の安全の確保を義務付けます。 

・ 落雷災害時、近隣職員が施設内状況を確認して連絡が取れる職員から順次連
絡し、施設へ来るようにします。 

・ 水害・土砂崩れ・弥彦山噴火時、電話連絡等で職員が情報収集し施設に来ら
れる職員は自発的に施設へ来るようにします。 

・ 雪災害時、一晩で１ｍの積雪が見込まれる場合、宿直員から職員へ連絡を取
り、施設内の非常口の確保及び、緊急時の車両等、通路確保を行うため職員
は施設へ来て除雪作業をします。 
 

【【災災害害非非常常時時のの備備蓄蓄等等ににつついいてて】】 
・ 非常食については７日分を備蓄します。 

主食：米及びアルファ化米、副食（おかず）：レトルト食品、缶詰等、 
その他：チョコレート等、栄養補助食品、経管栄養剤等 
必要な物があれば、随時発注していきます。 

・ 飲料水（１２㎥）については受水槽〈給湯用〉にて確保します。 
・ 生活用水（１５㎥）については源泉水槽にて確保します。 
・ プロパンガスセットについてはガス会社より確保します。 
・ 発電機２台、ポータブル電源１台を確保します。 
・ ガソリン等については隣接のガソリンスタンドより確保します。 

   （公用車の燃料は半分以下にならないようにします。） 
・ 軽油（４９０ℓ）については屋外少量タンク（非常用電源燃料）にて確保しま

す。 
・ 灯油（４０００ℓ）については地下タンク（給湯用ボイラー燃料）にて確保し

ます。 
・ その他、飲用水タンク・雑用水タンク・シート・緊急工具等の消耗品を施設

内及び備蓄倉庫で確保します。 
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②② 消消防防計計画画及及びび避避難難訓訓練練 
・ 職員の防災基礎知識・防災器具等の取り扱いについて防災教育を行い、常に

防災意識を高め日々努力し、ご利用者が安全に生活できるように努めます。 
・ 職員による緊急連絡網・非常口での安全な避難方法の習得・火災水害発生時

の総合避難訓練等を実施して、施設内の防災に努めます。 
・ 避難訓練実施時、地域の方々に参加していただき、主に見守り等をご協力し

ていただけるように努めます。 
・ 防災教育として、自家発電装置等の設置場所及び使い方、備蓄品等の研修を

行い、非常災害時に迅速な対応ができるよう努めます。 
 
③③ 緊緊急急連連絡絡体体制制 

・ 発見者から緊急連絡を受けた職員は内容を正確に把握した後、迅速に次の職
員へ連絡して行動します。また自動通報の緊急連絡網に地域住民の方々にも
加入して頂き、協力体制を整え行動します。 

・ 緊急時携帯電話一斉メール配信体制により、職員が迅速に対応できるように
しています。 

 
④④ 火火災災報報知知機機及及びびススププリリンンククララーー設設備備 

・ ３ヶ月ごとに自主点検を行い、設備の機能保持に努め万全を図っていきます。 
・ その他、日常において施設内の非常口・通路等の自主点検を行い、ご利用者

の避難確保に努め、万全を図っていきます。 
 

⑤⑤ 令令和和６６年年度度  防防災災委委員員会会  取取りり組組みみ評評価価  
・ 制度上義務付けられている訓練（シミュレーション含む）を計画通り実施い

たしました。 
・ 携帯電話一斉メール配信と緊急連絡網による通報訓練を通じてメール配信方

法の習得と共に、災害時・緊急時・行方不明者発生時の対応を職員一人ひと
りが迅速に行えるよう学ぶ機会を設けました。 

・ 業務継続計画（BCP）に基づいた訓練・研修を水害・土砂災害避難訓練と併
せて行いました。 

・ 令和６年能登半島地震を機に備蓄品の整備及び拡充を行いました。 
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⑥⑥   令令和和７７年年度度  桜桜井井のの里里  防防災災訓訓練練計計画画案案  
  

実実施施月月  想想定定  ねねららいい  内内容容  参参加加者者  

  
４４月月  

業務継続計画
（BCP）に係る 
研修 

防災教育   4 月の運営会議時に業務継続計画
（BCP）に基づき、全従業員に対
して施設長より各フロア・部署へ
周知伝達を図る。 

 
職員対象  

６６月月  

なし 防災教育 
 

防災基礎知識・防災器具等の取扱
説明 

職員対象 

桜井の里にて地震
による火災発生 

総合避難訓練 昼間想定避難訓練（特養・デイサ
ービスセンター桜井の里）、消火・
通報訓練 

入居者、 
ご利用者、 
職員対象 

小規模多機能ホー
ムやひこの家にて
火災発生 

総合避難訓練 昼間想定避難訓練（小規模多機能ホ
ームやひこの家）消火・通報訓練 

ご利用者、 
職員対象 

グループホームこ
いてにて火災発生 

総合避難訓練 夜間想定避難訓練（グループホー
ムこいて）、消火・通報訓練 

入居者、   
職員対象  

７７月月  

昼間 正確且つ迅速な
通報伝達訓練 

携帯電話一斉メール配信と緊急連
絡網による通報訓練 

地域住民の方々 
職員対象 

業 務 継 続 計 画
（BCP）に基づい
た訓練（実地・シミ
ュレーション）河川
が氾濫。麓地区周囲
に水害発生 

総合避難訓練 昼間想定避難訓練（特養・デイサ
ービス桜井の里、小規模多機能ホ
ームやひこの家）、メール配信訓練 

地域住民の方々 
入居者、 
ご利用者、 
職員対象 

８８月月  

桜井の里にて火災
発生 

総合避難訓練 夜間想定避難訓練（特養） 
消火・通報訓練 

入居者、ご利用
者、職員対象 

なし 車椅子昇降訓練 非常口の安全な避難方法の習得 職員対象 

９９月月  

日中 行方不明者の
捜索 

グループホームこいてのご利用者
の捜索訓練 
 

入居者、   
職員対象 

小規模多機能ホー
ムやひこの家にて
火災発生 

【【検検証証】】  
総合避難訓練 

昼間想定避難訓練（小規模多機能
ホームやひこの家）《消防署立会》
消火・通報訓練 

地域住民の方々 
ご利用者、 
職員対象 
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１１００月月  

桜井の里にて火災
発生 

【【検検証証】】  
総合避難訓練 

夜間想定避難訓練（特養） 
《消防署立会》 
消火・通報訓練 

地域住民の方々 
入居者、ご利用
者、職員対象 

日中 行方不明者の
捜索 

桜井の里のご利用者の捜索訓練 
携帯電話一斉メール配信訓練 

入居者、ご利用
者、職員対象 

グループホームこ
いてにて火災発生 

【【検検証証】】  
総合避難訓練 

夜間想定避難訓練（グループホー
ムこいて）《消防署立会》 
消火・通報訓練 

地域住民の方々 
入居者、   
職員対象 

1122 月月  

夜間 
 
 

正確且つ迅速
な通報伝達訓
練 

携帯電話一斉メール配信と緊急連
絡網による通報訓練 
 

地域住民方々 
職員対象 
 

業 務 継 続 計 画
（BCP）に基づい
た訓練（実地・シミ
ュレーション）河川
が氾濫。麓地区周囲
に水害発生 

総合避難訓練 夜間想定避難訓練（特養・小規模
多機能ホームやひこの家）、メール
配信訓練 

入居者、  
ご利用者 
職員対象 

小規模多機能ホー
ムやひこの家にて
火災発生 

総合避難訓練 夜間想定避難訓練（小規模多機能
ホームやひこの家）消火・通報訓
練 

ご利用者、 
職員対象 

11月月  
業 務 継 続 計 画
（BCP）に係る 
研修 

防災教育 業務継続計画（BCP）に基づき、
全従業員に対してフロア・部署会
議内で周知・伝達を図る。 

職員対象 

22月月  

グループホームこ
いてにて地震によ
る火災発生 

総合避難訓練 昼間想定避難訓練（グループホー
ムこいて）消火・通報訓練 

入居者、   
職員対象 

３３月月  なし 車椅子昇降訓練 非常口の安全な避難方法の習得 職員対象 
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11３３．．弥弥彦彦村村地地域域包包括括支支援援セセンンタターー  弥弥彦彦村村受受託託事事業業内内容容        
  

ⅰⅰ．．地地域域包包括括支支援援セセンンタターーのの運運営営  
◆総合相談支援業務 
弥彦村の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していく
ことができるようにするため、ご本人ご家族とともに問題を整理し、必要があ
れば適切なサービスや支援機関をご紹介します。 

・総合相談 
・多職種協働による包括的なネットワーク構築 
・地域の実態把握 
 
◆権利擁護業務 
権利侵害を受けている、または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が、地 
域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、権利侵害の予防や対応 
を行います。 

・高齢者の虐待防止および相談 
・消費者被害の防止および対応 
・成年後見制度等の相談支援 
 
◆包括的・継続的ケアマネジメント 
 個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護
支援専門員が実践することができるように地域の基盤を整えるとともに個々
の介護支援専門員のサポートを行います。 

・ケアマネジャーへの個別支援 
・地域ケア会議の実施 
 
◆介護予防ケアマネジメント 

   介護予防事業対象者等の方が、心身の状況に応じて自立した生活を送ることが 
できるようケアマネジメントを行います。 
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ⅱⅱ．．認認知知症症施施策策総総合合支支援援事事業業  
◆認知症地域支援・ケア向上体制の整備 
認知症地域支援推進員を配置し、地域における支援体制の構築と認知症ケアの
構築を図ります。 

・専門性を活かした個別相談支援 
・認知症の人及び家族に対する支援と支援ネットワークの構築 
・認知症の人が安心して外出できる地域づくり 
・地域包括ケア会議への参加 
 
◆認知症初期集中支援の推進 
・弥彦村や燕市等と連携し、認知症初期集中支援チームの効果的な運営、活動体 

制整備に取り組みます。 
・認知症の人やその家族に対して早期にチームが関わり、早期診断、早期支援に 

向けた体制の構築を目指します。 
・チームの支援活動、運営課題については、事業評価を踏まえて明らかにし、 
 よりよい運営や活動に向けて取り組みを推進します。 
 
◆認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 
 チームオレンジコーディネーターを配置し、認知症の人やその家族の支援ニー
ズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み（以下「チームオレンジ」
という）を地域ごとに整備し、認知症施策推進大綱に掲げる「共生」の地域づ
くりを推進します。今年度はチームオレンジの立ち上げに向けて活動します。 

 
◆医療・介護、生活支援等の支援ネットワークの構築 
・認知症サポート医等の連携及び燕市医師会との協働 
・多職種連携研修会・事例検討会の開催 
・生活支援コーディネーターとの連携 
・認知症ケアパスの活用と普及 
 
◆認知症への理解を深めるための普及・啓発 
・認知症サポーター養成講座の共同開催 
・認知症に関する講演やセミナーの開催 
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ⅲⅲ．．在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携推推進進事事業業  
◆地域の医療・介護資源の把握 
・地域の医療機関・介護事業者等の住所、機能等について収集した情報をリスト

又はマップとして作成します 
・把握した情報は、情報を活用する対象者の類型ごとに提供する内容を検討しま

す 
 

◆在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 
 地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、地域の医療・介護連携の
現状の把握と課題の抽出、対応策の検討を行います。また、効果的事業実施に
向けて、事業評価や改善策についても検討します。 

 
◆切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 
 地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体
的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画立案し、実施
します。 

 
◆医療・介護関係者の情報共有の支援 
 情報共有の手順等を含めた情報共有ツールを検討し、地域の医療・介護関係者
間の情報共有の支援を行います。 

 
◆在宅医療・介護連携に関する相談支援 
・在宅医療・介護連携の支援窓口の設置・運営により、地域医療・介護関係者等

からの在宅医療・介護サービスに関する相談の受付、情報提供を行います。 
・医療機関から在宅への円滑な移行が困難なケース等、必要に応じて医療・介護 
 の関係者に対しての連携の調整支援を行います。 
 
◆地域住民の普及啓発 
・在宅医療・介護等に関する講座や講演会、フォーラム等を開催します。 
・パンフレット、チラシの作成や配布、ホームページ等を活用し、地域住民の在

宅医療・介護連携の理解を促進します。 
 
◆在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 
 弥彦村福祉課と協働し、同一の二次医療圏域内にある市町村や隣接する市町村
と連携して、広域連携が必要な事項について協議します。 

 
 
 

－ 63－



ⅳⅳ．．指指定定介介護護予予防防支支援援事事業業  
    介護保険における要支援 1・2 に該当する高齢者が介護予防サービス等の適切な 
  利用等を行うことができるよう指定介護予防支援を行います。 
  
ⅴⅴ．．介介護護予予防防・・日日常常生生活活支支援援総総合合事事業業  
◆介護予防ケアマネジメント 
（再掲） 
 

◆短期集中予防サービス 訪問型サービス C 
 リハビリ専門職が居宅を訪問し、生活機能及び自宅内、自宅周辺の環境の評価を 
行います。そこで自立を阻害する要因を見定め、運動機能向上の指導、生活行為 
の方法や手順の変更などの提案、環境調整等の相談や助言を行います。サービス 
を利用することで生活機能が改善され、ご本人が望む役割の獲得や家庭・社会へ 
の参加に結びつくよう支援します。また、プログラムは３～６か月の期間で行い 
ます。効果的な取り組みができる場合には、通所型サービス Cと組み合わせて実 
施します。 
 

◆通所型・訪問型サービス C（短期集中予防サービス） 
リハビリ専門職が居宅を訪問し、生活機能及び自宅内、自宅周辺の環境の評価を 
行います。そこで自立を阻害する要因を見定め、週1 回通所により運動機能向 
上・栄養改善・口腔機能向上等のプログラム、ADL や IADL の動作練習等を実 
施します。ご本人が自身の生活機能低下等について自覚を持ち、通所の時だけで 
なく日常生活の活動性を高め、またセルフケアを身につけサービス終了後も介護 
予防の取り組みを継続できるよう働きかけます。 
サービスを利用することで生活機能が改善され、ご本人が望む役割の獲得や家 
庭・社会への参加に結びつくよう支援します。また、プログラムは３～６か月の 
期間で行います。 

 
ⅵⅵ．．一一般般介介護護予予防防事事業業  

  ◆地域リハビリテーション活動支援事業 
  リハビリ専門職が、通所系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議、サービ 
  ス担当者会議、住民主体の通いの場等の介護予防の取り組みを総合的に支援し 

ます。 
・地域団体等への介護予防に関する技術的な助言 
・介護職員等への介護予防に関する技術的な助言 
・地域ケア会議やサービス担当者会議への出席、同行訪問等によるケアマネジメ 

ント支援 
 

－ 64－



TEL　０２５６（９４）３９３９　FAX　０２５６（９４）２５５２
URL : https://www.sakurai-fukushi.or.jp

〒959-0318　新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓３０３６番地

社会福祉法人　桜井の里福祉会
桜井の里福祉会

令和７年度

地域生活支援施設桜井の里・あかつか
運営ケア計画

小規模多機能ホーム桜井の里・あかつかの家

ケアプランセンター桜井の里・あかつか

〒950-2261　新潟県新潟市西区赤塚2759番地

TEL　０２５（２６４）３５５５　FAX　０２５（２６４）３４４４



 
 

１１．．地地域域生生活活支支援援施施設設  桜桜井井のの里里・・ああかかつつかか  運運営営方方針針  

（（１１））ははじじめめにに  
 地域生活支援施設桜井の里・あかつかは、平成２９年に開設し７年が経過しま
した。ご利用者やご家族の皆様、地域の皆様のご理解とご支援のもと、職員一同
皆様と共に歩みを進めてこられたと思っております。大変ありがとうございまし
た。 

昨年度はきりんカフェやセーフティースタッフの活動の他、桜井の里・あかつ
か夏祭り等の各行事を通じて地域の方々との交流を深めることができました。特
に近隣の保育園、小学校、中学校との交流を多く持つことができ、事業所の置か
れている地域性を活かした活動ができたと思っております。 

新型コロナウイルスをはじめ、各感染症の感染状況を見極めながらの運営は続
いておりますが、地域の一員としての積極的な活動と交流を前に進め、皆様との
関係を大切にしながら、地域から頼って頂ける存在を目指していきたいと考えて
います。加えて ご利用いただいているご利用者やご家族の皆様に対しては、ご
本人とご家族の想いを大切にし、その想いを実現するためのパートナーとして一
緒に考え、関わらせていただきたいと思います。 
 今年度も、地域の様々なニーズに応えながら、高齢者の方だけではなく、地域
にお住いの全ての方から、事業所がこの地域にあって良かったと言っていただけ
るような場所を目指していきます。 
  

（（２２））地地域域生生活活支支援援施施設設桜桜井井のの里里・・ああかかつつかかのの行行動動指指針針 

『『地地域域でで暮暮ららすす人人のの想想いいをを大大切切ににしし、、そそのの想想いいをを実実現現すするるたためめのの  

パパーートトナナーーととししてて共共にに暮暮ららししまますす』』  
 

 （（３３））基基本本方方針針 

① 私たちは、地域の一員として生活し、地域ニーズに対して一緒に考えながら
地域の中にあって良かったと言っていただける場所を目指します。 

 
② 私たちは、地域で暮らす人の想いを大切にし、その想いに応えるための 
  かかわりを実践していきます。 
 
③ 私たちは、笑顔で気持ちの良い挨拶を心がけ、地域の方をはじめとして、 

関わる全ての方に信頼していただけるお付き合いをしていきます。 
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２２．．重重点点方方針針とと具具体体的的取取りり組組みみ  

＜＜小小規規模模多多機機能能ホホーームム桜桜井井のの里里・・ああかかつつかかのの家家＞＞  
ⅰⅰ．重重点点方方針針 

◆  私たちは桜井の里・あかつかの家を利用される方やご家族の想いをお聞きし、
ご利用者が主体となって住み慣れた地域で今までと同じような生活、ご希望
する生活を送ることができるように一緒に取り組んでいきます。 

◆  私たちは地域の一員として活動し、高齢者だけでなく、地域住民すべての方
との関係を大切にしながら、「あかつかの家があって良かった。」「あかつか
の家に来て良かった。」と言っていただけるような事業所を目指します。 

◆  私たちは生活の主体者がご利用者であることをしっかりと認識し、ご利用者
の暮らしを尊重しながら、暮らしのパートナーとしてかかわっていきます。 

◆  私たちは職員一人ひとりの成長を促進し、ご利用者の皆様への安心・安全な
生活支援に繋げます。 

 
ⅱⅱ．具具体体的的取取りり組組みみ  

①  よりご利用者が主体となった事業所運営ができるよう、ご利用者の会をはじ
め、カンファレンス・ミーティングの開催内容を深めていきます。 

②  ご利用者・ご家族が必要としている生活支援が住み慣れた地域で行えるよう、
社会資源の抽出を進め、ライフサポートプランによって具現化していきます。 

③  近隣にある小学校・中学校や認定こども園、地域の方との交流を深め、お互い
に頼れる、顔の見える関係を築いていきます。 

④  地域の方が事業所に足を運ぶ機会を増やし、地域の方々へ事業所の理解が広
がるように努めます。 

⑤  職員同士が円滑に指摘し合える環境作りを進め、適切なケアの実行と事業所
におけるリスクマネジメントの深化を行っていきます。 

 
 ⅲⅲ．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  

①  ご利用者の会の定期開催を継続すると共に、日常的なミーティングやカンファ
レンスの開催が定着してきたことで、ご利用者の細かな状態変化や想いの共有
を図ることができました。 

②  ミーティングやカンファレンスにて、ご利用者の地域での暮らしに視点を置き、
それぞれの地域での社会資源の抽出ができました。社会資源の捉え方について、
職員間で共有できていない面もありました。 

③  赤塚小学校の下校時の見守り活動をご利用者と継続的に行いました。夏祭りや
敬老会等の行事を通じて、小学校以外にも近隣の保育園や中学校との交流を深
めることもできました。 

④  通い・訪問・宿泊、各サービスを柔軟に利用していただき、その中で日々変化
するご利用者の状態・状況に合わせた支援を行いました。職員間の情報共有を
図り、状況をご家族とも共有することで、望まれている思いを基にした柔軟な
対応ができました。 
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＜＜ケケアアププラランンセセンンタターー桜桜井井のの里里・・ああかかつつかか＞＞  
ⅰⅰ．重重点点方方針針 

◆  私たちは、ご利用者とご家族の気持ちをよくお聞きし、一緒に考え、寄り添い、
信頼を得ながら、住み慣れた地域で自分らしく生活を送ることができるよう
に関わります。 

◆  私たちは、ご利用者が生活していく上で、必要な支援を適切に受けることがで
きるように、新潟市や燕市・弥彦村・地域包括支援センター・各事業所・医療
機関・地域住民の方々との連携を図ります。 

◆  私たちは、地域の一員として、そこで暮らす方々との関係を大切にしながら、
地域の課題について一緒に取り組みます。 

 
 ⅱⅱ．具具体体的的取取りり組組みみ  

①  ご利用者、ご家族の想いや望む生活をよくお聞きし、その人らしく住み慣れ
た地域で生活できるように、生活の継続性の視点を持ち、地域の様々な社会
資源を活かしながら関わります。 

②  研修会や事例検討会等へ積極的に参加し、介護支援専門員としての資質向上
を図ることで、お一人おひとりのニーズに応じて適切な支援を行います。日
頃から関係機関や地域の社会資源、専門職団体等の情報収集や関係づくりを
行います。 

③  児童や高齢者の方々が気軽に立ち寄れる居場所づくりを行います。また、住
民の皆様のニーズを把握し、地域課題について関係機関の方々と一緒に取り
組みます。 
 

 ⅲⅲ．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  
①  ご本人やご家族の想いや意向をよくお聞きし、その人らしく住み慣れた地域

で生活できるように、関係機関等と連携を図りながら、ケアマネジメントを
行いました。 

②  ご本人、ご家族と一緒に、体調不良時・入院時・救急時の対応や、今後のケ
ア方針について話し合い、ご本人の意向を尊重する支援ができるように、情
報の共有を行いました。 

③  各種研修会や事例検討会に参加し、資質向上や、他事業所の介護支援専門員・
専門職との関係性の強化を図りました。また、地域ケア会議等に参加し、地
域課題の抽出と取り組みについて話し合いました。 

④  部署内で事例検討会やケアプラン点検を行い、自立支援に向けた一連のケア
マネジメントのあり方について、振り返りや情報共有を行い、日々の業務に
活かせるよう研鑽しました。 

⑤  事業所空きスペースを活用し、住民の皆様と「地域の茶の間」の運営・拠点
づくりを進めることで、支え合い・助け合う「地域包括ケアシステム」の実
践に取り組みました。 
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３３．．小小規規模模多多機機能能ホホーームム桜桜井井のの里里・・ああかかつつかかのの家家のの基基本本ととななるる機機能能  
（１） 通通いい 

① 固定した時間にとらわれるのではなく、ご本人の状態や、ご家族の状況に 
に合わせてサービスの提供時間や方法を柔軟に変化させながら、在宅生活 
が継続できるようにご利用者、ご家族と共に取り組んでいきます。 

② 登録定員２９名の限られた方と丁寧にかかわることで、スタッフはご利用者 
の変化に早めに気づくことができ、ご家族とのコミュニケーションも密に 
図ることができます。生活を総合的に支えます。 

③ ご利用者の自宅での暮らしとご家族の状況、地域社会とのかかわりを把握 
した上で、適切なサービス提供を通じて、そのかかわりの継続・構築・ 
修復にむけてご利用者・ご家族と一緒に取り組んでいきます。 
 

（２） 宿宿泊泊 
① 馴染みの関係が作られ、通いの延長線上で利用することができます。通い 

からそのまま連続的につながった機能として活用していただけます。 
② 通いと同じ、馴染みの場所、馴染みのスタッフが関わらせていただきます。 

 
（３） 訪訪問問 

① 自宅で過ごしている時間でも、同じスタッフが訪問します。 
② ご利用者だけではなく、ご家族とのかかわりも大切にし、その日の状況に即 

応したサービスを提供します。 
 
（４）健健康康管管理理・・診診療療体体制制 
 【【小小規規模模多多機機能能ホホーームム桜桜井井のの里里・・ああかかつつかかのの家家協協力力医医療療機機関関】】  

真田内科医院 
真田 雅好医師 

新潟市西区赤塚稲場５０１０－１ 
０２５－２３９－００７０ 

たかだ歯科医院 
  高田 真仁医師 

新潟市西区赤塚４３９０番地 
   ０２５－２６４－３９１１ 

 
（５）食食事事ににつついいてて 
  ・家庭と同じように、食材の準備から調理、盛付けや食器洗いなどご利用者と 

職員が一緒に行います。 
  ・季節が感じられるように旬の物を取り入れた、季節にふさわしい食事づくり 

をしていきます。 
  ・ご利用者の好みや体の状態に合わせた食事を提供していきます。 
  ・近隣農家から野菜や米などを購入し、地産地消の取り組みをしていきます。 
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（６）運運営営推推進進会会議議  
  ・地域密着型サービスにおいて義務づけられている運営推進会議を設置し、提供 

しているサービスの内容を明らかにし、地域に開かれたサービスにするために 
２ヶ月毎に開催します。 
出席者：ご利用者代表者・ご家族代表者・地域住民の代表者・小規模多機能型居 

宅介護事業所について知見を有する者・地域包括支援センター職員・ 
新潟市担当者・管理者等の小規模多機能ホーム桜井の里・あかつかの 
家職員 

  今年度開催予定月：５月・７月・９月・１１月・１月・３月 
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４４．．地地域域生生活活支支援援施施設設  桜桜井井のの里里・・ああかかつつかか年年間間計計画画  

 小規模多機能ホーム 
桜井の里・あかつかの家 

ケアプランセンター桜井の里・あかつか 

外部研修 部署内研修 

４月 お花見  コンプライアンス
研修 

５月  新潟県介護支援専門員
協議会研修 感染症対策 

６月 運動会 
赤塚圏域事例検討会 
新潟市居宅介護支援事
業者連絡協議会研修 

災害時研修 

７月 夏祭り 赤塚包括地域ケア会議 専門職研修 

８月  三法人事例検討会 専門職研修 

９月 敬老会 新潟県介護支援専門員
協議会研修 

プライバシー保護
研修 

１０月  赤塚圏域事例検討会 防災教育 

１１月 紅葉・菊祭り 三法人事例検討会 感染症の発生及び
食中毒予防研修 

１２月 忘年会（周年祭） 新潟県介護支援専門員
協議会研修 専門職研修 

１月 新年会 
赤塚圏域学習会 
新潟市居宅介護支援事
業者連絡協議会研修 

救急法研修 
防災教育 

２月 豆まき（節分） 三法人事例検討会 赤
塚包括地域ケア会議 

高齢者虐待防止研
修、コミュニケー
ションスキル研修 

３月  新潟県介護支援専門員
協議会研修 ストレス対策研修 

毎月 
（随時） 

地域の行事、 
催しに随時参加  

事例検討会、もし
くはケアプラン点
検を実施 
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５５．．地地域域活活動動ににつついいてて  
【基本的な考え方】 

・地域生活支援施設桜井の里・あかつかは地域、ご近所の方々と日頃からのお付 
き合いを大切にしていきます。 

・法人の理念〝施設は地域の共有の財産″であることを具体的な実践をもって 
地域との交流や地域の方々にとって必要とされる活動をします。 

・地域生活支援施設桜井の里・あかつかが地域の方々にとって身近な場所となる 
ように、お越しいただき易い環境と空間にします。 

 
ⅰⅰ．重重点点目目標標  

①  地域密着型の施設として、地域の方が気軽に訪れることができる環境をつくり
ます。 

②  施設の機能と地域性を活用し、子供から高齢者までの多世代間の人が地域の中
で交流のできる場を提供します。 

③  地域住民に対して施設の専門性を活かした活動を行い、頼られる存在を目指し
ます。 

④  運営推進会議にて赤塚地区の地域ニーズについて協議し、地域生活支援施設桜
井の里・あかつかとしてできる地域貢献を実行していきます。 

 
ⅱⅱ．具具体体的的取取りり組組みみ 

①  赤塚地区の自治会に継続加入し、地域の活動に参加します。 
②  夏祭り等、地域性を活かした行事の企画・開催をし、幅広い世代との交流が深

まるようにしていきます。 
③  運営推進会議や地域の会合等を用いて施設で行う行事やイベントの案内をし、

地域住民の方が気軽に参加できるような情報発信に努めます。 
④  赤塚小学校の下校時の見守り活動をご利用者と一緒に行っていきます。 
⑤  地域の方のニーズに応えられるよう、集会等の場所の提供や、子供から高齢者

まで多世代の方が集える場としての活用等、地域ニーズの掘り起こしをすすめ
ていきます。 

 
ⅲⅲ．令令和和６６年年度度のの取取りり組組みみ評評価価  

①  赤塚地区の自治会に継続的に加入しています。 
②  地域生活支援施設桜井の里・あかつか夏祭りには多くの地域住民や関係者の皆

様にお越しいただくことができました。 
③  地域の回覧板にて「あかつかきりんカフェ」の案内や、行事、ボランティア募

集の情報発信を行いました。 
④  赤塚小学校の下校時の見守り活動を一年間継続して行いましたが、ご利用者と

一緒に出る機会が少なかったです。 
⑤  「地域の茶の間」で開催している「あかつかきりんカフェ」は、開始後６年が

経過しました。大学生や地域のボランティアの方々、住民の皆様と共に、児童
や高齢者の方々が気軽に立ち寄れる「居場所づくり」を継続して行いました。 
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 ６６．．非非常常災災害害対対策策  

（１）基基本本的的なな考考ええ方方  
災害発生時、職員が冷静沈着に行動できるように心構えを持ち、日々の訓練を 
行い、ご利用者が安心して生活できるように職員が一丸となって努力します。 
 

（２）災災害害時時行行動動ママニニュュアアルル  
各災害に関して管理者が不在の際には当日勤務職員が状況判断し、避難等を行 
います。またその判断に関しては管理者がすべて責任を負うものとします。避難 
誘導が必要と見込まれる際には、出来る限り日中避難することを周知します。 
①  火災が発生した場合、初期消火と同時にご利用者の安全確保を図り、非常口よ

り迅速に避難して頂きます。各消防機関及び緊急連絡網を使用して、速やかに
応援要請をかけます。 

②  地震災害時、近隣区域が震度５弱以上の場合は、各々の判断で施設へ集合する
ことを義務づけます。 

③  落雷災害時、近隣職員が園内状況を確認して、連絡が取れる職員から順次連絡
を入れて施設へ来るようにします。 

④  自然災害時（風水害等）は、避難準備情報の発令により施設マニュアルに沿っ
て行動を開始します。施設に来れる職員は、自発的に施設へ来るようにします。 

⑤  雪災害時、積雪が一晩に 1m になったら夜勤職員から職員へ連絡を入れ、施設
内の非常口の確保及び、緊急時の車両等、通路確保を行なうため職員は施設へ
来て作業をします。 

 
（３）消消防防計計画画及及びび避避難難訓訓練練 

① 職員の防災基礎知識・防災器具等の取り扱いについて、防災教育を行い、常 
に防災意識を高め、日々努力し、ご利用者が安全に生活できるように努めま 
す。 

② 職員による緊急連絡網・非常口の安全な避難方法の習得・火災発生時の総合 
避難訓練等を実施して、施設内の防災に努めます。 

③ 避難訓練時には、地域の方々から参加して頂けるように相互連携を図ってい 
きます。 

④ 地域的に想定される、自然災害（地震、風害、水害）に対する行動マニュア 
ルを整備し、各災害に応じて避難訓練を実践し、防災意識と行動を身に付け 
ていきます。 

 
（４）緊緊急急連連絡絡体体制制 

① 発見者から連絡網で受けた職員は、内容を正確に把握した後、迅速に次の職員
へ連絡して行動します。また、自動通報の緊急連絡網に地域住民の方々にも加
入して頂き、協力体制を整え行動します。 

② 緊急メール配信体制をとり、職員が迅速に対応できる体制をとっています。 
（５）火火災災報報知知機機及及びびススププリリンンククララーー設設備備 

① 自主点検を行い設備の機能保持に努め、万全を図っていきます。 
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② 日常的に施設内の設備、非常口・通路等の自主点検を行い、ご利用者の避 
難確保に努め、万全を図っていきます。 

 
（６）非非常常災災害害時時のの備備蓄蓄ににつついいてて 
  ① 非常食については、随時備蓄していきます。 
  ② ガソリンは半分になったら給油を義務付け、日頃から備えます。 

③ 非常発電の軽油については、常に満タンとします。 
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（７）令令和和７７度度地地域域生生活活支支援援施施設設桜桜井井のの里里・・ああかかつつかか防防災災訓訓練練計計画画 
実施月 想定災害 ねらい 内 容 対象者 

４月  防災教育 災害時連絡表の見直し・作成 
新採用職員の防災設備研修 全職員 

５月 緊急連絡 非常連絡体制の
確立 緊急連絡網による模擬訓練 職員 

６月 災害想定 災害時について 
研修 

災害時の手順、マニュアル確認 
担架等による搬送訓練 職員 

７月 夜間想定 
火災 

総合避難訓練 
消火訓練 

夜間火災発生時にとるべき標準
動作の習得 
消火器の使い方 

ご利用者 
職員 

８月 行方不明者 
捜索訓練 

行方不明者 
の捜索 

日中帯の捜索時での、行動・伝
達・保護訓練 職員 

９月 地震発生 
震度５以上 総合避難訓練 

地震発生時にとるべき標準動作
の習得 
備蓄品の運搬確保 

職員 

１０月 夜間想定 
火災 火災時通報訓練 発見から通報・連絡等の初動動

作口頭訓練、シミュレーション 職員 

１１月 夜間想定 
火災 

総合避難訓練 
（消防署検証） 

消火訓練 

夜間火災発生時にとるべき標準
動作の習得 
消防署による検証 
消火器の使い方 

ご利用者 
職員 

１２月 行方不明者 
捜索訓練 

行方不明者 
の捜索 

夜間帯の捜索時での、行動・伝
達・保護訓練 職員 

１月 救急救命 救急救命に 
ついて研修 

救急法の習得訓練 
AED 使用訓練 職員 

２月 風水害想定 風水害時 
の避難訓練 

事業所地域で想定される風水害
発生時にとるべき標準動作の習
得 

職員 

３月 昼間想定 
出火 火災時通報訓練 昼間火災発生時にとるべき標準

動作の習得 職員 
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７７．．リリススククママネネジジメメンントトににつついいてて  
 地域生活支援施設桜井の里・あかつかのサービス利用時やご来園時にお気づきの点やご要
望、ご不満など施設への貴重なご意見を随時お受けしております。また、施設内掲示を行い
皆様のお声にお応えしていくよう努力してまいります。 

その方法として、ご意見や苦情を下記のいずれかの方法でお申し立ていただけます。 
①  施設内にあるご意見箱、アンケート用紙 
②  サービス利用時に職員に伝えます。 
③  苦情受付担当者に伝えます。 
④  第三者委員に伝えます。 
⑤  行政、新潟県国民健康保険連合会介護サービス相談室 
⑥  新潟県サービス運営適正委員会に申し立てる事ができます。 
ご意見や苦情をいただきましたら、受付者はご意見・苦情受付簿に記入します。報告がなさ
れた後、施設からの説明や改善への話し合いが必要になった場合には誠意を持って対応させ
ていただきます。また、苦情の解決にあたって第三者委員の立会いを求めることもできます。 

  

（（１１））苦苦情情受受付付担担当当者者ととそそのの連連絡絡先先  
 

施設名 
 

 
電話番号 

 
職名 

 
氏名 

地域生活支援施設 
桜井の里・あかつか 
苦情受付総括責任者 

 
０２５－２６４－３５５５ 

小規模多機能ホーム 
桜井の里・あかつかの家 

管理者 

 
青田 陽平 

小規模多機能ホーム 
桜井の里・あかつかの家 

苦情受付責任者 

 
０２５－２６４－３５５５ 

小規模多機能ホーム 
桜井の里・あかつかの家 

管理者 

 
青田 陽平 

ケアプランセンター 
桜井の里・あかつか 

苦情受付責任者 

 
０２５－２６４－３２２２ 

ケアプランセンター 
桜井の里・あかつか 

管理者 

 
本田 敦 

 

第三者委員 本多孝志（弥彦村） 半間チサ子（弥彦村） 青津光雄（新潟市） 

新潟県国民保険連合会介護サービス相談室   ０２５－２８５－３０２２  

新潟県福祉サービス適正委員会   ０２５－２８１－５６０９  
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（（２２））意意見見及及びび苦苦情情解解決決のの流流れれ 
 
 
 
 
              ＊他の内容、隠されている思いがないか注意する。  
 
 
 
     
 
 
 
                             
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

意見及び苦情

各職員又は受付担当者へ 

第三者委員へ直接 

すすぐぐにに！！意見及び苦情等への対応 

○ 部署での検証と話し合い 

＊苦情の原因をきちんと検証する 

受付責任者及び受付総括責任者へ報告 

【意見・苦情内容の解決】 

申出人への報告と対応 

【施設内の事務的内容】 

① 相談申出・報告書記載（当日） 

② 全体周知 

③ 運営会議等で報告（月に１回） 

④ 掲示板に開示（お客様の声） 

⑤ 統計資料の作成（分析・検証） 

⑥ 第三者委員との協議・報告（年４回） 

第三者委員に相談 

【協議・報告】 

○ 第三者委員 

○ 県・市町村 

投書箱 

☆申し出人の希望 
☆解決困難な場合 

○解決が難しい意見及び
苦情の相談をさせて頂
きたい。 

○地域住民としての声を
聞かせて頂きたい。 

○施設運営にご意見を頂
きたい。 

☆申し出人の希望時 
☆総括責任者が必要

と判断した場合 
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TEL　０２５６（９４）３９３９　FAX　０２５６（９４）２５５２
URL : https://www.sakurai-fukushi.or.jp

〒959-0318　新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓３０３６番地

社会福祉法人　桜井の里福祉会
桜井の里福祉会

令和７年度

桜 井 の 里 拠 点 
共　通　事　項

Ⅳ．桜井の里　組織図等

　１．社会福祉法人桜井の里福祉会　法人全体組織図

　２．桜井の里組織図

　３．桜井の里　諸会議及び委員会組織図

　４．桜井の里福祉会　研修システム

　５．職員研修の考え方及び計画

　６．リスクマネジメントについて

　７．桜井の里　業務分掌表



　　Ⅳ．令和7年度　桜井の里　組織図等
１．社会福祉法人桜井の里福祉会　法人全体組織図

特別養護老人ホーム　桜井の里
特別養護老人ホーム 桜井の里・絆
短期入所生活介護事業　桜井の里
デイサービスセンター　桜井の里

小規模多機能ホーム　やひこの家

ケアプランセンター　桜井の里
桜井の里配食サービス事業
外出支援サービス事業

弥彦村地域包括支援センター
弥彦村介護予防支援事業
弥彦村認知症総合支援事業
弥彦村医療・介護連携推進事業
弥彦村短期集中予防・一般介護予防事業

　
特別養護老人ホーム　分水の里

短期入所生活介護事業　分水の里
障害福祉サービス事業
デイサービスセンター分水の里　さくら
通所型介護予防事業・機能訓練事業
介護予防、日常生活支援事業第一号事業

生きがい広場　地蔵堂
生きがい広場地蔵堂・デイサービス
介護予防、日常生活支援事業第一号事業
生きがい広場地蔵堂・シニアハウス
（住宅型有料老人ホーム）

　分水健康福祉プラザ
訪問看護ステーション・桜井
ケアプランセンター　分水の里

　 さくらい◇ダイニング
燕市生活支援ハウス　分水こでまり
燕市分水地区地域包括支援センター

燕市介護予防支援事業
燕市認知症総合支援事業

みんなの居場所～ふらっと～

フードバンク燕・弥彦

高齢者総合生活支援施設　はな広場

認知症グループホーム
グループホーム　我が家
グループホーム　縁

地域生活支援施設　つどい

さくらまちカフェ（認知症カフェ）

小規模多機能ホーム　こいけの家
　
総 務 課
経 理 課

令和７年３月時点

地域密着ユニット型介護福祉施設 はな広場・しまかみ
小規模多機能ホーム　　はな広場・よこたの家

グループホーム　つどいの家・桜町
小規模多機能ホーム　つどいの家

地
域
密
着
型
サー

ビ
ス
拠
点

本
部
拠
点

桜
井
の
里
拠
点

介護予防、日常生活支援事業第一号事業

グループホーム　こいて

ケアプランセンター桜井の里・あかつか
地域生活支援施設桜井の里・あかつか

理

事

会

評
議
員
会

理

事

長

総
合
施
設
長

分
水
の
里
拠
点

法人事務局　

評議員選任・
解任委員会

顧問弁護士
顧問税理士

顧問社会保険労務士

地域食堂、子育て支援スペース

小規模多機能ホーム桜井の里・あかつかの家

監　事　会

業務執行部
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看護職員

看護職員
　

 看護職員
　

　
看護職員

　
看護職員

　

　
　

　 　
　

　

介助員

22．．桜桜井井のの里里組組織織図図
事務員

施設管理

あさがお
介護職員

管理栄養士
調理員

看護職員

なでしこ 介護職員

ひまわり 介護職員

絆
(花衣)

介護職員

絆
(花時)

介護職員

社会福祉士・作業療法士
介護支援専門員・保健師

調理員

生活相談員
介護支援専門員
機能訓練指導員

生活相談員
介護職員

看護師または
機能訓練指導員

計画作成担当者
介護職員
看護職員
調理員

看護職員
調理員

介護支援専門員

介護支援専門員

計画作成担当者
介護職員
看護職員

計画作成担当者
介護職員

施設長

理事会

事務リーダー

主任
（管理者）

ホーム長・主任
（管理者）

地地域域包包括括支支援援セセンンタターー

フロアリーダー

特特

別別

養養

護護

老老

人人

ホホ
ーー

ムム

小規模多機能ホーム
やひこの家
リーダー

（管理者）

リーダー

桜
井
の
里

桜
井
の
里
・
絆

フロアリーダー

総括
（生活支援課主担当）

小規模多機能ホーム
桜井の里・あかつかの家

在宅支援課主任（管理者）

評議員会

総合施設長

フロアリーダー

理事長

嘱託医

ユニット
リーダー

フ
ロ
ア
リ

ー

ダ

ー

ユニット
リーダー

主任
（管理者）

ケアプランセンター
リーダー（管理者）

看護リーダー

在在

宅宅

ササ

ーー

ビビ

スス

ケケアアププラランンセセンンタターー

ググルルーーププホホーームムここいいてて

地地域域生生活活支支援援施施設設
桜桜井井のの里里・・ああかかつつかか

総括
（在宅支援課主担

在宅支援課主任
（デイサービスセンター

桜井の里管理者）
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桜会（職員互助会）

防災委員会

衛生委員会
（感染症対策・褥瘡管理・
痰吸引等安全委員会含む）

地域交流活動委員会

ボランティア委員会

食事・環境整備委員会

人事考課委員会

法人労働生産性・職場風土向上 労働生産性・職場風土向上

法人権利擁護・リスクマネジメント
サービス向上委員会

権利擁護・リスクマネジメント
サービス向上委員会

（虐待防止・身体拘束廃止委員会含む）

規則改正委員会 規則改正委員会

防災委員会
（BCP整備改定・DCAT活動含む）

第三者委員会

利用者と家族の会

生活支援課（リーダー）会議

３３．．桜桜井井のの里里  諸諸会会議議及及びび委委員員会会組組織織図図

業務執行部会議 部署会議

入居判定会議
法人事務局会議 運営会議

運営推進会議

法人研修委員会 研修委員会

法人広報委員会 広報委員会

法人人事考課委員会
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桜桜井井のの里里  運運営営組組織織内内容容    
（（１１））運運営営会会議議        

・ 毎月１回（第４木曜日）開催し、施設の運営・利用者状況報告・ケア全般の
協議・事業実績・収入報告及び検証等を協議いたします。 
≪出席者：施設長・副施設長・総括・各部署の主任・リーダー≫ 

  
（（２２））生生活活支支援援課課（（リリーーダダーー））会会議議      

・ 毎月１回（運営会議の前）開催し、各フロアのご利用者の自立支援の取り組
み（福祉機器の活用等）と評価や、フロアの課題や職員の育成等を協議いた
します。 
≪出席者：総括・各部署の主任・生活支援課リーダー≫ 

 
（（３３））入入居居判判定定会会議議  

・ 毎月１回（第２木曜日）開催し、桜井の里及びユニットフロア・絆の入居・
退居について協議し、入居基準に基づき判定いたします。 
≪出席者：施設長・副施設長・総括・主任・生活相談員・介護支援専門員・ 

介護職員・看護職員・管理栄養士・機能訓練指導員・地域包括 
支援センター≫ 

  
（（４４））各各フフロロアア会会議議  

・ 毎月１回 部署ごとに開催し、部署の課題・業務改善等を協議いたします。 
≪出席者：各フロア所属職員≫ 
 

（（５５））各各フフロロアアケケアアカカンンフファァレレンンスス  
 ・ 適宜 部署ごとに開催し、入居者・利用者の援助、支援に対する満足、 
   ニーズについて協議します。 

≪出席者：各フロア所属職員≫ 
 
（（６６））利利用用者者のの会会  

・ 毎月１回 部署ごとに開催し、入居者が主体となって開催し、入居者が望む
暮らし方を実現する為に協議していただく。 
≪出席者：各フロアご利用者・各フロア所属職員≫ 

 
（（７７））運運営営推推進進会会議議  

・ 地域密着型サービスにおいて義務付けられている会議。提供しているサー
ビスを明らかにし、地域に根差したサービスを行うため、2 ケ月毎に開催し
ます。 

・ 開催予定月（5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月） 
*グループホームこいて開催月（4月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月） 
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≪出席者：ご利用者代表・ご家族代表・地域代表・弥彦村担当者・施設長・ 
副施設長・総括・主任・各フロアリーダー等≫ 

（（８８））第第三三者者委委員員会会  
・ 年に２回開催し、ご意見・苦情内容の報告と確認を行います。 
・ 開催予定月 4 月・11 月（7 月・1 月は書面にて第三者委員へ報告） 

 ≪出席者：第三者委員・施設長・副施設長・各事業所苦情解決責任者 
                       リスクマネジメント委員≫  
  
  
（（９９））専専門門委委員員会会  

①衛衛生生委委員員会会 
（喀痰吸引等安全管理・感染症対策委員会・褥瘡管理委員会含む） 
・ ご利用者・職員の健康管理、感染症予防・対策に関する事柄について活

動します。 
・ 週１回衛生管理者が職場巡視点検を行います。 
・ 毎月労働災害の集計・報告を行います。 
・ 褥瘡の予防、発生時の対策について検討・実施を行います。 
・ 医療ガスの安全管理を行います。 
・ 喀痰吸引等の管理、研修の実施・調整等を行います。 
・ 感染症に係る BCP 研修と訓練を年２回以上行います。 
・ 毎月委員会を行います。 

②防防災災委委員員会会  
・ 防災教育の企画・実施及び防災避難訓練（消防署の検証も含め関係機関

との連絡調整）企画・実施を行います。 
・ 災害に係る BCP 研修と訓練を年２回以上行います。 
・ 日常の防災・安全体制の確立・非常時・緊急時の対応等の企画・実施を行

います。 
・ 毎月１回委員会を行います。 

③ボボラランンテティィアア委委員員会会  
・ ボランティアの募集・受入れ・検討・調整・連絡、ボランティアの集いを

開催致します。 
・ 壁面装飾等の受入れ（保育園）・エコキャップ・ リングプルトップ回収・

喫茶「さくらんぼ」の運営補助等を行います。 
・ 毎月１回委員会開催、又は書面配布での委員会を行います。 

④ 利利用用者者とと家家族族のの会会 
・ 利用者と家族の会の事務活動・運営を行います。 
・ ５・７・９・10・12・１・３月委員会を行います。 

⑤ 食食事事・・環環境境整整備備委委員員会会        
・ 喫茶「さくらんぼ」の企画・運営等を行います。 
・ ご利用者に喜んでいただく食事の提供のために、ご利用者も含めた嗜好

調査を実施し、問題点の検討や調整・計画を行います。 
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・ 施設・事業所内外の環境の整備・美化に関する計画・実施・調整等を行い
ます。 

・ ５・６・７・９・11・１・３月委員会を行います。 
⑥ 地地域域交交流流活活動動委委員員会会  
・ 地域の方と交流の企画・実施を行います。 
・ 随時委員会を行います。   

⑦ 桜桜会会 
・ 職員の親睦・互助を目的とし、親睦行事等の企画や実施又は参加し、会

費による運営を行います。 
・ 毎月１回委員会を行います。 

 
 
法法  人人  対対  応応  
１１．．法法人人委委員員会会  

   桜井の里福祉会として、桜井の里拠点・分水の里拠点・地域密着型拠点に
下記の委員会を設置し、法人を挙げてご利用者のより安心・安全な生活環境
の実現を目指し取り組みます。また、職員の働く環境整備についても検討し
ます。 

 
◎権利擁護・リスクマネジメント・サービス向上委員会 

（虐待防止・身体拘束廃止委員会を含む） 
   ・法人内各事業所の権利擁護・事故防止・虐待防止・身体拘束廃止・サー

ビス向上の為の取り組みについての確認と推進を行います。 
   ・虐待防止・身体拘束廃止・事故防止等の指針やマニュアル、研修につい

ての確認と改善点についての協議を行います。 
 

◎研修委員会 
・階層別研修の計画、実施します。 
・法定研修にかかわる研修の計画をします。 
・職員の資質、専門性向上及び自己啓発を行います。 

 
◎広報委員会 
 ・桜井の里福祉会合同広報誌『さくら』の作成（春季号、秋季号、新春号） 

及び DM 発送作業、秋季号のみ弥彦村全戸配布・燕市分水地区への回 
覧板の依頼を行います。 

 ・法人ホームページの管理及び随時更新を行います。 
 ・法人カレンダーの作成を行います。 
 ・燕市次世代を担うキャリアテン・介護職員表彰式の写真選定及び式典 

当日の写真撮影を行います。 
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◎人事考課委員会 
 ・桜井の里福祉会の人事考課が、円滑に行えるよう協議します。 

   ・人事考課基準書の内容や判断基準をわかりやすい表記になるよう検討し、  
職員がより自己評価しやすい人事考課表の作成に取り組んでいきます。 

 ・必要時には人事考課者の研修の企画・実施を行います。 
 

◎労働生産性・職場風土向上・規則改正委員会 
・ご利用者の生活の質確保を前提に業務の生産性向上・合理化を図ります。 

前例にとらわれない改革を継続的に行いケアの効率化・質の向上を高め
る仕組みづくりを行っていくための協議を行います。 

・職員の意見をくみ取り、働きやすい境作りを行うために法人と職員が共
に協議を行います。 

・必要な規則の改正について提起し検討します。 
 
  ◎防災委員会（BCP 整備改定・DCAT 活動含む） 

・各事業所の防災、BCP の作成・修正・訓練等の全般に関することを行 
います。 

   ・DCAT（災害派遣）の集約、活動、訓練等を行います。 
 
  ２２．．法法人人役役割割担担当当  
   桜井の里福祉会として、桜井の里拠点・分水の里拠点・地域密着型拠点に

下記の担当する部門を設置して、システムの運用、マニュアルの整備、地域
活動及び外国人が働き易く、学べる環境を整えて行きます。 

 
  ◎システム運用 
   ・介護記録用システム「ほのぼの NEXT」、地域包括支援センターシステ

ム、ケアプランシステムの維持、管理、運用を行っていき、業務効率化
が図れるように取り組んでいきます。 

 
 ◎マニュアル整備・改定 

   ・法人の共通事項マニュアル、各サービス種別・事業所マニュアルの整 
備、マニュアルの管理・更新のルールも合わせて協議を行います。 

 
  ◎地域活動事業 
     桜井の里福祉会では、法人理念である『社会福祉法人として地域の

共有財産であること使命とし、地域住民、ご利用者、ご家族の利益を
第一とします』を、基本的な考えとして地域との交流、地域の人にと
って有益な関りや活動を行います。 

・地域行事への協力・参加を促進します。 
・地域の消防団活動への参加を通し、防災活動や見守りをしていきます。 
・災害時には、地域の福祉避難所等として支援を行います。 
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・配食弁当のお届け時に、地域の見守り機能の役割も果たしていきます。 
・各事業所の行事及び様々な活動を通して地域の方々と交流を図ります。 
・令和６年４月から運営を開始した「みんなの居場所ふらっと」が地域の 
 方々によりご利用していただける空間となるよう努めます。 
・フードバンク燕・弥彦は、地域の方々に継続的な支援を行います。 
・地域食堂ふらっとは、多様な世代や立場の人を対象として、孤食防止の 

ための居場所づくり（世代間交流の場）をします。 
 
  ◎外国人労働者育成・指導 
   ・外国人在留資格介護、技能実習、特定技能３制度を中心とした外国人材 

の受入、育成・支援を行います。 
   ・上記制度に関係する介護福祉士養成施設、監理団体、登録支援機関との

定期的な情報収集・交換、定期巡回指導の調整、連携を行います。 
 

３３．．法法人人横横断断のの部部門門会会議議  
   桜井の里福祉会として、桜井の里拠点・分水の里拠点・地域密着型拠点に

下記の部門会議を設置し、各事業所の取り組みの標準化を推進し、ご利用者
の生活の質の向上に努めます。 

 
◎生活支援課部門会議 

   ・法人横断で各拠点の生活支援課（入居部門、短期入所部門）の代表者（主
任、リーダー、生活相談員等）参加で随時開催します。 

   ・ご利用者の生活全般に関わること、介護保険制度、運営基準、稼働状況、
経営状況、入居待機者等の情報共有を行います。 

 
  ◎在宅支援課部門会議 
   ・法人横断で各拠点の通所介護事業所の代表者（管理者、主任、リーダー、

生活相談員等）が参加し随時開催します。 
   ・ご利用者の生活全般に関わること、介護保険制度、運営基準、運営状況、

稼働状況、ADL 改善に向けた取り組みの情報共有を行います。 
 
  ◎リハビリ部門会議 
   ・法人横断で法人内の機能訓練指導員（理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士）が参加し随時開催します。 
   ・ADL 改善への取り組み、ノーリフティングへの取り組みを中心に、特養、

通所介護、地域包括支援センター、訪問看護ステーションなど、各事業
所に在籍している機能訓練指導員が参集し情報共有を行います。 

 
  ◎グループホーム部門会議 
   ・法人内、認知症共同生活介護事業所のホーム長、リーダー、計画作成 

担当者の参加で随時開催します。 
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・各事業所の日常生活の支援、認知症ケア、医療連携、地域との結びつき 
等について取組や現状について情報共有を行います。 

   ・認知症の人にとって生活しやすい環境であり、本人らしい生活が発揮で 
    きているか等、お互いに確認をして行きます。 

 
  ◎小規模多機能部門会議 
   ・法人横断で各拠点の小規模多機能型居宅介護支援事業所の代表者（管理 

者、主任、リーダー、計画作成担当者等）参加で随時開催します。 
   ・各事業所の地域性を活かしたご利用者支援や地域交流について、介護保 

険制度、運営基準、稼働状況、経営状況等の情報共有を行います。 
 
 

 
◎◎委委員員会会予予定定表表  

委委員員会会名名  開開催催月月  開開催催日日  
人事考課委員会 随時 第１月曜日 
リスクマネジメント・権利擁護・サービス向上委員会 毎月 第２木曜日 
研修委員会 毎月 第２火曜日 
広報委員会 毎月 第３水曜日 
生産性向上・職場風土向上・規則改正委員会 偶数月 第２火曜日 
防災委員会 毎月 第３金曜日 
衛生委員会 毎月 第４火曜日 
利用者と家族の会 年７回 第３木曜日 
ボランティア委員会 毎月 第４月曜日 
食事・環境整備委員会 年７回 第３火曜日 
地域交流活動委員会 随時 不定期開催 
桜会（職員互助会） 毎月 第１金曜日 
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４４．．桜桜井井のの里里福福祉祉会会  研研修修シシスステテムム  

１１．．『『定定義義』』  

  「ご利用者とご家族の尊厳と権利を守り、人として当たり前の生活を保障する」こと 
を多面的に学習し身に付ける 

２２．．『『目目的的』』  
   ① 桜井の里福祉会全体の研修と各施設での研修を通じて、職員一人ひとりの 

    ケアの質、サービスの質の向上、組織の一員としての意識向上を図ります。 
   ② ケアサービスの実践の場である職務を通じて、一人ひとりが、自律的に自己 

    能力の開発を積極的に図っていけるよう、指導・育成を行います。 
   ③ 全職員の豊かで充実した職業生活と個々の人間性を深める支援、援助活動で 
     あり、職員の資質の向上及び自己啓発の機会とします。 
   ④ 研修を通じて職員が各々の立場で職務遂行の主体者になることを目的とします。 

３３．．『『職職場場研研修修』』をを担担ううそそれれぞぞれれのの基基本本的的役役割割  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４４．．『『体体系系図図』』  
                  
 
 
 
 

     

管理者 
研修理念や仕組みづくり等、環境
整備を行います 

指導的職員  研修担当者 
職務遂行過程で日常的な指
導を行います 

職員研修の実務 
（研修管理）を進めます 

一人ひとりの職員 
目標をもって自己啓発に努めます 
「専門性」や「組織性」の向上、人間的成長 

地域密着型拠点研修委員会 分水の里拠点研修委員会 桜井の里拠点研修委員会 

法人事務局研修担当 

法人研修委員会 
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５５．．『『法法人人研研修修のの考考ええ方方及及びび年年間間計計画画』』
11））考考ええ方方
   ・法人の研修システムにより研修計画を立案します。
   ・研修は自ら学ぶ場として積極的に自己研鑽に努めます。
　   施設内研修は義務付けられている研修と年度ごとに必要な研修を計画します。
   ・日頃の実践成果、取り組みを発表する機会にチャレンジしていきます。
２２））研研修修計計画画
【階層別研修】

【職員対象研修】

・上記、介護事業運営の為に必要な研修について、対象職員がシフト等に影響がなく受講できる様各拠点、
事業所の状況に合わせて計画しスケジュールを共有する。
・研修内容及び新たな義務付けられた研修等がないか、法人研修委員会にて確認し共有する。
・各研修内容については、管理者、専門職、委員会を主とした講義、集合研修と職員個人毎の動画視聴研
修を計画する。

○ ○ ○ ○ ○

事業所、職種別

○ ○
○

○ ○ ○ ○

○ ○
○

医療連携に必要な知識技術に関する研修

介護予防及び要介護度進行予防に関する研修
感染症に係るBCP研修
災害に係るBCP研修

褥瘡対策に関する研修
喀痰吸引等振り返り研修

○ ○
ターミナルケア、精神的ケアに関する研修 ○ ○ ○ ○

○
○ ○ ○ ○ ○

認知症及び認知症ケアに関する研修
事故発生又は再発防止に関する研修
緊急時の対応に関する研修 ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

高齢虐待防止研修
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に関する研修
非常災害時の対応に関する研修
プライバシー保護の取組に関する研修 ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

特養 DS GH 小規模 訪看
○ ○ ○ ○ ○倫理及び法令遵守に関する研修

身体拘束の排除の為の取組に関する研修

研修名

役職者（リーダー職以上）

　６月
　９月
１０月
１１月
１２月
　７月
　１月

採用　２年目職員
採用　３年目職員
採用　５年目職員
採用１０年目職員
採用１６年目職員
新たにリーダー職となった職員

新任職員

中堅職員

階層別①研修
階層別②研修
階層別③研修
階層別④研修
階層別⑤研修
リーダー職研修
指導的職員研修

ベテラン職員

指導的職員

新採用者

階層
　４月／２日間
　５月／４日間
　９月

対象者

新採用者、前年度中途採用者

研修区分

集合研修

フォローアップ研修

開催計画月
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対対象象者者 研研修修内内容容 期期　　　　間間
自主実習 新規採用 配属予定部署での体験研修 ３日間

～
集合研修 １年未満 法人理念や基本的考えの理解、介護サービスに ５日間

関する基本を理解、業務遂行の為の基本的知識 （月を分けて）
・技術の習得を行う。

日々の振返り 担当指導職員から日々の仕事を通じて学ぶ。 ３ヶ月間
研修ノートを毎日記入して提出する。

フィードバック研修 １ヶ月～5ヶ月 施設長、部署長と面接し自らの振返りと今後の
（面接） 修了時点 目標を設定する。
フォローアップ研修 ６ヶ月間の振返りを通じて、課題とこれからの 1日

目標を明確にする。
利用者体験研修 １年以上５年未満 利用者の置かれている生活を体験し、ケアの質 半日～1日

の職員 の改善、自らの資質の向上を図る。 程度
交換研修 採用5年目を目安 配属拠点外の事業所での体験研修

感じた良い所等を伝えると共に配属部署へ
持帰る

集合研修 採用２年目 講義「認知症の人のケアと生活の捉え方」 １日
【目的】
日々のご利用者とのかかわりで実践や部署内で
提案できる。
☆認知症の症状が本人の生活に及ぼす影響を示
し、生活障がいとしての理解を深める。
☆高齢者の心理面の理解を深めることができ、
高齢者への周囲の不適切な対応・環境が及ぼす
心理面の影響の内容を理解することができる。
そして職員ひとり一人がご利用者とのかかわ
りに自分自身が学んだことを結びつけることが
できる。

集合研修 採用３年目 講義　「法人理念の理解」 １日
【目的】
☆３年目の自分を振り返り、改めて目標を設定
し、５年目・１０年目を見据え行動計画を立て
る。
☆理念・信条を十分理解し法人職員としての自
覚を持ち今後のケアに活かす。
☆研修を通しコミュニケーション力を身に
付け、新人職員等の指導法を学ぶ。
☆理想と現実の乖離や矛盾について語り合い、
解決の糸口を見つける。

集合研修 採用５年目 講義　「意思決定と権利擁護について」 １日
【目的】
☆認知症により、日常生活の中で制限されてし
まう個人の自由や意思決定が、本来どのように
保障されるべきか理解でき、研修で学んだこと
を関わりで実践し、部署内で提案ができる。

集合研修 勤続１０年目 講義　「中核的職員としての役割り」
【目的】
☆介護現場の中核的な職員として、部署やフロ
ア等でケアの目標や目的を具体化していくため
に、中核的な職員が担う役割と、実践していく
ために必要な考え方の視点を習得することがで
きる。

33))研研修修内内容容

研研修修区区分分

採用後６ヶ月を経
過した者

階
層
別
①
研
修

階
層
別
②
研
修

階
層
別
③
研
修

階
層
別
④
研
修

１日
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集合研修 勤続１６年目 講義　「組織力強化に向けた法人理念理解と １日
　　　　　　　　　　　　　運営方針の理解」
【目的】
桜井の里福祉会が大切にしてきたこと、これか
らも大切にしなければならない事を十分に理解
し、これから先５年後の各事業ビジョンを思い
描くと共に職員全員が同じ方向を向き組織力を
高める。

集合研修 リーダー職 講義　「チームアプローチの基本と実践」 半日
(新たにリーダー職 【目的】

となった職員) 担当部署、各拠点の中心的な職員として、
業務の把握とケアの質の向上へチーム力を持っ
て取り組むことができる様、役割・指導・情報
共有・問題解決力・信頼関係等を習得する。
事業運営に関る、状況把握や管理、数字に対す
理解を深める。

集合研修 リーダー職以上の 【目的】 半日
　　役職者 「組織力強化と法人理念の浸透を図る」ことを

目的とし、指導的立場のある者に必要な研修を
選択し実施する。
事業所・ユニットでモチベーションを高める
人材育成の具体的指導方法と法人理念を浸透
させるための指導を学び実践する。

自己啓発講座の受講 施設長 管理者として組織革新の方向と自己革新の課題 自己申告
及び外部発表 副施設長 を明確にし、自らが外部機関などの講座を による

総括 選択、自己能力の開発を図る。
県内外の研修に出張して派遣。 随時

（業務命令）

内
部
・
外
部

発
表

選抜及び自主発表 全職員
＊主として５年目
以上の職員とする

施設内発表会及び外部の大会に参加し発表
する。

随時

指
導
職
員
等
研
修

階
層
別
⑤
研
修

リー

ダー

職
研
修

◎選抜研修は復命書を所属長に提出した後に、確認として押印します。

管
理
職

研
修

選
抜

（

派
遣
研
修）

施
設
内
研
修

集合研修
伝達研修
その他の研修

全職員 法人事務局・各事業所の研修委員会で企画
する。

各施設の研修
委員会で計画
するもの

◎研修管理表は各自が持参し、研修の参加と出席の状況を自らが管理します。
◎新規採用職員研修・階層別研修は必須研修であり段階的に受講していく。
　具体的な研修内容及び担当職員は年度毎に決定します。
◎新規採用職員研修の詳細は新規採用職員の指導指針によります。

外部研修 管理者・所属長の
選任による者

◎指導職員研修・階層別研修に欠席した場合は「各研修テーマ」及び「認知症の人との
　関わり」についてのレポート（８００字程度）を提出します。
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介護職員 看護職員
倫理及び法令遵守に関する研修
感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修①
身体拘束を行わないケアの研修
高齢者虐待防止研修
非常災害時の対応に関する研修
感染症に係るBCP研修①
事故発生予防及び事故発生時の対応に関する研修
利用者体験研修
認知症及び認知症ケアに関する研修
緊急時の対応研修
衛生管理研修
利用者体験研修発表会
プライバシー保護研修
ターミナルケア・精神的ケアに関する研修
交通安全に関する研修
災害に係るBCP研修①
ハラスメント防止に係る研修
部署内研究中間発表
身体拘束を行わないケア/高齢者虐待防止研修
感染症に係るBCP研修②
褥瘡対策に関する研修
（介護技術・ポジショニング等研修）
感染症及食中毒の予防及びまん延防止のための研修②
喀痰吸引等振り返り研修
救急法研修①

12 事故発生又は再発防止に関する研修②
1 医療連携に必要な知識技術の研修

部署内研究発表
災害に係るBCP研修②
コミュニケーションスキル研修
見守り機器を安全かつ有効に活用するための研修

3 メンタルヘルス研修

毎月

研研修修計計画画①①

2
認知症及び認知症ケア
に関する研修
（指導者より講義）

認知症及び認知症ケア
に関する研修（動画）

特別養護老人ホーム　桜井の里
特別養護老人ホーム　桜井の里・絆
短期入所生活介護事業　桜井の里

認知症及び認知症ケア
に関する研修
（指導者より講義）

月 全職員対象
認知症ケアに関する研修計画

4

5

9

10

11

フロア会議にて、認知症ケアに関することや日頃
のケアに関することについて確認検討をし、職員
間で情報の共有とケアの内容について振り返りを
行う。

6

7

8 認知症及び認知症ケア
に関する研修（動画）
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月 右記事業所全職員対象 グループホーム
こいて

小規模多機能
ホームやひこの家

デイサービスセン
ター桜井の里

倫理及び法令遵守に関する研修
感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修①

身体拘束を行わないケアの研修
高齢者虐待防止研修
非常災害時の対応に関する研修　
感染症に係るBCP研修①
事故発生予防及び事故発生時の対応に関する研修
利用者体験研修
認知症及び認知症ケアに関する研修
緊急時の対応研修
衛生管理研修
利用者体験研修発表会
プライバシー保護研修
交通安全に関する研修
災害に係るBCP研修①
ハラスメント防止に係る研修
部署内研究中間発表
身体拘束を行わないケア/高齢者虐待防止研修
感染症に係るBCP研修②
感染症及食中毒の予防及びまん延防止のための研修②

喀痰吸引等振り返り研修
救急法研修①

12 事故発生又は再発防止に関する研修②

1
医療連携に必要
な知識技術の研
修

医療連携に必要
な知識技術の研
修

部署内研究発表
災害に係るBCP研修②
コミュニケーションスキル研修
見守り機器を安全かつ有効に活用するための研修

3 メンタルヘルス研修

毎月

研研修修計計画画②②

4

5

6

7

8

入浴介助に関す
る研修

ターミナルケ
ア・精神的ケア
に関する研修

ターミナルケ
ア・精神的ケア
に関する研修

介護予防及び要
介護度進行予防
に関する研修

※グループホームこいて
フロア会議にて、認知症ケアに関することや日頃の
ケアに関することについて確認検討をし、職員間で
情報の共有とケアの内容について振り返りを行う。

9

10

11

2

褥瘡対策に関す
る研修（介護技
術・ポジショニ
ング等研修）

認知症及び認知
症ケアに関する
研修
(指導者より講義)
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６６．．リリススククママネネジジメメンントトににつついいてて  

（１）意見及び苦情解決システムについて 
・ 桜井の里サービス利用時やご来園時にお気づきの点やご要望、ご不満など施設への貴

重なご意見は随時お受けしています。 
その方法として、ご意見や苦情を下記のいずれかの方法でお申し立ていただけます。 
① 施設内にあるご意見箱、アンケート用紙の使用 
② サービス利用時に職員に伝える 
③ 苦情担当者に伝える 
④ 第三者委員に伝える 
⑤ 役場、新潟県国民健康保険連合会介護サービス相談室 
⑥ 新潟県サービス運営適正委員会 
に申し立てることができます。 
 

・ ご意見や苦情をいただきましたら、受付者はご意見・苦情受付簿に記入します。報告
がなされた後、施設からの説明や改善への話し合いが必要になった場合には誠意を持
って対応させていただきます。また、苦情の解決にあたって第三委員の立会いを求め
ることができます。 

・ 社会福祉法人桜井の里福祉会、福祉サービスに関する意見及び苦情解決要領を 
定め、各法人内の事業所において、ご利用者等から寄せられる意見及び苦情等を適切
に解決することでご利用者の権利を擁するとともに、提供するサービスの品質を向上
させていきます。 

  
◎ 施施設設内内でで発発生生ししたた事事故故ににつついいてて  

 
施設内で事故が発生した場合、まず、ご利用者のケガの状況をきちんと把握し 
手当、受診の必要性などの判断を迅速に対応いたします。 
同時にご家族へのご連絡も併せて行います。また、施設側に事故の原因があり、受診
や入院などが必要になった場合は施設加入保険会社と相談の上、治療費やお見舞い金
を出させていただきます。 
また、事故の原因や今後の対応についても施設内で話し合いを持ち、同じ事故を繰り
返さないような改善策を立てていきます。 
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（（22））　　桜桜井井のの里里　　苦苦情情解解決決担担当当者者ととそそのの連連絡絡先先

苦情受付担当者 電話番号

桜井の里　苦情解決責任者 施設長 齋藤　由紀子

特別養護老人ホーム桜井の里
特別養護老人ホーム桜井の里・絆 生活相談員 村上　聖　高山　惠

間嶋孝紀

デイサービスセンター桜井の里 生活相談員 大井　愛実
丸山　沙織

ケアプランセンター桜井の里 （0256）
94-1010 介護支援専門員 土田　保

グループホームこいて （0256）
94-1280 計画作成者 勝沼　範明

弥彦村地域包括支援センター （0256）
94-1030 社会福祉士 多賀　めぐみ

小規模多機能ホームやひこの家 （0256）
94-3566 計画作成者 成田　香奈子

第三者委員

（（33））　　ごご意意見見箱箱設設置置箇箇所所
　　　　　１．　正面玄関前　
　　　　　２．　デイサービスセンター桜井の里　
　　　　　３．　電話コーナー
　　　　　４．　桜井西通り談話コーナー
　　　　　５．　桜井東通り談話コーナー
　　　　　６．　ユニットフロア絆
　　　　　７．　グループホームこいて
　　　　　８．　小規模多機能ホーム　やひこの家
　　　　　９．　地域生活支援施設　桜井の里・あかつか

職種・氏名

新潟県国民保健連合会介護サービス相談室

新潟県福祉サービス運営適正委員会

025-285-3022

025-281-5609

（0256）
94-3939

本多孝志（弥彦村）　半間チサ子（弥彦村）　青津光雄（新潟市）
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『『意意見見及及びび苦苦情情等等解解決決ののシシスステテムム』』 
 
 
 
 
              ＊他の内容、隠されている思いがないか注意する。 
 
 
 
     
 
 
 
                             
 
 
 

○解決が難しい申出人から 
の意見及び苦情の相談を
させて頂きたい。 

○地域住民として声を 
聞かせて頂きたい。 

                            ○施設運営に意見を頂きた 
い。 

 
 
 
 
 
 
 

＊申出人の希望時 
＊総括責任者が必要と
判断した場合 

 
 
 
 

意見及び苦情

各職員又は受付担当者へ 

第三者委員へ直接 

すすぐぐにに！！意見及び苦情等への対応 

○ 部署での検証と話し合い 
＊苦情の原因をきちんと検証する 

○ 申出人への確認、検討及び対応 

解決責任者及び解決総括責任者へ報告及び相談 
＊責任者に情報がすぐに届くシステム 

【意見・苦情内容の解決】 

申出人への報告と対応 

【施設内の事務的内容】 

① 相談申出・報告書記載（当日） 
② 全体周知 
③ 運営会議等で報告（月に１回） 
④ 掲示板に開示（お客様の声） 
⑤ 統計資料の作成（分析・検証） 
⑥ 第三者委員との協議・報告（年４回） 

第三者委員に相談 

【協議・報告】 

○ 第三者委員 
○ 県・市町村 
○ 国保連合会 

＊申出人の希望時 
＊解決困難な場合 

投書箱 
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職　　　　名
施　設　長 １． 理事会決定事項の執行に関すること

・理事会、評議員会の資料の作成及び出席
２． 施設運営・管理の総括に関すること

・各事業所の状況確認と方向性の指示
・運営会議の開催及び集約

３． 定款、諸規則等の制定並びに改廃に関すること
４． 運営規程の制定並びに改廃に関すること
５． 職員の人事管理、及び服務に関すること

・各事業所、部署の適正配置に関すること
・採用に伴う配置及び異動について
・退職に伴う部署の確認と整理
・産休、育休、介護休業、療養休暇等の特別休暇への対応
・毎月の勤務表の決裁

６． 公印の管理に関すること
７． 予算及び決算に関すること
８． 予算の執行及び契約に関すること
９． 財産管理に関すること
１０． 職員研修及び表彰に関すること

・内部研修及び外部研修の参加について
１１． 構成市村との連絡調整に関すること
１２． 利用者の所持金品等の保管に関すること
１３． 防火管理に関すること

・自然災害に対する対策
・年間の防災訓練及び防災教育の開催
・地域との連携に関すること

１４． 回覧書類の決裁と必要な対処
・各種出張、研修の参加確認

１５． 職員の各資格取得に関すること
・各事業における配置基準と職員の資格取得の管理

総　括 １． 法人業務・運営に関すること
（生活支援課主担当） ・理事会、評議員会の資料の作成及び出席

・法人事務局員としての業務及び事務局会議への出席
２． 利用者の生活支援等の総括に関すること
３． 運営指導・集団指導の参加・現地対応・提出書類の作成及び作成指示
４． 利用者のケア方針決定及び指導に関すること
５． 看護、介護業務の総括に関すること
６． 決済に関することの可否を判断
７． 他職種連携について必要な措置
８． 介護サービス計画の総括的管理に関すること
９． 部署の職員の勤務立案及び調整に関すること
１０． 業務の改善、企画及び調査に関すること
１１． 看護、介護職員の指導及び研修に関すること
１２． 生活支援課の事業運営の方針に関すること
１３． 実習生の受入、連絡調整及び指導教育に関すること
１４． 施設見学者の受入、連絡調整に関すること
１５． 地域行事への参加等、地域との交流に関すること
１６． ボランティアの受入及び連絡調整に関すること
１７． 利用者と家族との連絡等に関すること
１８． その他、利用者の処遇に関すること
１９． 施設内新人研修の立案・実施に関すること
20. 施設長の補佐

総　括 １． 法人業務・運営に関すること
（在宅支援課主担当） ・理事会、評議員会の資料の作成及び出席

・法人事務局員としての業務及び事務局会議への出席
２． 利用者の生活支援等の総括に関すること
３． 運営指導・集団指導の参加・現地対応・提出書類の作成及び作成指示
４． 利用者のケア方針決定及び指導に関すること
５． 看護、介護業務の総括に関すること
６． 決済に関することの可否を判断
７． 他職種連携について必要な措置

７７．．桜桜井井のの里里　　業業務務分分掌掌表表

業　　　　務　　　　内　　　　容

－ 95－



職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容
８． 介護サービス計画の総括的管理に関すること
９． 部署の職員の勤務立案及び調整に関すること
１０． 業務の改善、企画及び調査に関すること
１１． 看護、介護職員の指導及び研修に関すること
１２． 在宅支援課の事業運営の方針に関すること
１３． 実習生の受入、連絡調整及び指導教育に関すること
１４． 施設見学者の受入、連絡調整に関すること
１５． 地域行事への参加等、地域との交流に関すること
１６． ボランティアの受入及び連絡調整に関すること
１７． 利用者と家族との連絡等に関すること
１８． その他、利用者の処遇に関すること
１９． 施設内新人研修の立案・実施に関すること
20. 施設長の補佐

在宅支援課
主　任 １． 職員の業務・介護に必要な知識・技術の指導・育成

２． 利用者の介護方針について決定する指導・助言・立案
３． 法人の方針を職員に伝達・実施に向けて取り組む指導・実施

4. 法人業務・運営に関すること
・法人事務局員としての業務及び事務局会議への出席

5. 利用者のケア方針決定及び指導に関すること
6. 看護、介護業務の総括に関すること
7. 介護サービス計画の総括的管理に関すること
8. 業務の改善、企画及び調査に関すること
9. 実習生の受入、連絡調整及び指導教育に関すること
10. 決済に関することの可否を判断
11. 他職種連携について必要な措置
12. 復命を受けた法人会議への参加
13. 施設長の補佐
14. 在宅支援課の事業運営の方針にかかわる意見・提案・立案
15. 苦情・意見についての対応・改善等の指示・対応
16. 在宅支援課の介護サービスの確認・支持・指示
17. 運営指導・集団指導の参加・現地対応・提出書類の作成及び作成指示
18. リーダーと介護方針・事業運営に関することの立案
19. 他部署との連携について必要な措置
20. 内部運営指導時の参加・現地対応・提出書類の作成及び作成指示

生活支援課 １． 利用者のケア方針に関すること
フロアリーダー

２． 利用者の日常生活に関すること

3．

４． 部署のケアの質(仕事の質）の向上に関すること

５． 部署職員の指導、研修に関すること

６． 部署の職員の勤務に関すること

７． 業務計画の樹立に関すること

８． 行事の企画立案に関すること

９． 記録及び業務日誌の整備に関すること
１０． 施設設備の管理及び営繕に関すること
１１． 施設内外の清掃、美化に関すること
１２． 実習生の受入及び指導教育に関すること

１３． 物品の請求及び保管管理に関すること
１４． その他、利用者の処遇に関すること

指導・育成に関すること

部署の運営、法人の運営に関すること

・1ヶ月、3ヶ月面接への参加。

・勤務表の作成。
・時間外命令、勤務変更、年休の決裁。

・運営ケア計画のとりまとめと作成。

・起案書の決裁。

・記録の決裁。

・運営ケア計画のとりまとめと作成。

・フロア会議の開催。
利用者の送迎に関すること
・送迎中のトラブルに対する指示・助言。
・悪天候時に送迎する際の安全策の検討・指示。

・フロア会議の開催。

・フロア全体の防火管理。

・実習生の担当者の人選。実習生の当日担当者の人選。
・階層別研修の計画、実施及び実施記録の作成。
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１５． 部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること

１６．
ユニット １． 利用者のケア方針に関すること
リーダー

２． 利用者の日常生活に関すること

３． 部署のケアの質(仕事の質）の向上に関すること

４． 部署職員の指導、研修に関すること

５． 部署の職員の勤務に関すること

６． 業務計画の樹立に関すること

７． 行事の企画立案に関すること

８． 記録及び業務日誌の整備に関すること

９． 施設設備の管理及び営繕に関すること
１０． 施設内外の清掃、美化に関すること
１１． 実習生の受入及び指導教育に関すること
１２． 物品の請求及び保管管理に関すること
１３． その他、利用者の処遇に関すること

１４． 部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること

１５．
在宅支援課 １． 職員に関すること
リーダー ・業務に必要な知識・技術の指導・育成

2． 利用者のケア方針に関すること

3． 利用者の日常生活に関すること

4． 部署のケアの質(仕事の質）の向上に関すること

5． 部署職員の指導、研修に関すること

6． 部署の職員の勤務に関すること

・文書の配布と取りまとめ
・指摘事項の改善
・フロアでの検討要綱についての報告
苦情・意見について対応・指示・上司へ報告

・運営ケア計画のとりまとめと作成。

・介護サービス計画の実施・記録・評価に関する事

・生活支援会議への参加。運営会議、入所判定会議への参加。
・人事考課の評価。
・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成。

・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成。

・勤務表の作成。
・時間外命令、勤務変更、年休の決裁。

・運営ケア計画のとりまとめと作成。

・起案書の決裁

・記録の決裁。

・フロア会議、サービス担当者会議、日々のミーティングの開催

・フロア会議、日々のミーティングの開催。

・業務に必要な知識・技術の指導・育成
・１ヶ月、３ヶ月面接への参加
・人事考課の評価。
・必須研修のへ出席状況の把握。

・地域行事への参加等、地域との交流を促す
・文書の配布と取りまとめ
・指摘事項の改善
・フロアでの検討事項についての報告

・文書の配布と取りまとめ
・指摘事項の改善

・フロア全体の防火管理

・定期的な清掃計画の決裁。

・実習生の担当者の人選。実習生の当日担当者の人選

・必要物品発注に関する把握・管理。

・生活支援課会議への参加。運営会議への参加
・利用者家族との連絡調整

・必須研修のへ出席状況の把握

・勤務表の作成
・時間外命令、勤務変更、年休の決裁

・フロアでの検討要綱についての報告
苦情・意見について対応・指示・上司へ報告

・運営ケア計画の取りまとめと作成

・利用中または在宅生活の状態把握・困難事例の解決に向けての対応

・フロア会議の開催・会議内容の作成

・1ヶ月、3ヶ月面接への参加
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7． 業務計画の樹立に関すること

8． 行事の企画立案に関すること

9． 記録及び業務日誌の整備に関すること

10． 施設設備の管理及び営繕に関すること

１1． 施設内外の清掃、美化に関すること
１2． 実習生の受入及び指導教育に関すること
１3． 物品の請求及び保管管理に関すること
１4． その他、利用者の処遇に関すること

１5． 部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること

16. 苦情・意見について対応・指示・上司に報告
入　　居 １． 利用者の生活援助に関すること

生活相談員 ・利用者及び家族の生活に関する意向を確認
・確認した意向の他職員への伝達
・家族への利用中の様子の伝達
・選挙への立会い
・理髪店との連絡調整
・インフルエンザ予防接種に関わる手続き
・必要手続き及び申請の代行
・利用料、医療費等の取りまとめ
・住所変更者の郵便物の取扱い
・外出、外泊時の日程調整及び送迎
・苦情受付け

２． 利用者の利用の調整に関すること
・受診時の送迎
・入退院の手続き及び日程調整

３． 利用者のケア方針の決定及び指導に関すること
・利用者及び家族の意向確認

４． 介護支援専門員との連絡及び調整に関すること
・利用者及び家族の状況、意向確認

５． 入退去及び利用に関すること
・入居申し込みの受付
・待機者状況確認調査の実施
・利用者及び家族への入居意向の確認
・入退居契約手続き
・市町村への報告

６． 入居判定会議の主宰に関すること
・入居判定会議の開催
・入居継続判定会議の開催

７． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること
・日中活動等の記録
・ケアプラン作成及び作成に関する会議の開催、参加

８． リハビリ訓練に関すること
９． 行事の企画・立案・実施に関すること

・利用者及び家族の意向の確認
・外出行事での外出にあたっての支援

１０． 実習生の受入及び指導教育に関すること
１１． ボランティアの受入及び連絡調整に関すること
１２． 地域行事への参加等、地域との交流に関すること
１３． 利用者と家族会との連絡調整に関すること

・施設見学受入れ
・介護者教室の立案及び実施

１４． 利用者の買い物の発注及び納品に関すること
・利用者及び家族への意向確認

１５． 利用者の預り金等に関すること

・運営ケア計画のとりまとめと作成

・年間行事計画の実施状況の把握と起案書の決済。

・記録の決裁

・フロアでの検討要綱についての報告

・フロア全体の防火管理

・在宅支援会議への参加　運営会議への参加
・人事考課の評価
・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成

・文書の配布と取りまとめ
・指摘事項の改善
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・契約時における預かり金品等の確認
・利用者小口現金の出納
・保険証類の管理
・通帳の管理

１６． その他、利用者の処遇に関すること
・事故対応及び、その保険対応

短期入所 １． 利用者の生活援助に関すること
生活相談員 ・利用者及び家族の生活に関する意向を確認

・確認した意向の他職員への伝達
・サービス担当者会議への参加と、家族への利用中の様子の伝達

２． 利用者の利用の調整に関すること
・利用希望とその理由の確認
・利用のための関係機関との連絡と調整
・利用希望に合わせた月間予定の作成

３． 利用者のケア方針の決定に関すること
・意向や居宅ケアプランとの整合性の確認

４． 介護支援専門員との連絡及び調整に関すること
・他サービスとの連動や利用希望の確認

５． 入退所及び利用に関すること
・入所期間や送迎希望に合わせた週間予定の作成
・送迎の運転や添乗

６． 入居判定会議の参加に関すること
７． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること

・新規利用開始時における暫定的なプランの作成
８． リハビリ訓練に関すること

・機能訓練の希望、必要性について機能訓練職員との確認
９． 行事の企画・立案・実施に関すること

・利用者及び家族の意向の確認と他職員への伝達
・外出行事での外出にあたっての支援

１０． 実習生の受入及び指導教育に関すること
・実習計画の作成と日々の指導
・実習受入れ担当者への状況報告

１１． 地域行事への参加等、地域との交流に関すること
１２． 利用者と家族会との連絡調整に関すること

・家族懇談会の計画や調整及び出席
１３． 利用者の預り金等に関すること

・契約時における預かり金品等の確認
１４． その他、利用者の処遇に関すること

通所介護 １． 利用者の生活援助に関すること
生活相談員 ・利用者及び家族の生活に関する意向を確認

・新規利用開始に伴う受け入れ体制の整備
・確認した意向の他職員への伝達
・サービス担当者会議への参加と、家族への利用中の様子の伝達

２． 利用者の利用の調整に関すること
・利用希望とその理由の確認、調整
・利用のための関係機関との連絡と調整
・利用希望に合わせた月間予定の作成

３． 利用者のケア方針の決定に関すること
・意向や居宅ケアプランとの整合性の確認

４． 介護支援専門員との連絡及び調整に関すること
・他サービスとの連動や利用希望の確認

５． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること
・新規利用開始時における暫定的なプランの作成

６． リハビリ訓練に関すること
・機能訓練の希望、必要性について機能訓練職員との確認

7． 行事の企画・立案・実施に関すること
・利用者及び家族の意向の確認と他職員への伝達
・外出行事での外出にあたっての支援

8． 利用者と家族会との連絡調整に関すること
・家族懇談会の計画や調整及び出席

9． 見学希望者に関すること

・介護サービス計画書のモニタリング、アセスメント。
・介護サービス計画書の作成。
・介護サービス計画書の実施記録と日々の記録。
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・見学希望者の意向の確認、見学時の対応

10． 利用者の日常生活の支援に関すること

・パット交換、トイレ誘導。パット交換のための清拭たたみと清拭絞り。

・送迎の運転や添乗
11． 記録及び業務日誌の整備に関すること

12． その他、利用者の処遇に関すること
生活支援課 １． 利用者の保健及び健康の管理に関すること
看護職員 ・利用者の健康状態の把握

・医務室内申し送り（毎日）
・利用者の健康診断(年２回）
・利用者のインフルエンザの予防接種(年1回）
・利用者の経管栄養,たん吸引等の業務
・利用者の受診対応
・感染症《新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス》
　報告のとりまとめ（12月～3月）

２． 医師の診療業務の補助に関すること
・嘱託医の回診介助（週１回）
・歯科検診介助（月１回）
・往診時の介助

３． 緊急時の応急処置に関すること
・処置
・受診対応

４． 静養室の管理に関すること
・医務室の清掃（毎日）
・自主検査チェックの実施（毎日）

５． 記録及び業務日誌の整備に関すること
・生活記録
・カーデックス記録
・業務日誌記録
・申し送り記録
・入居判定記録
・部署会議記録
・利用者インフルエンザ関係の書類の記録
・ショートステイ利用者の退所時連絡表の記録
・（必要時）ヒヤリハット、事故報告書の記入
・家族通信の記入（年２回）

６． 医薬品、治療用機材の出納及び保管に関すること
・衛生材料、医薬品等の発注（月１回）
・薬の受け取り（回診時の薬受け取りは週1回）、確認、管理
・配置薬の点検、補充（月１回）
・インフルエンザワクチンの発注、管理

７． 利用者の入退院時の業務に関すること
・看護サマリーの用意
・入、退院の付き添い
・看護サマリーの作成
・入院時（退院前）の状態確認
・入、退院時の申し送り業務

８． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること

９． 職員の健康管理に関すること
・インフルエンザの予防接種(年1回）
・感染症《インフルエンザ,ノロウイルス》報告のとりまとめ（12月～3月）

・食事前の盛り付け、配膳、食事介助、後片付け。食事チェック。
・バイタル測定、配薬、配薬後のチェック。軟膏塗布。湿布、ガーゼ貼付。

・利用者の皮膚状態の観察。胃ろう挿入部のガーゼ交換。異常時の看護への連絡。

・生活記録の記載、整理。
・業務日誌の作成、管理。

・栄養モニタリングの記入
・介護サービス計画書に基づくカンファレンスへの参加

・お茶の時間のお茶、お菓子の準備。日常会話。後片付け。
・離床介助、臥床介助。体位交換。ソファー、椅子への移乗介助。
・利用者の移動、移乗介助。移動の見守り。所在確認。

・パット交換時の利用者の皮膚状態の観察。患部洗浄とガーゼ交換、軟膏塗布。
・入浴準備と入浴後の清掃、消毒。
・入浴時の脱衣、着衣のお手伝い。洗身、洗髪、髭剃り。
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・緊急時の処置

１０． 職員（実習生含む）に対する看護技術の指導教育に関すること
１１． 施設内の衛生管理及びの徹底及び感染の防止に関すること

・医療廃棄物の管理
・機材の消毒及び滅菌、衛生材料の滅菌等

１２． その他、利用者の看護に関すること

生活支援課 １． 利用者の日常生活の支援に関すること
介護職員

・パット交換、トイレ誘導。パット交換のための清拭たたみと清拭絞り。

２． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること

３． 行事の企画・立案・実施に関すること
・行事の準備と起案書の作成。必要物品の購入。
・家族連絡。ボランティア様の手配、受け入れ。借用物品の借用書の作成。
・当日タイムスケジュールの作成、連絡。
・行事実施後の実施記録の作成。

４． リネン交換及び汚物処理に関すること

５． 記録及び業務日誌の整備に関すること

６． 利用者の所持品等の管理に関すること

７． 利用者の整容及び衛生に関すること
・利用者の皮膚状態の観察。胃ろう挿入部のガーゼ交換。異常時の看護への連絡。
・毎朝の洗面、離床時の整髪のお手伝い。食後のうがい、口腔清拭。

８． 入退去及び利用に関すること

９． 入退院及び外出、外泊に関すること

・注射、点滴、チューブ交換、ターミナルケア等

・離床介助、臥床介助。体位交換。ソファー、椅子への移乗介助。
・利用者の移動、移乗介助。移動の見守り。所在確認。
・就寝前の着替えの介助。消燈、点灯。巡回。室温、湿度管理。

・パット交換時の利用者の皮膚状態の観察。患部洗浄とガーゼ交換、軟膏塗布。
・排泄物の観察、排便回数の記録。
・座薬の挿入、下剤の服用介助と排便の確認、記録。

・食事前の盛り付け、配膳、食事介助、後片付け。食事チェック。
・バイタル測定、配薬、配薬後のチェック。軟膏塗布。湿布、ガーゼ貼付。
・経管栄養の準備、後片付け。経管チューブ交換、滴下管理。経管栄養終了の記録。
・経管スタンドの管理。経管栄養利用者の体位の確認と補正。
・お茶の時間のお茶、お菓子の準備。日常会話。後片付け。
・利用者の面会者へのお茶の準備。家族への利用者の近況報告。後片付け。

・介護サービス計画書に基づくカンファレンスとその記録作成。
・介護サービス計画書の説明の為の家族連絡。
・介護サービス計画書の内容の利用者本人、家族への説明と同意の有無の確認。
・家族の要望を聞き、家族面談表を作成する。
・介護サービス計画書の実施記録書の作成と日々の記録。
・栄養、機能訓練モニタリングの記入。

・入浴準備と入浴後の清掃、消毒。
・入浴時の脱衣、着衣のお手伝い。洗身、洗髪、髭剃り。
・入浴されない利用者の清拭準備、後片付け。清拭。
・利用者の皮膚状態の観察。胃ろう挿入部のガーゼ交換。異常時の看護への連絡。

・介護サービス計画書のモニタリング、アセスメント。
・介護サービス計画書の作成。

・業務日誌の作成、管理。

・利用者の衣類の整理。

・食後のうがい、経管栄養利用者の口腔清拭。食物残渣の確認。義歯洗浄。
・衛生物品の発注と管理。感染症対応の物品の準備、補充。
・利用者の洗濯。後片付け。利用者の衣類が汚れた際の衣類の消毒。

・入居の居室準備。情報に基づいた事前カンファレンスの施行。

・介護サービス計画書に関わる記録の整理。

・パット交換画の排泄物及び使用した清拭の処理。
・ポータブルトイレの洗浄、消毒。
・パット用品、消毒用物品、処理用物品の発注、管理。
・利用者のリネン交換。リネン交換後の後片付け。

・生活記録の記載、整理。

・入居後カンファレンスの施行。
・退去時の利用者のエンゼルケア。お見送り。
・退去時の利用者の私物の取りまとめ。退去後の振り返り。

・入退院時の準備。入院時の居室整備と利用者私物の取りまとめ。
・外出、外泊の家族連絡と調整。運転、添乗の手配。外出、外泊届の記載。
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職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容

１０． 居室内外の清掃、美化に関すること

１１． ボランティアの受入に関すること

１２． クラブ活動に関すること

１３． 実習生の受入及び指導教育に関すること

１４． その他、利用者の処遇に関すること

１５． 利用者の買い物の発注及び納品に関すること

ユニット １． 利用者の日常生活の支援に関すること
介護職員

２． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること

３． 行事の企画・立案・実施に関すること

４． リネン交換及び汚物処理に関すること

・利用者の居室内清掃。フロア内、寮母室内、食堂清掃。ゴミ集め及び処理。
・網戸清掃。中庭および施設周辺の草取り。
・行事、外出等の写真の装飾。

・ボランティアの受け入れ準備、日誌のコメント記入。
・たたみ物、喫茶ボランティア終了後の後片付け。

・クラブ活動の補助及び活動記録。

・送迎時の運転、添乗。

・フロア会議の参加。施設内外研修への参加。
・施設外研修の復命書の作成と研修内容の発表。
・避難訓練の実施。
・各居室の防火管理。

・利用者の必要物品の代替購入。

・バイタル測定、配薬、配薬後のチェック、軟膏塗布、湿布、ガーゼ貼付

・利用者のクラブ活動への案内。移動介助。

・実習生の受け入れ、指導。実習日誌のコメント記入。実習の環境整備。
・実習最終日の反省会の参加。評価の記入。
・他施設の研修生の受け入れ。最終日の振り返りの参加。研修記録のコメント。
・新人職員の指導。実習日誌のコメント記入と1ヶ月、3ヶ月面接への参加。

・各委員会活動。

・食事前の盛り付け、配膳、食事介助、後片付け。摂取量のチェック。
・キッチン内の衛生管理に関する事
・利用者の食生活の充実と楽しい食事の雰囲気作りの工夫に関する事
・お茶の時間に、お茶・お菓子の準備。日常会話。後片付け。
・利用者への面会者にお茶の準備。家族への近況報告。後片付け。
・入浴準備と入浴後の清掃・消毒。

・経管栄養の準備、後片付け。経管チューブ交換、滴下管理。経管栄養終了記録。
・経管スタンドの管理。経管栄養利用者の体位の確認と補正。
・調理業務に関する事
・食品衛生の徹底と食中毒の防止に関する事
・調理器具の管理保全に関する事
・利用者と一緒に調理の創意工夫に関する事

・トイレ誘導、パット交換を行い清潔保持に努める。
・排泄介助時に皮膚状態の観察と排便・排尿の観察と記録。
・フロア費の活用。

・利用者・家族の要望を聞き、介護サービス計画書を作成する。
・介護サービス計画書に基づくカンファレンスとその記録作成。
・介護サービス計画書のモニタリング、アセスメント。

・入浴時の着脱のお手伝い。洗身、洗髪、髭そり。
・入浴されない利用者の清拭準備、後片付け。清拭。
・利用者の皮膚状態の観察。胃ろう挿入部のガーゼ交換。異常時に看護へ報告。
・離床介助、起床介助。体位交換。移乗の介助。
・利用者の移動、移乗介助。移動の見守り。所在確認。
・就寝前の着替えの介助。消灯、点灯。巡回。室温・湿度管理。

・行事の企画と起案書の作成。準備と必要物品の購入。
・当日タイムスケジュールの作成、関係機関への連絡。
・家族連絡。ボランティアの手配、受け入れ。借用物品の借用書等の準備。
・行事実施後の実施記録の作成。

・パット交換後の排泄物及び、使用した清拭の処理。

・介護サービス計画書の説明の為、家族連絡し日程の調整。
・介護サービス計画書の内容について、利用者・家族へ説明と同意の確認。
・介護サービス計画書の実施記録の作成と日々の記録。
・栄養・機能訓練モニタリングの記入。
・家族の要望を聞き、家族面談表の作成。
・介護サービス計画書に関わる記録の整備。
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職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容

５． 記録及び業務日誌の整備に関すること

６． 利用者の所持品等の管理に関すること

７． 利用者の整容及び衛生に関すること

８． 入退去及び利用に関すること

９． 入退院及び外出、外泊に関すること

１０． 居室内外の清掃、美化に関すること

１１． ボランティアの受入に関すること

１２． クラブ活動に関すること

１３． 実習生の受入及び指導教育に関すること

１４． その他、利用者の処遇に関すること

１５． 利用者の買い物の発注及び納品に関すること

在宅支援課 １． 利用者の生活援助に関すること
通所介護 ・利用者の前日までの状況を確認し、介護業務に従事
介護職員 ・他職種と利用者の状況について情報交換をし、日常生活支援全般に従事

・ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの確認、測定の実施及び記録、情報の伝達
・食事で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・食事に関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・排泄で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・排泄に関して利用者に必要な自助具・使用物品・介護方法を専門職として提案・提供
・入浴で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・入浴に関して利用者に必要な自助具・入浴形態・介護方法を専門職として提案・提供
・口腔ケアに関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・口腔ケアで利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事

２． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること
・本人・家族の意向確認及び居宅ケアプランとのサービス実施状況の整合性の確認

・朝・夕の洗面、起床時の整髪の手伝い。
・利用者の皮膚状態の観察。胃ろう挿入部のガーゼ交換、異常時の看護へ報告。
・食後の口腔ケア、義歯洗浄。経管栄養利用者の口腔ケア。食事量の確認。
・利用者の衣類の洗濯、後片付け。汚染時の消毒。
・衛生物品の発注と管理。感染症対策の物品準備と補充。

・入居の居室準備。個人情報に基づき事前カンファレンスの施行。

・ポータブルトイレの洗浄・消毒。
・パット用品、消毒用物品、処理用物品の発注と管理。

・生活記録等の記載と管理。
・業務日誌の作成と管理。

・利用者の衣類の整理と整備。
・身の回り品の管理と家族への連絡。

・利用者の居室内清掃。フロア全体の清掃とゴミ集め及び処理。
・網戸掃除。フロア周辺の草取り。畳み干し。
・行事、外出時の写真の装飾。
・足湯の清掃・管理。

・ボランテｲアの受け入れ準備・後始末。
・ボランテｲア活動補助。

・入居後カンファレンスの開催。
・亡くなった場合はエンゼルケアとお見送り。
・退去時の利用者の私物の取りまとめ。退去の振り返り。

・入退院時の準備。入院中の居室整備と利用者の私物の取りまとめ。
・外出・外泊の家族連絡と調整。運転・添乗の手配。外出・外泊届の記載。
・送迎時の運転と添乗。

・フロア会議の参加。施設内外研修への参加。
・施設外研修の復命書の作成と研修内容の発表。
・各委員会活動。
・避難訓練の実施。
・フロア内・各居室の防火管理
・よろづの会の企画・運営。

・クラブ活動の補助と活動記録。
・利用者のクラブ活動への案内。移動介助。

・実習生の受け入れと指導・環境整備。実習日誌のコメント記入。
・新人職員の指導。実習日誌のコメント記入。１ヶ月・3ヶ月面接への参加。
・実習最終日の反省会参加、評価記入。
・他施設の研修生の受け入れ。最終日の振り返り参加。研修記録のコメント記入。

・利用者の必要物品の代理購入。

・通所介護・予防通所介護計画書のモニタリング、アセスメントの実施
・居宅ケアプランに基づいた暫定通所介護・予防通所介護計画書の作成
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・同上について、多職種連携により通所介護・予防通所介護計画書を立案

・通所介護・予防通所介護計画書の実施記録と日々の記録
３． 行事・レクリエーション活動・アクティビティ活動の企画・立案・実施に関すること

・行事の企画と起案書の作成及び必要物品の購入・借用
・利用者・家族への連絡。ボランティア様の手配、受け入れ。
・利用者の意向に沿った外出・レクリエーション活動・アクティビティ活動の実施
・行事実施後の実施記録の作成及び実施状況を部署で総括

4． 記録及び業務日誌に関すること
・利用者・家族からの連絡について記録
・利用者のサービス提供時の特記事項の状況・対応等について記録
・利用者のサービス提供時の活動・日常の生活に関する記録
・通所介護計画・予防通所介護計画書の実施記録

5． 送迎に関すること
・施設の運転見極め試験を受け、合格後にリフトバスの運行業務に従事
・送迎マニュアルに沿って業務を遂行

６． 苦情・意見に関すること
苦情・意見について受付対応・上司に報告

在宅支援課 １． 医療に関すること
通所介護 ・医療行為全般の業務の遂行
看護職員 ・利用者の状況に合わせた処置・他専門職への対応指示・助言

・利用者の急変時の対応・他専門職への対応指示・助言
・医療機関への上申や受診の対応

２． 利用者の生活援助に関すること
・利用者の前日までの状況を確認し、介護業務に従事
・他職種と利用者の状況について情報交換をし、日常生活支援全般に従事
・ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの確認、測定の実施及び記録、情報の伝達
・食事で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・食事に関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・排泄で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・排泄に関して利用者に必要な自助具・使用物品・介護方法を専門職として提案・提供
・入浴で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・入浴に関して利用者に必要な自助具・入浴形態・介護方法を専門職として提案・提供
・口腔ケアに関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・口腔ケアで利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事

３． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること
・本人・家族の意向確認及び居宅ケアプランとのサービス実施状況の整合性の確認

・同上について、他職種連携により通所介護・予防通所介護計画書を立案

・通所介護・予防通所介護計画書の実施記録と日々の記録
4． 行事・レクリエーション活動・アクティビティ活動の企画・立案・実施に関すること

・行事の企画と起案書の作成及び必要物品の購入・借用
・利用者・家族への連絡。ボランティア様の手配、受け入れ。
・利用者の意向に沿った外出・レクリエーション活動・アクティビティ活動の実施
・行事実施後の実施記録の作成及び実施状況を部署で総括

５． 記録及び業務日誌に関すること
・利用者・家族からの連絡について記録
・利用者のサービス提供時の特記事項の状況・対応等について記録
・利用者のサービス提供時の活動・日常の生活に関する記録
・通所介護計画・予防通所介護計画書の実施記録

６． 送迎に関すること
・施設の運転見極め試験を受け、合格後にリフトバスの運行業務に従事
・送迎マニュアルに沿って業務を遂行

７． 苦情・意見に関すること
苦情・意見について受付対応・上司に報告

生活支援課 １． 利用者の生活援助に関すること
短期入所 ・利用者の前日までの状況を確認し、介護業務に従事
介護職員 ・他職種と利用者の状況について情報交換をし、日常生活支援全般に従事

・ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの確認、測定の実施及び記録、情報の伝達
・食事で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・食事に関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・排泄で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事

・通所介護・予防通所介護計画書の本人・家族への説明

・通所介護・予防通所介護計画書の本人・家族への説明

・通所介護・予防通所介護計画書のモニタリング、アセスメントの実施
・居宅ケアプランに基づいた暫定通所介護・予防通所介護計画書の作成
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・排泄に関して利用者に必要な自助具・使用物品・介護方法を専門職として提案・提供
・入浴で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・入浴に関して利用者に必要な自助具・入浴形態・介護方法を専門職として提案・提供
・口腔ケアに関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・口腔ケアで利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事

２． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること
・本人・家族の意向確認及び居宅ケアプランとのサービス実施状況の整合性の確認

・同上について、他職種連携により介護サービス計画書を立案

・介護サービス計画書の実施記録と日々の記録
３． 行事・レクリエーション活動・アクティビティ活動の企画・立案・実施に関すること

・行事の企画と起案書の作成及び必要物品の購入・借用
・利用者・家族への連絡。ボランティア様の手配、受け入れ。
・利用者の意向に沿った外出・レクリエーション活動・アクティビティ活動の実施
・行事実施後の実施記録の作成及び実施状況を部署で総括

4． 記録及び業務日誌に関すること
・利用者・家族からの連絡について記録
・利用者のサービス提供時の特記事項の状況・対応等について記録
・利用者のサービス提供時の活動・日常の生活に関する記録
・通所介護計画・予防通所介護計画書の実施記録

５． 送迎に関すること
・施設の運転見極め試験を受け、合格後にリフトバスの運行業務に従事
・送迎マニュアルに沿って業務を遂行

６． 苦情・意見に関すること
苦情・意見について受付対応・上司に報告

７． 夜勤に関すること
短期入所職員は夜勤業務に従事する

生活支援課 １． 利用者の保健及び健康の管理に関すること
短期入所 ・利用者の健康状態の把握
看護職員 ・医務室内申し送り（毎日）

・利用者の健康診断(年２回）
・利用者のインフルエンザ・新型コロナウイルスの予防接種(年1回）
・利用者の経管栄養,たん吸引等の業務
・利用者の受診対応
・感染症《新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス》
　報告のとりまとめ（12月～3月）

２． 医師の診療業務の補助に関すること
・嘱託医の回診介助（週１回）
・歯科検診介助（月１回）
・往診時の介助

３． 緊急時の応急処置に関すること
・処置
・受診対応

４． 静養室の管理に関すること
・医務室の清掃（毎日）
・自主検査チェックの実施（毎日）

５． 記録及び業務日誌の整備に関すること
・生活記録
・カーデックス記録
・業務日誌記録
・申し送り記録
・入所判定記録
・部署会議記録
・利用者インフルエンザ関係の書類の記録
・ショートステイ利用者の退所時連絡表の記録
・（必要時）ヒヤリハット、事故報告書の記入
・家族通信の記入（年２回）

６． 医薬品、治療用機材の出納及び保管に関すること
・衛生材料、医薬品等の発注（月１回）
・薬の受け取り（回診時の薬受け取りは週1回）、確認、管理
・配置薬の点検、補充（月１回）
・インフルエンザワクチン・新型コロナウイルスワクチンの発注、管理

・介護サービス計画書のモニタリング、アセスメントの実施
・居宅ケアプランに基づいた暫定介護サービス計画書の作成

・介護サービス計画書の本人・家族への説明
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７． 利用者の入退院時の業務に関すること

・看護サマリーの用意
・入、退院の付き添い
・看護サマリーの作成
・入院時（退院前）の状態確認
・入退院時の申し送り業務

８． 介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること

９． 職員の健康管理に関すること
・インフルエンザ・新型コロナウイルスの予防接種(年1回）

・緊急時の処置
１０． 職員（実習生含む）に対する看護技術の指導教育に関すること
１１． 施設内の衛生管理及びの徹底及び感染の防止に関すること

・医療廃棄物の管理
・機材の消毒及び滅菌、衛生材料の滅菌等

１２． その他、利用者の看護に関すること

リハビリ １． 理学、作業、言語療法や訓練に関すること
機能訓練指導員 ・利用者の身体機能の状態を適切に評価し理学療法訓練の立案。

・利用者の日常生活の状態を適切に評価し作業療法訓練の立案。
・利用者の口腔/嚥下の状態を適切に評価し言語療法訓練の立案。

２． 個別のリハビリメニュー作成及び実施に関すること
・自立支援/他職種共同に基づいた個別機能訓練計画書を作成、立案し実行。
・適切にアセスメントを実行し計画書に反映する。
・適切にモニタリングを実行し計画書に反映する。

３． クラブ活動、レクリエーションに関すること
・ボランティア活動含む連絡、調整、準備、企画、立案し実行する。

４． 機能訓練、レクリエーション等用具や自助具選定、購入、制作に関すること
・レク道具の製作/準備、ご利用者の生活に関する自助具の選定、シーティング
　の選定/製作。

５． 利用者の身体機能の維持、向上に関すること
・利用者の機能状態に応じた移動手段、歩行補助具の選定、移乗動作、ポジ
　ショニング指導を行う。
・利用者の食事場面で誤嚥に留意し安全に摂食、食事介助を行う。
・利用者の排泄場面で排泄介助や排泄動作を援助したり、能力を引き出すよう
　関わる。
・利用者の衣類の着脱場面で援助したり、自立できるように能力を引き出す
　関りを行う。
・利用者の入浴場面で適切な入浴方法や入浴動作を援助する。

６． 職員（実習生含む）の機能訓練、レクリエーションの技術指導に関すること
・新人、実習生に機能訓練及びレクリエーションの技術指導を行う。

７． 機能訓練室の環境及び、用具等の管理、整理/整頓に関すること
・機能訓練室の環境、レクリエーション道具の整理/整頓を行う。

８． 介護予防事業等の受託及び地域活動の参加に関わること
・市町村からの委託事業（介護予防事業等）の管理、運営を行う。
・地域活動にも積極的に参加する。

９． その他、利用者の処遇に関すること
・利用者の生活関連動作（買い物等）にも援助を行う。

管理課 1． 部署の日常業務の決定に関すること
厨房リーダー

2．

３． 部署の仕事の質の向上に関すること
・内部、外部研修への参加。

４． 部署職員の指導、研修に関すること
・業務に必要な知識・技術の指導・育成

５． 部署の職員の勤務の決定に関すること

・栄養モニタリングの記入
・介護サービス計画書に基づくカンファレンスへの参加

・感染症《インフルエンザ,新型コロナウイルス、ノロウイルス》報告のとりまとめ（12月～3月）

・新人職員1ヶ月、3ヶ月面接の実施。
・人事考課の評価。
・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成。

・注射、点滴、チューブ交換、ターミナルケア等

・部署会議の開催。
配食サービス・運転業務に関すること
・運転中のトラブルに対する指示・助言。
・悪天候時に運転する際の安全策の検討・指示。

・必須研修のへ出席状況の把握。
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６． 業務計画の樹立に関すること

７． 行事の企画立案に関すること

８． 記録及び業務日誌等の整備に関すること

９． 施設設備の管理及び営繕に関すること
１０． 施設内外の清掃、美化に関すること
１１． 実習生の受入及び指導教育に関すること
１２． 物品の請求及び保管管理に関すること
１３． その他、利用者の処遇に関すること

１４． 部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること

３． 部署のケアの質(仕事の質）の向上に関すること
１５．

管理課 1．
管理栄養士
　　兼調理員

2．

・一般食の作成→糖尿病1200ｋｃａｌ食、塩分6ｇ制限食、腎臓病食への献立展開
・実施献立の給与栄養量把握
・月間予定献立表・週間予定献立表の作成と配布
・献立の栄養素表示

3．

・納品食材の検収
・納品食材に不具合が生じた場合の早期適切な対応

・非常用食材の在庫・購入管理
4． 利用者の栄養マネジメントに関すること

・入所されている利用者について以下のプロセスに基づき栄養管理を行う
■栄養スクリーニング（３ヶ月に１回）
■栄養アセスメント
■栄養ケア計画
■多職種による栄養ケア
（口腔ケア、摂食・嚥下・リハ、服薬指導など）
■栄養ケア計画の実施・チェック
■モニタリング（低リスク…1回／3か月、中リスク…月1回、高リスク…1回／2週間）
■評価
■サービスの評価・継続的な品質改善
・カンファレンス・サービス担当者会議への参加
・栄養相談

5． 厨房、およびフロアの衛生管理・食中毒の防止に関すること
・調理器具等の消毒・衛生管理を徹底
・調理職員の健康管理を万全にし、個人衛生点検表や細菌検査等を実施する。
・調理従事者への検便の実施と検査結果管理
・調理従事者の更なる衛生知識の向上を図り、食中毒防止に努める。
・各フロア衛生チェック（1回／月）→現場リーダーへの提言

6． 食数請求に関わること
・食数打ち込み（ＤＳ桜井・ＳＳ）
・食数照合（ＤＳ桜井・ＳＳ・職員食・夜勤食）月末・毎月1日

・勤務表の作成。
・時間外命令、勤務変更、年休の決裁。

・運営ケア計画のとりまとめと作成。

・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成。

・文書の配布と取りまとめ。
・指摘事項の改善。
・部署での検討要綱についての報告。

・フロア会議、日々のミーティングの開催。
苦情・意見について対応・指示・上司へ報告

・起案書の決裁。

・記録の決裁。

・厨房内の防火管理。

・実習生の担当者の人選。実習生の当日担当者の人選。

・運営会議、入所判定会議への参加。
・人事考課の評価。

・献立に基づいた食材発注

・使用食材の定期的な業者見積もり合わせ
・業者との年度契約（毎年4月1日付）
・使用原材料微生物検査結果の管理（毎年1回）

給与栄養目標量設定に関すること
・利用者の身体状況・アセスメント結果より施設の給与栄養目標量を設定
・食品構成表作成
献立作成に関すること
・給与栄養目標量に基づき栄養バランスの取れた献立作成を行う。利用者の嗜好を十分に考慮し、季節感や利用者の嗜好に配慮する

食材料の購入及び検収、保管及び出納に関すること
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7． 食材料費請求に関わること
・各業者請求書と伝票照合（毎月9日〆切）

8． 配達に関わること
・弥彦地区

9． 配食ボランティア（弥彦）との連携に関わること
10． 給食関係帳簿の整理保管に関すること

・衛生日誌、給食業務日誌、検食簿、発注書等の整理保管・決済
11． 給食に係る関係部署との連絡調整に関すること
12． 施設全体での給食運営管理に関すること

・他部門食事に関する評価・見直し（サービス向上委員会内）
13． 嗜好調査の実施

・嗜好調査実施、統計、分析等（毎年1回／食事環境整備委員会との協働）
14． 行政機関（保健所）への対応

・給食実施状況報告書の提出（1回／年）
・保健所実地指導への対応と指摘事項の改善

15． 利用者に適合する調理の創意工夫に関すること
・部署内での嚥下調整食の技術向上指導・話し合い

16． 利用者の食生活の充実と楽しい食事の雰囲気づくりの工夫に関すること
17． 季節行事に関すること

・秋祭りにおける検便の実施及び衛生管理指導
・関係者との連絡調整

18． 喫茶運営に関わること
19． 検食会開催に関すること

・検食会（必要時）
20． 職員食に関わること

・食数の把握と実施
21． 実習生の受入及び指導教育に関すること
22． 調理業務に関わること（調理員業務分掌参照）
23． その他、給食調理に関すること

調　理　員 １． 食品衛生の徹底及び中毒の防止に関すること
・大量調理マニュアルに基づいた調理器具等の消毒・衛生管理を徹底
・健康管理を万全にし、個人衛生点検表や細菌検査等を実施する。
・手洗いの励行
・各衛生関連帳簿類への記入
・更なる衛生知識の向上

２． 仕込み業務に関すること
・切りもの
・冷凍、乾物の計量（材料出し）

３． 調理業務に関すること
・調理
・調味料計量
・米の計量およびセット
・水分ゼリー盛り付け

４． 食器洗浄に関わること
５． 厨房器具の管理保管に関すること

・調理用具の清潔、整理整頓
６． 配膳車消毒・整備に関すること
７．

８．
９． 食事の盛り付け及び配膳に関すること

・各食形態別に確認の上配膳
・食札準備・食数の確認
・禁食の有無確認
・入退所の確認

１０． 利用者に適合する調理の創意工夫に関すること
・嚥下機能や咀嚼機能の低下・重度化に合わせ嚥下調整食やきざみかたの工夫を行う。
・部署内での嚥下調整食の技術向上指導・話し合い

１１． 利用者の食生活の充実と楽しい食事の雰囲気づくりの工夫に関すること
１２． 職員食に関わること

・食数の把握と実施

・食費請求（ＤＳ桜井・ＳＳ・職員食・夜勤食）毎月1日

厨房内清掃に関わること
・周り拭き（ジア消毒）
・床清掃（ジア消毒）
・グリストップ清掃
食器の管理保管、整理整頓に関すること。
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１３． 各業務日誌への記入

・衛生日誌、給食業務日誌、検食簿
14． 季節行事に関すること

・秋祭り等における検便の実施及び衛生管理指導
・関係者との連絡調整

15． 利用者との関わり・フロアとの連携
・おやつ作りの計画と実施（各フロア/調理員主体）

16． 配食サービス（弥彦地区）配達に関わること
17． 喫茶運営に関わること
18． その他、給食調理に関すること

管　理　課 １． 施設設備の管理及び営繕に関すること
施 設 管 理

   確認及び結果報告
２． 施設内外の環境整備及び清掃美化に関すること

３． 車両の運転業務及び運転の管理、指導に関すること

４． 運転日誌の記録整備に関すること

５． 車両の点検整備及び管理に関すること

６． その他、利用者の支援及び送迎に関すること

７．

運転員兼介助員 １．

２．

・各設備の作業点検を行う業者契約に関すること

・施設整備に関すること
　現状の確認、整備作業の実施、作業後の後片付け
・その他の施設修理に関すること
　現状の確認、点検調査及び部品の発注伺い、修理の実施、
　修理が不可の時、業者依頼の伺い、日程調整、修理作業の実施、終了後の

・日程調整、施設内の周知、作業の実施、終了後の確認及び結果報告

   見積書の依頼、内容検討、伺い
　契約書の依頼、内容確認、取り交し伺い、取り交し
・各設備を業者が行う作業点検に関すること
　日程の調整、施設内の周知、作業の実施、終了後の確認及び結果報告
・各設備の自主点検に関すること
　点検の実施、修理補修及び調整整備、結果内容の報告

　毎日の車両を送迎等で使用した時に記録する

・各車両を業者が行う作業点検及び修理等に関すること
　日程の調整、施設内の周知、作業の実施、終了後の確認及び結果報告
・各車両の夏､冬時期タイヤ交換の及び修理等に関すること
　日程の調整、施設内の周知、作業の実施、終了後の確認及び結果報告

・入居者及び利用者の受診、外出、外泊等に関すること

・朝礼で安全運転の情報及び周知の徹底、各車両の始業点検及び終了後の洗車、
　車両の故障及び事故等の処理と報告の提出、運転日誌の記録
・車両を車庫からの出し入れ等に関すること
　一ヶ月ごとに当番表の作成、関係者に配布、実施
・送迎車両を運転等に関すること
　一週間ごとに当番表の作成、関係者に配布、事前に送迎ルートの確認、送迎の実施

　公休希望及び宿直の出来ない日の希望を取る、勤務表及び他事業所の宿直表の作成、
　上司へ提出、関係部署及び他事業所へ配布
・運転員兼介助員及び介助員等に関すること
　運転の事故防止及び作業等の指導と確認
車両及び入居者及び利用者の受診、外出、外泊等に関すること

　送迎の依頼、車両及び運転者の調整、事前に送迎ルートの確認、送迎の実施、
　運転日誌の記録
・外出支援に関すること
　役場から依頼書が届く、車両及び運転者と送迎の調整、前日に在宅者へ事前連絡、
　送迎の実施、運転日誌の記録、送迎の終了確認
勤務表及び勤務職員に関すること

・各車両の夏､冬時期タイヤ交換等に関すること
　日程調整後の作業の実施、終了後の確認及び結果報告
施設内の清掃作業等に関すること
　絆の廊下等を清掃作業、エアコン及び換気扇等の清掃、外回りの除草剤等の散布

　車庫より車両の出し入れ
　送迎車両の始業点検及び準備、事前に送迎ルートの確認、送迎の実施、
　運転日誌の記録、送迎の終了後の洗車
・外出支援に関すること
　一週間の送迎表の確認、、送迎車両の始業点検及び準備、事前に在宅者の送迎ルート
　の確認、送迎の実施、運転日誌の記録、送迎の終了確認

－ 109－



職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容
介助員 １．

　各部署から洗濯物が集まる、洗濯する、乾燥する、畳むで各部署に分ける、

２．

３．

事務リーダー １． 部署職員の指導、研修に関すること
・業務に必要な知識・技術の指導・育成

２． 部署の職員の勤務の決定に関すること

３． 施設設備の管理及び営繕に関すること
４． 施設内外の清掃、美化に関すること
５． 部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること

６．
７． 日常的な経理業務に関すること

・日々の入金処理
・利用料の振替処理
・医療費等の出金処理
・フロア費の処理
・小口現金の処理
・ＧＨ食費の精算
・納品書、請求書の突合チェック
・喫茶の収支確認
・寄附金の処理
・祝儀、香典の準備

８． 申請及び届出に関すること
・補助金にかかわる申請・届出に関すること

９． 職員の服務に関すること
・職員の勤務・休暇・諸手当及び慶弔対応に関すること
・産休、育休、介護休業、療養休暇等に関すること
・労災事故に関すること
・職員の健康診断に関すること
・その他職員の処遇及び服務・福利厚生に関すること

１０． その他

施設事務員 １． 請求業務に関すること
・他事業実績チェック
・国保連へデータ伝送
・法人減免・負担限度額証の確認
・請求書・領収書作成
・利用料口座請求依頼
・請求付属資料作成
・外部監査資料（稼働率関係）
・請求書発送作業

施設内の洗濯等に関すること

　各部署へ運ぶ、個々のタンスへ収納する

　テーブル及び床の清掃
　ひまわり、あさがお、の食事後の食器片付け
　なでしこ、ひまわり、あさがお、のごみ集めとごみ捨て（毎日）
施設内の清掃に関すること
　毎日、なでしこ、ひまわり、あさがおの廊下や居室の床の清掃作業、作業終了後の後片付け
　使用したモップを汚物室で洗濯をし、洗濯室に干す

　洗濯後破れ物及びその他の傷んだ物については補修する
　洗濯物等に名前が付いていない物には付ける
　ミシンや手縫い等で台ふき及び雑巾等を作る
　汚物室にある汚れた履物等の手洗いで洗濯する、干して乾燥する、各部署へ渡す
食事に関すること
　なでしこ食堂の手伝いをする、食事介助以外の見守り、食後の後片付け、

・人事考課の評価。
・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成。

・勤務表の作成。
・時間外命令、勤務変更、年休の決裁。

・文書の配布と取りまとめ。
・指摘事項の改善。

・必須研修のへ出席状況の把握。
・新人職員1ヶ月、3ヶ月面接の実施。

・部署での検討要綱についての報告。
苦情・意見について対応・指示・上司へ報告

・運営会議への参加。
・人事考課の評価。
・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成。
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職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容
・収入内訳作成　介護請求資料チェック

２． その他請求及び精算に関すること
○法人減免請求事務に関すること
・請求資料作成（法人取りまとめ）
・概算申請・申請作成、請求
○配食サービス請求事務に関すること
・燕市、弥彦村請求書作成
・システム実績入力
・請求書・領収書作成
・利用料口座請求依頼
・請求書発送作業
○外出支援請求事務に関すること
・弥彦村請求書作成

３． 施設の庶務全般に関すること
・窓口業務、庶務全般（電話、来客対応等）
・年賀状の手配、作成
・利用者の送迎添乗、見守り
・利用者の薬を医療機関に取りに行く
・採用者・退職者に伴う整備
・採用・異動等掲示物作成
・稼動会議用資料作成
・予定表作成、更新
・私的契約利用請求
・短期入所管理表作成
・体験利用者食事代領収書発行
・ショート入退所チェック（お渡し・お預かり）
・家族協力会会費領収書発行

４． 職員の出張及び旅費に関すること　
・申込み
・チケット手配
・参加費出金依頼
・研修費、交通費一覧作成
・事業報告作成

５． 文章の収受及び発送に関すること
・FAX・メールチェック・受付・振り分け・綴り

６． 一般物品の購入並びに物品管理に関すること
・月次消耗品発注（20日〆切）・納品確認
・ゴム印・名刺・封筒
・お中元・お歳暮
・年末年始品
・在庫管理・物品整理

７． その他、他の担当に属さない業務に関すること
地域包括 １． 部署の職員の勤務に関すること

支援センター ・勤務表の作成
（管理者） ・時間外命令簿、勤務変更、年休簿の決裁

2． 部署の業務、事業の管理に関すること
・運営ケア計画の作成
・事業計画の作成、業務分掌の立案
・事業内容に関する弥彦村との協議・相談
・部署会議の開催
・法令及び基準遵守の為の必要な指示・対応
・業務に関する把握、調整
・研修会、会議の参加調整
・村への報告事項の取りまとめ、報告、相談
・各種調査への対応

３． 起案、日誌、記録についての決裁
4． 苦情及び意見についての対応、指示、上司への報告
5． 施設の管理に関すること

・施設内設備、備品等の管理に関する弥彦村への報告、相談
・防火管理及び自主検査チェック表等の確認

６． 物品の請求及び保管管理に関すること
7． その他、部署の運営に関すること
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職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容
・内部監査への対応
・運営会議、他必要な会議への参加

8． 部署の取りまとめ、報告、連絡、相談に関すること
・文書の配布と取りまとめ
・指摘事項の改善
・部署での検討要綱についての報告。

地域包括 １． 高齢者や家族に対する総合相談支援業務に関すること
支援センター ２． 短期集中予防サービス事業、地域リハビリテーション活動支援事業に関すること
（作業療法士） ・短期集中予防サービス事業「健幸アップ教室」の運営に関すること、

　「健幸アップ訪問」の運営に関すること
・地域リハビリテーション活動支援業務に関すること

3． 指定介護予防支援業務に関すること
4． 多職種協同による地域包括支援ネットワークに関すること

・地域ケア会議の開催、地域の社会資源の把握等
5． 在宅高齢者の調査、把握等に関すること
6． センターの広報活動に関すること
7． 弥彦村への活動報告、村からの調査依頼に関すること
8． 個別支援記録の整備に関すること
9． 実習生の受入及び指導教育に関すること
１0． その他、ソーシャルワークに関すること

地域包括 １． 高齢者や家族に対する総合相談支援業務に関すること
支援センター ２． 高齢者の権利擁護事業に関すること
（社会福祉士・ ・成年後見制度の活用、消費者被害の防止、虐待が疑われる事例の相談、
・介護支援専門員） 　認知症に関する啓発活動等

３． 包括的及び継続的ケアマネジメント支援事業に関すること
・介護支援専門員からの相談受理、ネットワーク構築の支援等

4． 指定介護予防支援業務に関すること
5． 多職種協同による地域包括支援ネットワークに関すること

・地域ケア会議の開催、地域の社会資源の把握等
6． 在宅高齢者の調査、把握等に関すること
7． センターの広報活動に関すること
8． 弥彦村への活動報告、村からの調査依頼に関すること
9． 個別支援記録の整備に関すること
１0． 実習生の受入及び指導教育に関すること
１１． その他、ソーシャルワークに関すること

地域包括 １． 高齢者や家族に対する総合相談支援業務に関すること
支援センター 2． 介護予防ケアマネジメント業務に関すること
（保健師・ ・二次予防事業対象者の実態把握、介護予防ケアマネジメントの実施

主任介護支援 ３． 包括的及び継続的ケアマネジメント支援事業に関すること
専門員） ・介護支援専門員からの相談受理、ネットワーク構築の支援等

4． 指定介護予防業務に関すること
5． 多職種協同による地域包括支援ネットワークに関すること

・地域ケア会議の実施、地域の社会資源の把握等
６． 在宅高齢者の調査、把握等に関すること
7． センターの広報活動に関すること
8． 個別支援記録の整備に関すること
9． 実習生の受入及び指導教育に関すること
10． 物品の請求及び保管管理に関すること
１1． その他、ソーシャルワークに関すること

居宅支援事業所 １． 部署の職員の勤務に関すること
主任・管理者 ・勤務表の作成

・時間外命令、勤務変更、年休の決済
２． 部署のケアマネジメントの質の向上に関すること

・運営ケア計画の作成
・部署会議、事例検討会の開催
・法令及び基準遵守の為の必要な指示・対応

３． 業務に関する把握・調整・対応
・居宅介護支援依頼に係る調整、担当者の決定
・認定調査の担当者決定
・研修、会議参加者の調整
・市町村への報告事項取りまとめ
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・各種調査への対応

４． 起案、日誌、記録についての決済
５． 苦情及び意見についての対応・指示・上司へ報告
６． 施設整備の管理及び営繕に関すること

・防火管理及び自主検査チェック表等の確認
７． 施設内外の清掃、美化に関すること
８． 物品の請求及び保管管理に関すること
９． その他、部署の運営に関すること

・内部運営指導への対応
・運営会議、稼働会議、他必要な会議への参加

１０． 部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること

１１．
１２．

介護支援専門員 １． 在宅要介護者の相談業務に関すること
（居　宅） ・相談者の話を十分に聞き、受容し、相談内容を的確に把握

・要介護認定や介護保険制度の説明
・介護給付対象外の場合、適切な相談窓口への紹介
・病院や施設等との連携、情報交換
・行政や地域包括支援センターとの連携、情報交換
・重要事項説明書の交付、居宅介護支援の契約
・要支援認定者に対する介護予防支援の受託
・介護保険関係書類の提出代行
・高齢者福祉サービスの紹介、手続き及び申請書類提出代行

２． 要介護者の課題分析とサービスとニーズの把握に関すること
・包括的自立支援プログラムのアセスメントツールを活用し、アセスメントを実施
・要支援認定者等の場合、基本チェックリスト等も活用し、アセスメントを実施
・介護認定審査会資料や主治医意見書を用い、情報を整理

３． サービス担当者会議の主宰及び運営に関すること
・居宅サービス計画原案を作成
・要支援認定者の場合、介護予防サービス・支援計画書原案を作成
・会議の開催について利用者の同意を得る
・会議参加者、日時、時間、場所を調整

・会議録の作成
４． 居宅サービス計画とサービス提供の調整に関すること

・居宅サービス計画を作成し、利用者の同意を得、交付（要支援認定者も同様）
・居宅サービス計画をサービス提供事業所に交付（要支援認定者も同様）
・住宅改修が必要な利用者へ、改修の理由書作成
・福祉用具購入・貸与を検討する場合は、福祉用具専門相談員へも意見を求める
・各サービスの介護計画が居宅サービス計画の目標に沿っているか確認
・必要に応じたサービス利用日時の調整
・サービス利用票及び別表を利用者へ確認、交付

５． 居宅サービス計画の継続的な管理と再評価に関すること
・最低月に1度は利用者宅を訪問し、モニタリングを実施
・要支援認定者の場合、地域包括支援センターへ評価実施経過を報告
・サービス担当者から情報を収集、情報交換
・変化があった場合の再アセスメント実施
・必要に応じ、居宅サービス計画を修正

６． 居宅サービス計画に関すること
・サービス事業所へ提供票及び別表を送付
・事業所から送付された実績を確認し、給付管理業務を適正に実施
・一連のケアマネジメント業務について記録、保管
・個人情報保護の遵守
・苦情、意見について受付対応、上司への報告

７． 市町村より委託を受けた認定調査に関すること
・市町村より依頼のあった認定調査を実施及び市町村へ提出

８． 保健・福祉・医療等の各種サービスの情報収集及び提供に関すること
・入退院時における情報提供及び収集
・市町村や地域包括支援センターが開催する各種研修、会議への参加
・他団体が開催する研修等への参加
・障害福祉サービスや生活保護等の他制度の活用

・文書の配布と取りまとめ
・指摘事項の改善
・部署での検討要綱についての報告
苦情・意見について対応・指示・上司へ報告

・多様な専門的立場から議論し、目標の共有、役割の明確化が図れるよう会議の司会・進行を実施

法人内居宅介護支援事業所の連携・情報共有・指導・助言

－ 113－



職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容
・フォーマルな社会資源及びインフォーマルな社会資源の把握・活用

９． 物品の請求及び保管管理に関すること
介護支援専門員 １． 要介護者の課題分析とニーズとケアの把握に関すること
（　施　設　）

＊ケアプラン
　担当職員含む

２． サービス担当者会議の主宰及び運営等に関すること

３． 介護サービス計画に関すること

４． 介護サービス計画に応じたサービス提供の調整に関すること

５． 介護サービス計画の継続的な管理と再評価に関すること

６． 介護支援サービスの記録の整備と保管管理に関すること

７． 市町村の委託を受けた認定調査に関すること

８． 要介護認定の申請代行や認定期間の管理に関すること

GHこいて １．
ホーム長 ２．

３．
４．

５．
６．

７．
８．
９．
10．
11． 部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること

12．

・ケアプランの新規作成･更新時、要介護認定更新・変更時にサービス担当者会
　議の開催と会議録の作成
・ご本人、ご家族への会議参加要請
・各職種間との情報の共有

・介護サービス計画書に関して、当法人が採用している「ライフサポートワー
　ク」の内容を理解し作成する

・アセスメントツールに関して、当法人が採用している「センター方式シート」
　の内容を理解し、作成する
・ご利用者が現在おかれている問題状況を把握し、ご利用者の希望や思いを尊
　重した生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を導き出す
・ご利用者個々の生活領域（食事、排泄、入浴、移動、身だしなみ、大切な想
　い等）を理解し、ケアに反映する

・ご本人、ご家族への介護サービス計画書の内容説明、同意署名の確認と交付

・多様性のある生活サービスの提供を行う
・施設内だけではなく、ご利用者・ご家族がこれまで生活してきた場所を含め
　たサービスを提供する

・介護サービス計画書全般に関して、期日管理を行う
・介護サービス計画の提供状況を確認する、介護経過サービス実践記録表の作

・尊厳の保持、自立した日常生活支援、生活機能の維持向上ができるような
　計画を作成する
・導き出した生活全般の解決すべき課題（ニーズ）より、ご利用者の「意欲」
　や「可能性」を表現する
・ご利用者の望む生活像を明らかにし、実現可能な「長期目標」と「短期目標」
　を立案する

・認定調査の方法や選択基準等を十分理解し、面接技術等の向上に努める
・認定調査に関連して知り得た個人の情報に関しての守秘義務の保持

・ご利用者・ご家族の依頼による、要介護認定の申請代行を行う
・要介護認定期間の期日管理
所属職員を監督すること。
関係機関との連絡、調整を行うこと。

　成と管理
・介護サービス計画が当初の計画通りに達成されたのか、モニタリングを行う
・モニタリングにより、ご利用者の生活が変化し、新たなニーズが発生してい
　ないか再評価する

・介護サービス計画全般における記録の整備と２年間の保管義務

・全国一律の基準に基づき、公平公正で客観的かつ正確に行う

・日常の防火管理を行う。
・防災機器の点検を行う。
・消防署への連絡等を行う。
利用者のケア方針の決定に関すること。
実習生の受け入れ及び、指導に関すること。
ご利用者の預かり金等に関すること。

緊急時の対応を行うこと。
適切に事業を実施できるように総括すること。
・勤務表の作成を行う。
相談・苦情を受けること。
防火管理に関すること
・年3回の避難訓練の実施

請求業務に関すること。

・文書の配布と取りまとめ。
・指摘事項の改善。
・部署での検討要綱についての報告。
苦情・意見について対応・指示・上司へ報告
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職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容
GHこいて １．

計画作成担当者 ２．

3．

４．
５．

GHこいて １．
介護職員

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

小規模多機能
ホーム １．
管理者 ２．

３．

4.

5.
6.
7.
8.
9.

適切なサービスが提供されるよう、介護計画を策定し管理・評価を行うこと。
・３ヶ月に一度、モニタリングを行い、ご利用者のニーズに合った介護計画を作成する。
入居待機者の意向・状況の確認
・年３回の入居判定会議を行う。
毎月の居宅サービス計画のモニタリングに関すること。
村からの委託を受けた認定調査に関すること。

利用者及び身元引受人又は、法定代理人の必要な相談に応じること。

・利用者の体調不良や事故発生時に看護師への連絡を行い必要な処置を行う。
・利用者の皮膚の状態等の健康管理を行う。
・入浴の準備と入浴後の片付け、消毒を行う。
・入浴時の衣服の着脱、洗身等の手伝いを行う。
・就寝起床時の手伝い、様子観察、寝返りの手伝い、室温管理を行う。
・トイレの手伝いを行う。

利用者の日常生活の支援に関すること。
・利用者と一緒に調理を行う（買い物、献立つくり、片付け）。
・食品の衛生管理と食中毒の防止を行う。
・台所の衛生管理を行う。
・利用者と一緒に洗濯を行う（干し、たたみ）。
・バイタル測定、配薬、配薬後の確認、軟膏塗布当を行う。

・計画作成担当者と連携を図り、通所利用状況又は、様子の報告を行う。
行事の企画・立案・実施に関すること。
・行事の企画の立案と起案の作成、準備を行う。
・家族や関係職種への連絡を行う。
・行事実施後に、行事実施記録を作成を行う。
清掃、汚物処理に関すること。

・利用者と一緒に衣替えを行う。
介護計画の実施・記録・評価に関すること。
・利用者・家族の要望を聞き、介護計画の作成を行う。
・介護計画に基づくカンファレンスとその記録の作成を行う。

利用者の整容に関すること。
・起床時や外出時等に、整髪のお手伝いを行う。
・馴染みの利美容室に出かける手伝いを行う。
外出・外泊時のお手伝いに関すること。
・必要時、送迎のお手伝いを行う。
・家族への連絡・調整を行う。

・利用者と一緒に、居室の清掃を行う。
・ポータブルトイレの消毒、清掃を行う。
・パット類、消臭剤等の管理を行う。
記録・業務日誌に関すること。
・生活記録の作成と管理を行う。
・業務日誌の作成管理を行う。

・フロア会議を行う。
・週に一度、認知症ケア研修を行う。
・利用者の会（きぼうの会）の開催の準備・記録を行う。
・運営推進会議の準備、開催、会議録の作成を行う。
・地域行事の参加を行う。
・こいてたよりの作成、地域に回覧を行う。

・バイタル測定を行い健康状態の確認を行う。
デイサービスご利用者に関すること。
・送迎を行う。
・体調不良、怪我・急変時にご家族、関係機関に連絡を行う。
・生活状況の記録を行う。
その他

・法人事務局員としての業務及び事務局会議への出席
利用者のケア方針決定及び指導に関すること
看護、介護業務の総括に関すること
介護サービス計画の総括的管理に関すること
業務の改善、企画及び調査に関すること
実習生の受入、連絡調整及び指導教育に関すること

指導・育成に関すること
職員の業務・介護に必要な知識・技術の指導・育成
利用者の介護方針について決定する指導・助言・立案
法人の方針を職員に伝達・実施に向けて取り組む指導・実施

部署の運営、法人の運営に関すること
法人業務・運営に関すること
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職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

小規模多機能 １．
ホーム

計画作成者 2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

１1．
１2．
１3．
１4．

１5．

16.
17.

18.
小規模多機能 １．

ホーム
介護職員

在宅支援課の介護サービスの確認・支持・指示
運営指導・集団指導の参加・現地対応・提出書類の作成及び作成指示
リーダーと介護方針・事業運営に関することの立案
他部署との連携について必要な措置
内部運営指導時の参加・現地対応・提出書類の作成及び作成指示
・小規模多機能ホームの業務の総括に関すること

決済に関することの可否を判断
他職種連携について必要な措置
復命を受けた法人会議への参加
施設長の補佐
在宅支援課の事業運営の方針にかかわる意見・提案・立案
苦情・意見についての対応・改善等の指示・対応

・日常の防火管理を行う
運営推進会議に関すること
外部評価に関すること
職員に関すること
・業務に必要な知識・技術の指導・育成
利用者のケア方針に関すること

・勤務表・出勤簿の集計確認し関すること
・所属職員の指導・研修に関すること
・地域との交流に関すること
・関係機関との連絡調整を行うこと
防火管理に関すること
・年３回の避難訓練の実施

・1ヶ月、3ヶ月面接への参加
・必須研修のへ出席状況の把握
部署の職員の勤務に関すること
・勤務表の作成
・時間外命令、勤務変更、年休の決裁
業務計画の樹立に関すること

・運営ケア計画の取りまとめと作成
利用者の日常生活に関すること
・利用中または在宅生活の状態把握・困難事例の解決に向けての対応
部署のケアの質(仕事の質）の向上に関すること
・フロア会議の開催・会議内容の作成
部署職員の指導、研修に関すること

・フロア全体の防火管理
施設内外の清掃、美化に関すること
実習生の受入及び指導教育に関すること
物品の請求及び保管管理に関すること
その他、利用者の処遇に関すること
・運営会議への参加

・運営ケア計画のとりまとめと作成
行事の企画立案に関すること
・年間行事計画の実施状況の把握と起案書の決済。
記録及び業務日誌の整備に関すること
・記録の決裁
施設設備の管理及び営繕に関すること

苦情・意見について対応・指示・上司に報告
利用者及び身元引受人又は、法定代理人の必要な相談に応じること。
適切なサービスが提供されるよう、介護計画を策定し管理・評価を行うこと。
・利用者のニーズに合った介護計画を作成する。
・介護手当等、オムツ券等、介護保険外のサービスに関すること
・保険者及び他事業者との連絡・調整に関すること

・人事考課の評価
・内部･外部の研修の参加及び復命書の作成
部署の取りまとめ、報告・連絡・相談に関すること
・文書の配布と取りまとめ
・指摘事項の改善
・フロアでの検討要綱についての報告

利用者の日常生活の支援に関すること。
・利用者と一緒に調理を行う（買い物、献立つくり、片付け）。
・食品の衛生管理と食中毒の防止を行う。
・台所の衛生管理を行う。
・利用者と一緒に洗濯を行う（干し、たたみ）。
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職　　　　名 業　　　　務　　　　内　　　　容

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．
小規模多機能 １．

ホーム
看護職員

２．

３．

4．

５．

・利用者の体調不良や事故発生時に看護師への連絡を行い必要な処置を行う。
・利用者の皮膚の状態等の健康管理を行う。
・入浴の準備と入浴後の片付け、消毒を行う。
・入浴時の衣服の着脱、洗身等の手伝いを行う。

・バイタル測定、配薬、配薬後の確認、軟膏塗布当を行う。

行事の企画・立案・実施に関すること。
・行事の企画の立案と起案の作成、準備を行う。
・家族や関係職種への連絡を行う。
・行事実施後に、行事実施記録を作成を行う。
清掃、汚物処理に関すること。
・利用者と一緒に、居室の清掃を行う。

・利用者と一緒に衣替えを行う。
介護計画の実施・記録・評価に関すること。
・利用者・家族の要望を聞き、介護計画の作成を行う。
・介護計画に基づくカンファレンスとその記録の作成を行う。
・介護計画のモニタリング・アセスメントを行う。
・家族への介護計画の説明を行う。

・起床時や外出時等に、整髪のお手伝いを行う。
・馴染みの理美容室に出かける手伝いを行う。
外出・外泊時のお手伝いに関すること。
・必要時、送迎のお手伝いを行う。
・家族への連絡・調整を行う。
・バイタル測定を行い健康状態の確認を行う。

・ポータブルトイレの消毒、清掃を行う。
・パット類、消臭剤等の管理を行う。
記録・業務日誌に関すること。
・生活記録の作成と管理を行う。
・業務日誌の作成管理を行う。
利用者の整容に関すること。

・運営推進会議の準備、開催、会議録の作成を行う。
・地域行事の参加を行う。
利用者の（生活支援）ケア全般に関すること
医療に関すること
・医療行為全般の業務の遂行
・利用者の状況に合わせた処置・他専門職への対応指示・助言

デイサービスご利用者に関すること。
・送迎を行う。
・体調不良、怪我・急変時にご家族、関係機関に連絡を行う。
・生活状況の記録を行う。
その他
・フロア会議を行う。

・食事で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・食事に関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・排泄で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・排泄に関して利用者に必要な自助具・使用物品・介護方法を専門職として提案・提供
・入浴で利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
・入浴に関して利用者に必要な自助具・入浴形態・介護方法を専門職として提案・提供

・利用者の急変時の対応・他専門職への対応指示・助言
・医療機関への上申や受診の対応
利用者の生活援助に関すること
・利用者の前日までの状況を確認し、介護業務に従事
・他職種と利用者の状況について情報交換をし、日常生活支援全般に従事
・ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの確認、測定の実施及び記録、情報の伝達

・行事の企画と起案書の作成及び必要物品の購入・借用
・利用者・家族への連絡。ボランティア様の手配、受け入れ。
・利用者の意向に沿った外出・レクリエーション活動・アクティビティ活動の実施
・行事実施後の実施記録の作成及び実施状況を部署で総括
記録及び業務日誌に関すること
・利用者・家族からの連絡について記録

・口腔ケアに関して利用者に必要な自助具・食事形態・介護方法を専門職として提案・提供
・口腔ケアで利用者本位・自立支援での援助を根幹として従事
介護サービス計画の実施・記録・評価に関すること
・本人・家族の意向確認及び居宅ケアプランとのサービス実施状況の整合性の確認
・介護計画書のモニタリング、アセスメントの実施
行事・レクリエーション活動・アクティビティ活動の企画・立案・実施に関すること

・利用者のサービス提供時の特記事項の状況・対応等について記録
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小規模多機能 １．
ホーム ２．
調理員兼 ３．
介護職員 ４．

５．
６．
７．
８．
９．
１０．

食事の盛り付け及び配膳に関わること
厨房機器の保管管理に関すること
利用者に喜ばれる調理の創意工夫に関すること
その他の食事提供全般に関すること
厨房内の清掃・衛生管理に関すること
利用者の生活支援の補助的業務に関すること

・利用者のサービス提供時の活動・日常の生活に関する記録
利用者の食事提供・調理業務に関すること
利用者のお弁当作りに関すること
施設内での調理業務に関すること
食品衛生の徹底及び食中毒の防止に関すること
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